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まとめ資料比較表 〔第 26条 原子炉制御室等〕 
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第 26条 原子炉制御室等 

＜目 次＞ 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

1.2 適合のための設計方針 

1.2.1 設置許可基準規則第 26 条第 1 項第 3 号に対する基本方針 

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 外の状況を把握する設備 

2.2 酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

3. 別添

別添 1 原子炉制御室について（被ばく評価除く） 

別添 2 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について 

別添 3 運用，手順説明資料 

第 26条 原子炉制御室等 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

1.3 気象等 

1.4 設備等（手順等含む） 

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 中央制御室から外の状況を把握する設備 

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

3. 別添

別添 1 原子炉制御室について（被ばく評価除く） 

別添 2 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について 

別添 3 運用，手順説明資料 原子炉制御室等 

第 26条 原子炉制御室等 

＜目 次＞ 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

1.2 適合のための設計方針 

1.2.1 設置許可基準規則第 26条第 1項第 2号に対する基本方針 

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 外の状況を把握する設備 

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

2.3有毒ガス防護 

3. 別添

別添 1 原子炉制御室について（被ばく評価除く） 

別添 2 原子炉制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価 

について 

別添 3 運用，手順説明資料 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は設置変更許

可申請書の内容を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，酸素濃度

計と二酸化炭素濃度計

を個別に配備している。 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

追加要求事項「有毒ガ

ス」に係る記載 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

設置許可基準規則第 26 条及び技術基準規則第 38 条を第 1.1-1 

表に示す。また，第 1.1-1 表において，新規制基準に伴う追加要

求事項を明確化する。 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

設置許可基準規則第26条及び技術基準規則第38条を第1.1-1

表に示す。また，第 1.1-1 表において，新規制基準に伴う追加

要求事項を明確化する。 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

設置許可基準規則第 26条及び技術基準規則第 38条を第 1.1

－1表に示す。また，第 1.1－1表において，新規制基準に伴う

追加要求事項を明確化する。 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第1.1-1 表 設置許可基準規則第26 条及び技術基準規則第38 条

要求事項 

設置許可基準規則第 26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

発電用原子炉施設には、

次に掲げるところによ

り、原子炉制御室（安全

施設に属するものに限

る。以下この条において

同じ。）を設けなければ

ならない。 

一 設計基準対象施設の

健全性を確保するた

めに必要なパラメー

タを監視できるもの

とすること。 

発電用原子炉施設には、

原子炉制御室を施設し

なければならない。 

2 原子炉制御室には、反

応度制御系統及び原

子炉停止系統に係る

設備を操作する装置、

非常用炉心冷却設備

その他の非常時に発

電用原子炉の安全を

確保するための設備

を操作する装置、発電

用原子炉及び一次冷

却系統に係る主要な

機械又は器具の動作

状態を表示する装置、

主要計測装置の計測

結果を表示する装置

その他の発電用原子

炉を安全に運転する

ための主要な装置（第

四十七条第一項に規

定する装置を含む。）

を集中し、かつ、誤操

作することなく適切

に運転操作すること

ができるよう施設し

なければならない。 

 

 

変更なし 

 

 

 

第 1.1-1 表 設置許可基準規則第 26 条及び技術基準規則第 38 条

要求事項 

設置許可基準規則第 26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

  発電用原子炉施設

には、次に掲げるとこ

ろにより、原子炉制御

室（安全施設に属する

ものに限る。以下この

条において同じ。）を

設けなければならな

い。 

 一 設計基準対象施

設の健全性を確保

するために必要な

パラメータを監視

できるものとする

こと。 

  発電用原子炉施設

には、原子炉制御室を

施設しなければなら

ない。 

２ 原子炉制御室には、

反応度制御系統及び

原子炉停止系統に係

る設備を操作する装

置、非常用炉心冷却設

備その他の非常時に

発電用原子炉の安全

を確保するための設

備を操作する装置、発

電用原子炉及び一次

冷却系統に係る主要

な機械又は器具の動

作状態を表示する装

置、主要計測装置の計

測結果を表示する装

置その他の発電用原

子炉を安全に運転す

るための主要な装置

（第四十七条第一項

に規定する装置を含

む。）を集中し、かつ、

誤操作することなく

適切に運転操作する

ことができるよう施

設しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

第 1.1－1表 設置許可基準規則第 26条及び技術基準規則第 38条

要求事項 

設置許可基準規則第26

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 

（原子炉制御室等） 備考 

発電用原子炉施設には、

次に掲げるところによ

り、原子炉制御室（安全

施設に属するものに限

る。以下この条において

同じ。）を設けなければ

ならない。 

一 設計基準対象施設

の健全性を確保する

ために必要なパラメ

ータを監視できるも

のとすること。 

発電用原子炉施設には、

原子炉制御室を施設し

なければならない。 

2 原子炉制御室には、

反応度制御系統及び

原子炉停止系統に係

る設備を操作する装

置、非常用炉心冷却

設備その他の非常時

に発電用原子炉の安

全を確保するための

設備を操作する装

置、発電用原子炉及

び一次冷却系統に係

る主要な機械又は器

具の動作状態を表示

する装置、主要計測

装置の計測結果を表

示する装置その他の

発電用原子炉を安全

に運転するための主

要な装置（第四十七

条第一項に規定する

装置を含む。）を集中

し、かつ、誤操作す

ることなく適切に運

転操作することがで

きるよう施設しなけ

ればならない。 

 

変更なし 
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設置許可基準規則第26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

二 発電用原子炉施設

の外の状況を把握す

る設備を有するもの

とすること。 

 

 

3 原子炉制御室には、発

電用原子炉施設の外

部の状況を把握する

ための装置を施設し

なければならない。 

追加要求

事項 

三 発電用原子炉施設

の安全性を確保する

ために必要な操作を

手動により行うこと

ができるものとする

こと。 

第2項と同じ 変更なし 

 

 

 

設置許可基準規則第26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

 二 発電用原子炉施

設の外の状況を把握

する設備を有するも

のとすること。 

３ 原子炉制御室には、

発電用原子炉施設の

外部の状況を把握す

るための装置を施設

しなければならない。 

 

追加要求

事項 

 三 発電用原子炉施

設の安全性を確保

するために必要な

操作を手動により

行うことができる

ものとすること。 

第２項と同じ 変更なし 

 

 

設置許可基準規則第26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

二 発電用原子炉施設

の外の状況を把握す

る設備を有するもの

とすること。 

 

 

3 原子炉制御室には、発

電用原子炉施設の外

部の状況を把握する

ための装置を施設し

なければならない。 

追加要求

事項 

三 発電用原子炉施設

の安全性を確保する

ために必要な操作を

手動により行うこと

ができるものとする

こと。 

第2項と同じ 変更なし 
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設置許可基準規則第26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

2 発電用原子炉施設に

は、火災その他の異

常な事態により原

子炉制御室が使用

できない場合にお

いて、原子炉制御室

以外の場所から発

電用原子炉を高温

停止の状態に直ち

に移行させ、及び必

要なパラメータを

想定される範囲内

に制御し、その後、

発電用原子炉を安

全な低温停止の状

態に移行させ、及び

低温停止の状態を

維持させるために

必要な機能を有す

る装置を設けなけ

ればならない。 

4 発電用原子炉施設に

は、火災その他の異

常な事態により原子

炉制御室が使用でき

ない場合に、原子炉

制御室以外の場所か

ら発電用原子炉の運

転を停止し、かつ、

安全な状態に維持す

ることができる装置

を施設しなければな

らない。 

変更なし 

 

 

 

設置許可基準規則第26

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 

（原子炉制御室等） 備考 

２ 発電用原子炉施設

には、火災その他の

異常な事態により

原子炉制御室が使

用できない場合に

おいて、原子炉制御

室以外の場所から

発電用原子炉を高

温停止の状態に直

ちに移行させ、及び

必要なパラメータ

を想定される範囲

内に制御し、その

後，発電用原子炉を

安全な低温停止の

状態に移行させ、及

び低温停止の状態

を維持させるため

に必要な機能を有

する装置を設けな

ければならない。 

４ 発電用原子炉施設

には、火災その他の異

常な事態により原子

炉制御室が使用でき

ない場合に、原子炉制

御室以外の場所から

発電用原子炉の運転

を停止し、かつ、安全

な状態に維持するこ

とができる装置を施

設しなければならな

い。 

変更なし 

 

 

設置許可基準規則第26

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 

（原子炉制御室等） 備考 

2 発電用原子炉施設に

は、火災その他の異

常な事態により原

子炉制御室が使用

できない場合にお

いて、原子炉制御室

以外の場所から発

電用原子炉を高温

停止の状態に直ち

に移行させ、及び必

要なパラメータを

想定される範囲内

に制御し、その後、

発電用原子炉を安

全な低温停止の状

態に移行させ、及び

低温停止の状態を

維持させるために

必要な機能を有す

る装置を設けなけ

ればならない。 

4 発電用原子炉施設に

は、火災その他の異

常な事態により原子

炉制御室が使用でき

ない場合に、原子炉

制御室以外の場所か

ら発電用原子炉の運

転を停止し、かつ、

安全な状態に維持す

ることができる装置

を施設しなければな

らない。 

変更なし 
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設置許可基準規則第26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

3 原子炉制御室及びこ

れに連絡する通路並

びに運転員その他の

従事者が原子炉制御

室に出入りするため

の区域は、一次冷却系

統に係る発電用原子

炉施設の損壊又は故

障その他の異常が発

生した場合に発電用

原子炉の運転の停止

その他の発電用原子

炉施設の安全性を確

保するための措置を

とるため、従事者が支

障なく原子炉制御室

に入り、又は一定期間

とどまり、かつ、当該

措置をとるための操

作を行うことができ

るよう、遮蔽その他の

適切な放射線防護措

置、気体状の放射性物

質及び原子炉制御室

外の火災により発生

する燃焼ガスに対す

る換気設備の隔離そ

の他の適切に防護す

るための設備を設け

なければならない。 

5 原子炉制御室及びこ

れに連絡する通路並

びに運転員その他の

従事者が原子炉制御

室に出入りするため

の区域には、一次冷却

系統に係る発電用原

子炉施設の損壊又は

故障その他の異常が

発生した場合に発電

用原子炉の運転の停

止その他の発電用原

子炉施設の安全性を

確保するための措置

をとるため、従事者が

支障なく原子炉制御

室に入り、又は一定期

間とどまり、かつ、当

該措置をとるための

操作を行うことがで

きるよう、遮蔽その他

の適 

切な放射線防護措

置、気体状の放射

性物質及び原子炉

制御室外の火災に

より発生する燃焼

ガスに対する換気

設備の隔離その他

の適切な防護措置

を講じなければな

らない。 

変更なし 

 

 

 

設置許可基準規則第26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

３ 原子炉制御室及び

これに連絡する通路

並びに運転員その他

の従事者が原子炉制

御室に出入りするた

めの区域は、一次冷却

系統に係る発電用原

子炉施設の損壊又は

故障その他の異常が

発生した場合に発電

用原子炉の運転の停

止その他の発電用原

子炉施設の安全性を

確保するための措置

をとるため、従事者が

支障なく原子炉制御

室に入り、又は一定期

間とどまり、かつ、当

該措置をとるための

操作を行うことがで

きるよう、遮蔽その他

の適切な放射線防護

措置、気体状の放射性

物質及び原子炉制御

室外の火災により発

生する燃焼ガスに対

する換気設備の隔離

その他の適切に防護

するための設備を設

けなければならない。 

 

 

５ 原子炉制御室及び

これに連絡する通路

並びに運転員その他

の従事者が原子炉制

御室に出入りするた

めの区域には、一次冷

却系統に係る発電用

原子炉施設の損壊又

は故障その他の異常

が発生した場合に発

電用原子炉の運転の

停止その他の発電用

原子炉施設の安全性

を確保するための措

置をとるため、従事者

が支障なく原子炉制

御室に入り、又は一定

期間とどまり、かつ、

当該措置をとるため

の操作を行うことが

できるよう、遮蔽その

他の適切な放射線防

護措置、気体状の放射

性物質及び原子炉制

御室外の火災により

発生する燃焼ガスに

対する換気設備の隔

離その他の適切な防

護措置を講じなけれ

ばならない。 

 

変更なし 

 

 

 

設置許可基準規則第26

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 

（原子炉制御室等） 備考 

3 一次冷却系統に係る

発電用原子炉施設の

損壊又は故障その他

の異常が発生した場

合に発電用原子炉の

運転の停止その他の

発電用原子炉施設の

安全性を確保するた

めの措置をとるため、

従事者が支障なく原

子炉制御室に入り、又

は一定期間とどまり、

かつ、当該措置をとる

ための操作を行うこ

とができるよう、次の

各号に掲げる場所の

区分に応じ、当該各号

に定める設備を設け

なければならない。 

 

一 原子炉制御室及びそ

の近傍並びに有毒ガ

スの発生源の近傍工

場等内における有毒

ガスの発生を検出す

るための装置及び当

該装置が有毒ガスの

発生を検出した場合

に原子炉制御室にお

いて自動的に警報す

るための装置 

5 一次冷却系統に係る

発電用原子炉施設の

損壊又は故障その他

の異常が発生した場

合に発電用原子炉の

運転の停止その他の

発電用原子炉施設の

安全性を確保するた

めの措置をとるため、

従事者が支障なく原

子炉制御室に入り、又

は一定期間とどまり、

かつ、当該措置をとる

ための操作を行うこ

とができるよう、次の

各号に掲げる場所の

区分に応じ、当該各号

に定める防護措置を

講じなければならな

い。 

一 原子炉制御室及びそ

の近傍並びに有毒ガ

スの発生源の近傍工

場等内における有毒

ガスの発生を検出す

るための装置及び当

該装置が有毒ガスの

発生を検出した場合

に原子炉制御室にお

いて自動的に警報す

るための装置の設置 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加要求

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・追加要求事項「有毒ガ

ス」に係る記載 
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設置許可基準規則第26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

－ 6 原子炉制御室には、

酸素濃度計を施設し

なければならない。 

追加要求

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則第26 

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38 条 

（原子炉制御室等） 

備考 

－ 6 原子炉制御室には、

酸素濃度計を施設し

なければならない。 

追加要求

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則第26

条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 

（原子炉制御室等） 備考 

二 原子炉制御室及びこ

れに連絡する通路並

びに運転員その他の

従事者が原子炉制御

室に出入りするため

の区域 遮蔽壁その他

の適切に放射線から

防護するための設備、

気体状の放射性物質

及び原子炉制御室外

の火災により発生す

る燃焼ガスに対し換

気設備を隔離するた

めの設備その他の適

切に防護するための

設備 

二 原子炉制御室及びこ

れに連絡する通路並

びに運転員その他の

従事者が原子炉制御

室に出入りするため

の区域 遮蔽その他の

適切な放射線防護措

置、気体状の放射性物

質及び原子炉制御室

外の火災により発生

する燃焼ガスに対す

る換気設備の隔離そ

の他の適切な防護措

置 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 6 原子炉制御室には、

酸素濃度計を施設し

なければならない。 

追加要求

事項 
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1.2 追加要求事項に対する適合性 

 (1) 位置，構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

  (3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に

加え，以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

   ａ．設計基準対象施設 

(u) 中央制御室 

中央制御室は，設計基準対象施設の健全性を確認する

ために必要なパラメータを監視できるとともに，発電用

原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動

により行うことができる設計とする。また，発電用原子

炉施設の外部の状況を把握するため，監視カメラ，気象

観測設備及び公的機関から気象情報を入手できる設備等

を設置し，中央制御室から発電用原子炉施設に影響を及

ぼす可能性のある自然現象等を把握できる設計とする。 

  【説明資料（2.1.1：p26 条-別添 1-17）（2.1.2：p26 条-別

添 1-20）（2.1.3：p26 条-別添 1-22）（2.1.4：p26 条-別

添 1-23）（2.1.5：p26条-別添 1-24）】 

 発電用原子炉施設には，火災その他の異常な状態に

より中央制御室が使用できない場合において，中央制御

室以外の場所から，発電用原子炉を高温停止の状態に直

ちに移行させ，及び必要なパラメータを想定される範囲

内に制御し，その後，発電用原子炉を安全な低温停止の

状態に移行させ，及び低温停止の状態を維持させるため

に必要な機能を有する装置を設ける設計とする。 

中央制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他

の従事者が中央制御室に出入りするための区域は，原子

炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その

他の異常が発生した場合に，発電用原子炉の運転の停止

その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措

置をとるため，従事者が支障なく中央制御室に入ること

ができるようにする。また，中央制御室内にとどまり，

必要な操作を行う運転員が過度の被ばくを受けないよう

施設し，運転員の勤務形態を考慮し，事故後 30日間にお

いて，運転員が中央制御室に入り，とどまっても，中央

制御室遮蔽を透過する放射線による線量，中央制御室に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は設置変更許

可申請書の内容を記載 

島根２号炉は追加要求

に対する適合方針につ

いて「2.追加要求事項に

対する適合方針」に記載 
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侵入した外気による線量及び入退域時の線量が，中央制

御室換気系等の機能とあいまって，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則」及び「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」に示される 100mSv を下回るように遮蔽を設け

る。その他，運転員その他の従事者が中央制御室にとど

まるため，気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災

により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他

の適切に防護するための設備を設ける設計とする。 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいても運転員がとどまるために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。 
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  ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

  (5) その他の主要な事項 

  (ⅵ) 中央制御室 

中央制御室は，設計基準対象施設の健全性を確認する

ために必要なパラメータを監視できるとともに，発電用

原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動

により行うことができる設計とする。また，発電用原子

炉施設の外部の状況を把握するため，監視カメラ，気象

観測設備，公的機関から気象情報を入手できる設備等を

設置し，中央制御室から発電用原子炉施設に影響を及ぼ

す可能性のある自然現象等を把握できる設計とする。 

  【説明資料（2.1.1：p26 条-別添 1-17）（2.1.2：p26 条-別

添 1-20）（2.1.3：p26 条-別添 1-22）（2.1.4：p26 条-別

添 1-23）（2.1.5：p26条-別添 1-24）】 

     発電用原子炉施設には，火災その他の異常な状態によ

り中央制御室が使用できない場合において，中央制御室以

外の場所から，発電用原子炉を高温停止の状態に直ちに移

行させ，及び必要なパラメータを想定される範囲内に制御

し，その後，発電用原子炉を安全な低温停止の状態に移行

させ，及び低温停止の状態を維持させるために必要な機能

を有する装置を設ける設計とする。 

気体状の放射性物質並びに火災等により発生する燃焼

ガス，ばい煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換気設

備の隔離その他の適切に防護するための設備を設ける設

計とする。 

     中央制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その

他の従事者が中央制御室に出入りするための区域は，原

子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障そ

の他の異常が発生した場合に，発電用原子炉の運転停止

その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措

置をとるため，従事者が支障なく中央制御室に入ること

ができるようにする。また，中央制御室内にとどまり，

必要な操作を行う運転員が過度の被ばくを受けないよう

施設し，運転員の勤務形態を考慮し，事故後30日間にお

いて，運転員が中央制御室に入り，とどまっても，中央

制御室遮蔽を透過する放射線による線量，中央制御室に

侵入した外気による線量及び入退域時の線量が，中央制

御室換気系等の機能とあいまって，「実用発電用原子炉
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及びその附属施設の技術基準に関する規則」及び「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」に示される100mSvを下回るように遮蔽を設ける。

その他，運転員その他従事者が中央制御室にとどまるた

め，気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災により

発生する有毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切

に防護するための設備を設ける。さらに，中央制御室内

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭

素濃度計を保管する。 

   【説明資料（2.2.1：p26 条-別添 1-25）（2.2.2：p26 条-

別添 1-26）】 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいても運転員がとどまるために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が

とどまるために必要な重大事故等対処設備として，可搬

型照明（ＳＡ），中央制御室換気系空気調和機ファン，

中央制御室換気系フィルタ系ファン，中央制御室換気系

フィルタユニット，中央制御室待避室空気ボンベユニッ

ト（空気ボンベ），中央制御室遮蔽，中央制御室待避室

遮蔽，中央制御室待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化

炭素濃度計を設置する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が

とどまるために必要な重大事故等対処設備として，中央

制御室換気系は，重大事故等時に炉心の著しい損傷が発

生した場合において高性能粒子フィルタ及びチャコール

フィルタを内蔵した中央制御室換気系フィルタユニット

並びに中央制御室換気系フィルタ系ファン高性能粒子フ

ィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室換

気系フィルタユニット並びに中央制御室換気系フィルタ

系ファンからなる非常用ラインを設け，外気との連絡口

を遮断し，中央制御室換気系フィルタユニットを通る閉

回路循環方式とすることにより，放射性物質を含む外気

が中央制御室に直接流入することを防ぐことができる設

計とする。 

また，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置

を作動させる場合に放出される放射性雲通過時におい
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て，中央制御室待避室を中央制御室待避室空気ボンベユ

ニット（空気ボンベ）で正圧化することにより，放射性

物質が中央制御室待避室に流入することを一定時間完全

に防ぐことができる設計とする。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，  

運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大

事故等時に中央制御室換気系及び中央制御室待避室空気

ボンベユニット（空気ボンベ）の性能とあいまって，運

転員の実効線量が７日間で100mSvを超えない設計とす

る。 

また，全面マスクの着用及び運転員の交代要員体制を

考慮し，その実施のための体制を整備する。 

外部との遮断が長期にわたり，室内の雰囲気が悪くな

った場合には，外気を中央制御室換気系フィルタユニッ

トで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央制御室換

気系フィルタ系ファンは，非常用交流電源設備に加えて，

常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が

とどまるために必要な重大事故等対処設備として，中央

制御室待避室に待避した運転員が，緊急時対策所と通信

連絡を行うため，衛星電話設備（可搬型)（待避室）を使

用する。 

衛星電話設備（可搬型）（待避室）は，全交流動力電

源喪失時においても常設代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が

とどまるために必要な重大事故等対処設備として，中央

制御室待避室に待避した運転員が，中央制御室待避室の

外に出ることなく発電用原子炉施設の主要な計測装置の

監視を行うためにデータ表示装置（待避室）を設置する。 

データ表示装置（待避室）は，全交流動力電源喪失時

においても常設代替交流電源設備からの給電が可能な設

計とする。 

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設

である中央制御室照明が使用できない場合の重大事故等

対処設備として，可搬型照明（ＳＡ）は，全交流動力電

源喪失時においても常設代替交流電源設備からの給電が
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可能な設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が

とどまるために必要な重大事故等対処設備として，中央

制御室待避室と中央制御室との間が正圧化に必要な差圧

を確保できていることを把握するため，中央制御室待避

室差圧計を設置する。 

また，中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素及

び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを

把握するため，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

する。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，運転員が中央制

御室の外側から中央制御室に放射性物質による汚染を持

ち込むことを防止するため，身体サーベイ及び作業服の

着替え等を行うための区画を設ける設計とする。身体サ

ーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，運転

員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行

う区画に隣接して設置する設計とする。また，照明につ

いては，可搬型照明（ＳＡ）により確保できる設計とす

る。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，運転員の

被ばくを低減するための重大事故等対処設備として，原

子炉建屋ガス処理系及びブローアウトパネル閉止装置を

使用する。原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス処理系

排風機，非常用ガス再循環系排風機，配管・弁類及び計

測制御装置等で構成し，非常用ガス処理系排風機により

原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持するとともに，原子

炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした放射

性物質を含む気体を非常用ガス処理系排気筒から排気す

ることで，中央制御室の運転員の被ばくを低減すること

ができる設計とする。 

原子炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部として原

子炉建屋に設置する原子炉建屋外側ブローアウトパネル

は，閉状態を維持できる，又は開放時に容易かつ確実に

ブローアウトパネル閉止装置により開口部を閉止できる

設計とする。また，ブローアウトパネル閉止装置は現場

において，人力により操作できる設計とする。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流電源設備に加え
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て，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。また，ブローアウトパネル閉止装置は，常設代替交

流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，「チ (1) 

(ⅳ) 遮蔽設備」に記載する。 

中央制御室換気系空気調和機ファン，中央制御室換気

系フィルタ系ファン，中央制御室換気系フィルタユニッ

ト，中央制御室待避室空気ボンベユニットは，「チ (1) 

(ⅴ) 換気空調設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備については，「ヌ (2) (ⅳ) 代

替電源設備」に記載する。 

 

 [常設重大事故等対処設備] 

中央制御室遮蔽 

（「チ (1) (ⅳ)遮蔽設備」と兼用） 

中央制御室待避室遮蔽 

（「チ (1) (ⅳ)遮蔽設備」と兼用） 

中央制御室換気系空気調和機ファン 

（「チ (1) (ⅴ)換気空調設備」と兼用） 

中央制御室換気系フィルタ系ファン 

（「チ (1) (ⅴ)換気空調設備」と兼用） 

中央制御室換気系フィルタユニット 

（「チ (1) (ⅴ)換気空調設備」と兼用） 

中央制御室待避室差圧計 

（「チ (1) (ⅴ)換気空調設備」と兼用） 

非常用ガス処理系排風機 

（「リ (4) (iv)原子炉建屋ガス処理系」他と兼用） 

非常用ガス処理系フィルタトレイン 

（「リ (4) (iv)原子炉建屋ガス処理系」他と兼用） 

非常用ガス再循環系排風機 

（「リ (4) (iv)原子炉建屋ガス処理系」他と兼用） 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

（「リ(4)(ⅳ) 原子炉建屋ガス処理系」他と兼用） 

ブローアウトパネル閉止装置 

（「リ(4)(ⅳ) 原子炉建屋ガス処理系」と兼用） 

個   数        10 
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[可搬型重大事故等対処設備] 

中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

（「チ (1) (ⅳ)遮蔽設備」と兼用） 

可搬型照明（ＳＡ） 

個   数     7（予備2） 

衛星電話設備（可搬型）（待避室） 

個   数     一式 

データ表示装置（待避室） 

個   数     一式 

酸素濃度計 

個   数     1（予備1） 

二酸化炭素濃度計 

個   数     1（予備1） 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，設計基準事故時及び重

大事故等時ともに使用する。 

  【説明資料（2.2.1：p26 条-別添 1-25）（2.2.2：p26 条-別

添 1-26）】 
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 チ 放射線管理施設の構造及び設備 

  (1) 屋内管理用の主要な設備の種類 

  (ⅳ) 遮蔽設備 

     放射線業務従事者等の被ばく線量を低減するため，遮

蔽設備を設ける。 

   ａ．中央制御室遮蔽 

     中央制御室遮蔽は，原子炉冷却材喪失等の設計基準事

故時に，中央制御室にとどまり必要な操作，措置を行う

運転員が過度の被ばくを受けないよう施設する。また，

運転員の勤務形態を考慮し，事故後30日間において，運

転員が中央制御室に入り，とどまっても，中央制御室遮

蔽を透過する放射線による線量，中央制御室に侵入した

外気による線量及び入退域時の線量が，中央制御室換気

系等の機能とあいまって，100mSvを下回るよう設計する。 

     炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御

室に運転員がとどまるために必要な遮蔽設備として，中

央制御室遮蔽を設ける。 

     炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動

させる場合に放出される放射性雲による運転員の被ばく

を低減するため，中央制御室内に中央制御室待避室を設

け，中央制御室待避室には，遮蔽設備として，中央制御

室待避室遮蔽を設ける。 

 [常設重大事故等対処設備] 

中央制御室遮蔽 

（「ヘ(5)(ⅵ)中央制御室」と兼用）   一式 

中央制御室遮蔽は，設計基準事故時及び重大事故等時ともに

使用する。 

 

中央制御室待避室遮蔽 

（「ヘ(5)(ⅵ)中央制御室」と兼用）   一式 
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  (ⅴ) 換気空調設備 

    通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及び重大事故等時に発電所従業員に新鮮な空気を送ると

ともに，空気中の放射性物質の除去・低減及び火災により

発生するばい煙等に対する隔離が可能な換気設備を設け

る。 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

も運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。 

   ａ．中央制御室換気系 

     中央制御室等の換気及び冷暖房を行うための中央制御

室換気系を設ける。 

     中央制御室換気系には，通常のラインの他，高性能粒

子フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御

室換気系フィルタユニット並びに中央制御室換気系フィ

ルタ系ファンからなる非常用ラインを設け，設計基準事

故時には外気との連絡口を遮断し，中央制御室換気系フ

ィルタユニットを通る閉回路循環方式とし，運転員を放

射線被ばくから防護する設計とする。外部との遮断が長

期にわたり，室内の雰囲気が悪くなった場合には，外気

を中央制御室換気系フィルタユニットで浄化しながら取

り入れることも可能な設計とする。 

     中央制御室外の火災等により発生する燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物に対し，中央制御室換気系

の外気取入れを手動で遮断し，閉回路循環方式に切り替

えることが可能な設計とする。 

     炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御

室換気系は，高性能粒子フィルタ及びチャコールフィル

タを内蔵した中央制御室換気系フィルタユニット並びに

中央制御換気系フィルタ系ファンからなる非常用ライン

を設ける。 
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 [常設重大事故等対処設備] 

中央制御室換気系空気調和機ファン 

（「ヘ(5)(ⅵ)中央制御室」と兼用） 

台   数     1（予備1） 

容   量     約42,500 m３／h（1台当たり） 

中央制御室換気系フィルタ系ファン 

（「ヘ(5)(ⅵ)中央制御室」と兼用） 

台   数     1（予備1） 

容   量     約5,100 m３／h（1台当たり） 

中央制御室換気系フィルタユニット 

（「ヘ(5)(ⅵ)中央制御室」と兼用） 

基   数     1（予備1） 

粒子除去効率    99.97％以上（直径0.5μm以上の粒子） 

よう素除去効率   97％以上（総合除去効率） 

 

  

    ｂ．中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

     炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動

させる場合に放出される放射性雲による運転員の被ばく

を低減するため，中央制御室待避室を正圧化し，放射性

物質が中央制御室待避室に流入することを一定時間完全

に防ぐために必要な換気空調設備として，中央制御室待

避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）を設ける。 

 

  

  ［常設重大事故等対処設備］ 

 中央制御室待避室差圧計 

 （「ヘ(5)(ⅵ)中央制御室」と兼用） 

  個   数       1 

 

  

  ［可搬型重大事故等対処設備］ 

中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

（「ヘ(5)(ⅵ)中央制御室」と兼用） 

本   数       13（予備7） 

容   量       約47L／本 

充填圧力        約15MPa［gage］ 

  

 (2) 安全設計方針 

   該当なし 
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(3) 適合性説明 

（原子炉制御室等） 

第二十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、

原子炉制御室（安全施設に属するものに限る。以下この条に

おいて同じ。）を設けなければならない。 

 一 設計基準対象施設の健全性を確保するために必要なパラ

メータを監視できるものとすること。 

 二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するも

のとすること。 

 三 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作

を手動により行うことができるものとすること。 

２ 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原

子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外

の場所から発電用原子炉を高温停止の状態に直ちに移行さ

せ、及び必要なパラメータを想定される範囲内に制御し、そ

の後、発電用原子炉を安全な低温停止の状態に移行させ、及

び低温停止の状態を維持させるために必要な機能を有する装

置を設けなければならない。 

３ 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他

の従事者が原子炉制御室に出入りするための区域は、一次冷

却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常

が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用

原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事

者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、

かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、

遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及

び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換

気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設けなけ

ればならない。 
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1.2 適合のための設計方針 

 

適合のための設計方針 

 第１項第１号及び第３号について 

中央制御室は，発電用原子炉及び主要な関連設備の運転状況

並びに主要パラメータが監視できるとともに，安全性を確保す

るために急速な手動操作を要する場合には，これを行うことが

できる設計とする。 

(1) 発電用原子炉及び主要な関連設備の運転状況の監視及び

操作を行うことができる設計とする。 

1.2 適合のための設計方針 

 

 

  

(2) 炉心，原子炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉格納容器バウ

ンダリ及びそれらの関連する系統の健全性を確保するため，

炉心の中性子束，制御棒位置，一次冷却材の圧力・温度・流

量，原子炉水位，原子炉格納容器内の圧力・温度等の主要パ

ラメータの監視が可能な設計とする。 

(3) 事故時において，事故の状態を知り対策を講じるために必

要なパラメータである原子炉格納容器内の圧力・温度等の監

視が可能な設計とする。 

 

  

1.2.1 設置許可基準規則第 26 条第 1 項第 2 号に対する基本方針 

中央制御室においては，発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能

性のある自然現象等や発電所構内の状況を昼夜にわたり把握する

ために，7 号炉原子炉建屋屋上他に設置した監視カメラの映像に

より，津波等の外部状況を昼夜にわたり監視可能な設計とする。

また，気象観測設備等の情報を中央制御室で把握可能な設計とす

る。 

また，気象庁の警報情報（地震情報，大津波警報等）を中央制

御室内のテレビ等にて受信可能な設計とする。 

 

 

 

 

 第１項第２号について 

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のあると想定される

自然現象等に加え，昼夜にわたり発電所構内の状況（海側，陸

側）を，屋外に暗視機能等を持った監視カメラを遠隔操作する

ことにより中央制御室にて把握することができる設計とする。 

また，津波，竜巻等による発電所構内の状況の把握に有効な

パラメータは，気象観測設備等にて測定し中央制御室にて確認

できる設計とする。 

さらに，中央制御室に公的機関から気象情報を入手できる設

備を設置し，地震，津波，竜巻情報等を入手できる設計とする。 

【説明資料（2.1.1：p26条-別添 1-17）（2.1.2：p26条-別添 1-20）

（2.1.3：p26条-別添 1-22）（2.1.4：p26条-別添 1-23）（2.1.5：

p26条-別添 1-24）】 

1.2.1 設置許可基準規則第 26条第 1項第 2号に対する基本方針 

中央制御室においては，発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能

性のある自然現象等や発電所構内の状況を昼夜にわたり把握する

ために，２号炉原子炉建物屋上他に設置した監視カメラの映像に

より，津波等の外部状況を昼夜にわたり監視可能な設計とする。 

また，気象観測設備等の情報を中央制御室で把握可能な設計と

する。 

さらに，気象庁の警報情報（地震情報，大津波警報等）を中央

制御室内のテレビ等にて受信可能な設計とする。 
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中央制御室には酸素濃度・二酸化炭素濃度計を保管することで，

中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握することが可能な設計とする。 

 

 

 中央制御室には酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管するこ

とで，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障

がない範囲にあることを把握することが可能な設計とする。 

中央制御室は，有毒ガスが中央制御室内の運転員に及ぼす影響

により，運転員の対処能力が著しく低下しないよう，運転員が中

央制御室内にとどまり，事故対策に必要な各種の指示，操作を行

うことができる設計とする。 

想定される有毒ガスの発生において，有毒ガスが運転員に及ぼ

す影響により，運転員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安

全機能が損なわれることがない設計とする。そのために，敷地内

外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそ

れのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内にお

いて輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させる

おそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれに

対して有毒ガスが発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護

に係る影響評価」という。）を実施する。固定源に対しては，運転

員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判

断基準値を下回ることにより，運転員を防護できる設計とする。

可動源に対しては，中央制御室換気空調設備の隔離等の対策によ

り，運転員を防護できる設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度

計を個別に配備してい

る。 

・追加要求事項「有毒ガ

ス」に係る記載 

 

  第２項について 

火災その他の異常な事態により，中央制御室内で原子炉停止

操作が行えない場合でも，中央制御室以外の適切な場所から発

電用原子炉を直ちに停止するとともに高温停止状態を維持でき

る設計とする。 

(1) 中央制御室外において，原子炉緊急停止系作動回路の電源

を遮断すること等により発電用原子炉をスクラムさせる。

発電用原子炉を直ちに停止した後，中央制御室外原子炉停

止装置により，逃がし安全弁，原子炉隔離時冷却系，残留

熱除去系等を使用して，発電用原子炉を高温停止状態に安

全に維持することができる設計とする。 
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(2) また，中央制御室外原子炉停止装置により，上記高温停止

状態から残留熱除去系等を使用して，適切な手順により発電

用原子炉を低温停止状態に導くことができる設計とする。 

  

  第３項について 

発電用原子炉の事故対策に必要な各種指示計並びに発電用原

子炉を安全に停止するために必要な安全保護系及び工学的安全

施設関係の操作盤は，中央制御室に集中して設ける。 

中央制御室において火災が発生する可能性を抑えるように，

中央制御室内の主要ケーブル，制御盤は不燃性，難燃性の材料

を使用する。 

なお，通信機器等については実用上可能な限り不燃性，難燃

性の材料を使用する。 

万一事故が発生した際には，次のような対策により運転員そ

の他従事者が中央制御室に接近可能であり，中央制御室内の運

転員その他従事者に対し，過度の被ばくがないように考慮し，

中央制御室内にとどまり，事故対策に必要な各種の操作を行う

ことができるように設計する。 

  (1) 想定される最も苛酷な事故時においても，「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基

づく線量限度等を定める告示」に定められた緊急作業に係

る許容被ばく線量を十分下回るように遮蔽を設ける。ここ

で想定される最も過酷な事故時としては，原子炉冷却材喪

失及び主蒸気管破断を対象とし，「原子力発電所中央制御

室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平

成21・07・27原院第1号平成21年8月12日）」に定める想定

事故相当のソースタームを基とした数値，評価手法及び評

価条件を使用して評価を行う。 

  (2) 中央制御室換気系は，事故時には外気との連絡口を遮断

し，高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵し

た中央制御室換気系フィルタユニットを通る閉回路循環

方式とし，運転員その他の従事者を過度の被ばくから防護

することができるように設計する。 
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 (3) 中央制御室は，中央制御室外の火災等により発生する燃焼

ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火砕物を想定しても中央

制御室換気系の外気取入れを手動で遮断し，閉回路循環方

式に切り換えることにより，運転員その他従事者を外部か

らの自然現象等から防護できる設計とする。 

     なお，事故時において，中央制御室への外気取入れを

一時停止した場合に，室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよ

う，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する。 

【説明資料（2.2.1：p26 条-別添 1-25）（2.2.2：p26 条-別

添 1-26）】 

 

  

 1.3 気象等 

  該当なし。 

 

  

 1.4 設備等（手順等含む） 

 6.10 制御室 

 6.10.1 通常運転時等 

6.10.1.2 設計方針 

  (1) 発電用原子炉施設の主要な計測及び制御装置は，中央制

御室に配置し，集中的に監視及び制御が行えるようにする。

また，制御盤は誤操作，誤判断を防止でき，かつ，操作が

容易に行えるように人間工学的な観点からの考慮を行う設

計とする。また，中央制御室にて同時にもたらされる環境

条件（地震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失，ばい煙

や有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲気の悪化及び凍結）

を想定しても安全施設を容易に操作することができる設計

とする。 

  

   (2) 設計基準事故時においても，運転員が中央制御室内にと

どまって，必要な操作，措置がとれるようにする。 

【説明資料（2.1.1：p26 条-別添 1-17）（2.1.2：p26 条-別添

1-20）（2.1.3：p26条-別添 1-22）（2.1.4：p26条-別添 1-23）

（2.1.5：p26条-別添 1-24）】 

  (3) 中央制御室内での操作が困難な場合には，中央制御室以

外からも，原子炉をスクラム後の高温状態から低温状態に

容易に導けるようにする。 
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   (4) 計測制御装置，制御盤には実用上可能な限り不燃性又は

難燃性の材料を用いる。 

  (5) 中央制御室から原子炉施設内の必要な箇所に指示・連絡

が行えるようにする。 

  (6) 昼夜にわたり，発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のあると想定される自然現象等や発電所構内の状況を把握

することができる設計とする。 

  (7) 中央制御室には，室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握できるように酸素

濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する。 

  (8) 炉心の著しい損傷が発生した場合であって，中央制御室

の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収

束に成功した事故シーケンスにおいても，運転員の実効線

量が7日間で100mSvを超えないように換気及び遮蔽を考慮

した設計とする。 

  【説明資料（2.2.1：p26 条-別添 1-26）（2.2.2：p26 条-別

添 1-26）】 

 

  

  6.10.1.3 主要設備の仕様 

   中央制御室の主要機器仕様を第 6.10－1表に示す。 

 6.10.1.4 主要設備 

6.10.1.4.1 中央制御室 

   中央制御室は，原子炉建屋付属棟内に設置し，原子炉冷却

系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障が発生した場合

に，従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよう，

これに連絡する通路及び出入りするための区域を多重化す

る。また，中央制御室内にとどまり必要な操作，措置を行う

運転員が過度の被ばくを受けないよう施設し，運転員の勤務

形態を考慮し，事故後 30日間において，運転員が中央制御室

に入り，とどまっても，中央制御室遮蔽を透過する放射線に

よる線量，中央制御室に侵入した外気による線量及び入退域

時の線量が，中央制御室換気系等の機能とあいまって，「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則の解釈」に示される 100mSvを下回るように遮蔽を設け

る。換気系統は他と独立して設け，事故時には外気との連絡

口を遮断し，高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタを 
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内蔵した中央制御室換気系フィルタユニットを通る閉回路循

環運転とし運転員その他従事者を過度の被ばくから防護する

設計とする。外部との遮断が長期にわたり，室内の雰囲気が

悪くなった場合には，外気を中央制御室換気系フィルタユニ

ットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。ま

た，室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障のない

範囲であることを把握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭

素濃度計を保管する。 

【説明資料（2.2.1：p26 条-別添 1-25）（2.2.2：p26 条-別

添 1-26）】 

 

  

    発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のあると想定され

る自然現象等や発電所構内の状況を把握するため遠隔操作及

び暗視機能等を持った監視カメラを設置し，中央制御室で監

視できる設計とする。 

【説明資料（2.1.1：p26 条-別添 1-17）（2.1.2：p26 条-別

添 1-20）（2.1.3：p26条-別添 1-22）（2.1.4：p26条-別添

1-23）（2.1.5：p26条-別添 1-24）】 

 

  

    中央制御室は，当該操作が必要となる理由となった事象が

有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び発電

用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環

境条件（地震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失，ばい煙

及び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲気の悪化並びに凍

結）を想定しても，適切な措置を講じることにより運転員が

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための

設備を容易に操作ができるものとする。 

   中央制御室で想定される環境条件とその措置は次のとお

り。 
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（地震） 

    中央制御室及び制御盤は，耐震性を有する原子炉建屋付

属棟内に設置し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し必要

となる機能が喪失しない設計とする。また，制御盤は床等

に固定することにより，地震発生時においても運転操作に

影響を与えない設計とする。さらに，主制御盤に手摺を設

置するとともに天井照明設備には落下防止措置を講じるこ

とにより，地震発生時における運転員の安全確保及び制御

盤上の操作器への誤接触を防止できる設計とする。 

  

   （内部火災） 

    中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設置す

るとともに，常駐する運転員によって火災感知器による早

期の火災感知を可能とし，火災が発生した場合の運転員の

対応を社内規程に定め，運転員による速やかな消火を行う

ことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計と

する。また，中央制御室床下コンクリートピットに火災感

知器及び手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物

自動消火設備（局所）を設置することにより，火災が発生

した場合に運転員による速やかな消火を行うことで運転操

作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

  

   （内部溢水） 

    中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計とす

る。また，火災が発生したとしても，運転員が火災状況を

確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を

行うため，溢水源とならないことから，消火水による溢水

により運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計と

する。 

（外部電源喪失） 

    中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，風

（台風），竜巻，積雪，落雷，外部火災及び降下火砕物に

伴い外部電源が喪失した場合には，非常用ディーゼル発電

機が起動することにより，操作に必要な照明用電源を確保

し，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とす

る。また，直流非常灯により中央制御室における運転操作

に必要な照明を確保し，容易に操作ができる設計とする。 
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  （ばい煙等による中央制御室内雰囲気の悪化） 

    外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及

び降下火砕物による中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対

しては，手動で中央制御室換気系の給気隔離弁及び排気隔

離弁を閉止し，閉回路循環運転を行うことで外気を遮断す

ることから，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる

設計とする。 

  

   （凍結による操作環境への影響） 

    中央制御室の換気系により環境温度が維持されること

で，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とす

る。 

  

    中央制御室において発電用原子炉施設の外の状況を把握す

るための設備については，「1.1.1.4 外部からの衝撃」で選

定した発電所敷地で想定される自然現象，発電所敷地又はそ

の周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがあって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）のうち，発電用原子炉施設に影響を及ぼす

可能性がある事象や発電所構内の状況を把握できるように，

以下の設備を設置する。 

 ａ．監視カメラ 

     想定される自然現象等（地震，津波，風（台風），竜

巻，降水，積雪，落雷，火山の影響，森林火災，近隣工

場等の火災，船舶の衝突及び高潮）の影響について，昼

夜にわたり発電所構内の状況（海側，陸側）を把握する

ことができる暗視機能等を持った監視カメラを設置す

る。 

   【説明資料（2.1.1：p26 条-別添 1-17）（2.1.2：p26 条-

別添 1-20）（2.1.3：p26条-別添 1-22）】 

 ｂ．気象観測設備等の設置 

     風（台風），竜巻，凍結，降水等による発電所構内の

状況を把握するため，風向，風速，気温，降水量等を測

定する気象観測設備を設置する。また，津波及び高潮に

ついては，津波監視設備として取水ピット水位計及び潮

位計を設置する。 

   【説明資料（2.1.2：p26 条-別添 1-20）（2.1.4：p26 条-

別添 1-23）】 
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    ｃ．公的機関から気象情報を入手できる設備の設置 

     地震，津波，竜巻，落雷等の発電用原子炉施設に影響

を及ぼす可能性がある事象に関する情報を入手するた

め，中央制御室に電話，ファックス及び社内ネットワー

クに接続されたパソコン等の公的機関から気象情報を入

手できる設備を設置する。 

   【説明資料（2.1.1：p26条-別添 1-17）】 

 

  

   (1) 計測制御装置 

   中央制御室には，発電所を安全に運転するために必要とさ

れる，以下の計測制御装置が設置されている。 

   ａ．原子炉補助設備関係 

     高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除

去系，原子炉隔離時冷却系，隔離弁，再循環系，原子炉

冷却材浄化系等の計測制御装置 

   ｂ．原子炉制御関係 

     中性子計装，制御棒操作系，ほう酸水注入系等の計測

制御装置 

   ｃ．タービン補機関係 

     給水系，復水系，循環水系，補機冷却系等の計測制御

装置 

   ｄ．タービン発電機関係 

     タービン及び発電機の計測制御装置 

   ｅ．所内電気回路関係 

     所内電気回路及びディーゼル発電機の計測制御装置 

   ｆ．放射線計装関係 

     エリア及びプロセス放射線モニタ用計測制御装置 

 ｇ．中性子計装関係 

     中性子計装用増幅器，電源装置等 

   ｈ．タービン発電機の保護及び記録関係 

     タービン，発電機，所内電気回路の保護継電器，記録

計等 

   ｉ．原子炉プラントプロセス計装関係 

     再循環系，ジェット・ポンプ系，給水系等の計測制御

装置 

   ｊ．原子炉緊急停止系関係 

     原子炉緊急停止系用継電器等 

 

  

27



 
 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

    

   ｋ．制御棒操作系関係 

     制御棒操作系用継電器等 

   ｌ．格納容器内ガス濃度制御及び原子炉建屋ガス処理関係 

     格納容器内ガス濃度制御系，原子炉建屋ガス処理系の

継電器及び格納容器内水素，酸素濃度モニタ計測装置

等 

   ｍ．送電線関係 

     275KV，154KV開閉所及び送電線の計測制御装置 

   ｎ．運転監視用計算機関係 

     計算機コンソール，プリンタ等 

   ｏ．屋外監視関係 

     監視カメラ 

 

  

   (2) 中央制御室換気系 

   中央制御室の換気系統は，設計基準事故時に放射線業務従

事者等を内部被ばくから防護し必要な運転操作を継続するこ

とができるようにするため，他の換気系とは独立に外気を高

性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制

御室換気系フィルタユニットに通して取り入れるか，又は外

気との連絡口を遮断し中央制御室フィルタユニットを通して

閉回路循環できるように設計する。（「8.2 換気空調設備」

参照） 

 

  

   (3) 中央制御室遮蔽 

   中央制御室には，設計基準事故時に中央制御室内にとどま

り必要な操作及び措置を行う運転員が，過度な被ばくを受け

ないように遮蔽を設ける。（「8.3 遮蔽設備」参照） 

  

    

(4) 通信連絡設備及び照明設備 

   中央制御室には，通信連絡設備及び照明設備を設ける。通

信連絡設備は，建屋内外に指示が行えるように，送受話器，

電力保安通信用電話設備等を設ける。（「10.11 安全避難通

路等」及び「10.12 通信連絡設備」参照） 
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 6.10.1.4.2 中央制御室外原子炉停止装置 

   中央制御室外原子炉停止装置は，中央制御室から十分離れ

た場所に設置し，中央制御室で操作が困難な場合に，原子炉

をスクラム後の高温状態から低温状態に安全かつ容易に導く

ためのものである。 

   原子炉のスクラムは，中央制御室外において，原子炉緊急

停止系作動回路の電源を遮断すること等により行うことがで

きる。 

   中央制御室外原子炉停止装置は，その盤面に設ける切替ス

イッチを本装置側に切り替えることにより，中央制御室とは，

独立して使用できる。 

   中央制御室外原子炉停止装置には，逃がし安全弁，原子炉

隔離時冷却系，残留熱除去系等の計測制御装置及び建屋内の

必要箇所と連絡可能な通信設備を設ける。 

 

  

  6.10.1.5 手順等 

  (1) 手順に基づき，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により

中央制御室の居住環境確認を行う。 

  (2) 手順に基づき，監視カメラ及び気象観測設備等により発

電用原子炉施設の外の状況を把握するとともに，公的機関

から気象情報を入手できる設備により必要な情報を入手す

る。 

 

  

  6.10.1.6 試験検査 

   中央制御室及び中央制御室外原子炉停止装置室にある監視

及び制御装置は，定期的に試験又は検査を行い，その機能の

健全性を確認する。 
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 6.10.1.7 評価 

  (1) 中央制御室には原子炉施設の主要な計測及び制御装置を

設けており，集中的に監視及び制御を行うことができる。

また，制御盤は誤操作，誤判断を防止でき，かつ，操作を

容易に行えるよう人間工学的な観点からの考慮を行う設計

としている。 

  (2) 中央制御室は，想定される最も過酷な事故時においても，

運転員が中央制御室にとどまって，必要な操作，措置がと

れるような遮蔽設計及び換気設計としている。 

  (3) 中央制御室内での操作が困難な場合には，中央制御室か

ら十分離れた場所に設置した中央制御室外原子炉停止装置

から，原子炉をスクラム後の高温状態から低温状態に容易

に導くことができる。 

  (4) 計測制御装置，制御盤には実用上可能な限り，不燃性又

は難燃性の材料を用い火災に対して防護する設計としてい

る。 

  (5) 中央制御室には，所内通信設備，加入電話等を設けてお

り，原子炉施設内の必要な箇所に指示が行えるとともに発

電所外の必要箇所との通信連絡を行うことができる。 

  (6) 昼夜にわたり，発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のあると想定される自然現象等や発電所構内の状況を把握

することができる設計としている。 

  (7) 中央制御室には，室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握できるように酸素

濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管している。 

  (8) 炉心の著しい損傷が発生した場合であって，中央制御室

の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収

束に成功した事故シーケンスにおいても，運転員の実効線

量が7日間で100mSvを超えないように換気及び遮蔽を考慮

した設計としている。 

 

  

 第6.10－1表  中央制御室の主要機器仕様 

 

  (1) 中央制御室制御盤       一式 

  (2) 中央制御室外原子炉停止装置  一式 
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8. 放射線管理施設 

 8.2 換気空調設備 

 8.2.1 概  要 

   換気空調設備は，建屋内に清浄な空気を供給し建屋内の空

気を加熱あるいは冷却して温度を制御するとともに，これら

供給空気の流れを適切に保ち，建屋内の清浄区域の汚染を防

止するために設けるものである。 

   換気空調設備は，タービン建屋換気系，中央制御室換気系，

廃棄物処理棟換気系，サービス建屋換気系及び原子炉建屋換

気系等から構成し，それぞれ独立な系統とする。 

   これらの各系統には必要に応じてフィルタ，加熱コイル，

冷却コイル等を設ける。 

   中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する。 

   重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができ

るように，緊急時対策所の居住性を確保するための換気空調

設備として，緊急時対策所非常用換気設備を設置及び保管す

る。 

 

  

  8.2.4 主要設備 

  (2) 中央制御室換気系 

    中央制御室換気系の系統概要を第8.2－2 図に示す。 

    中央制御室換気系は，他の建屋の換気系とは，完全に独

立した換気系をもち，通常，一部外気を取り入れる再循環

方式によって空気調節を行う。 

また，事故時にも必要な運転操作が汚染の可能性なく継

続できるように，外気取入口を遮断して，チャコールフィ

ルタを通る閉回路循環方式としうるものである。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても，中央制御

室に運転員がとどまるために必要な換気空調設備として，

中央制御室換気系を設ける。本設備については，「6.10 制

御室」に記載する。 
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 (3) 中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

    炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動さ

せる場合に放出される放射性雲による運転員の被ばくを低

減するため，中央制御室待避室を正圧化し，放射性物質が

中央制御室待避室に流入することを一定時間完全に防ぐた

めに必要な換気空調設備として中央制御室待避室空気ボン

ベユニット（空気ボンベ）を設ける。本設備については，

「6.10 制御室」に記載する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 第8.2－1表 中央制御室換気系設備の主要機器仕様 

  (2) 中央制御室換気系 

ａ．中央制御室換気系空気調和機ファン 

台 数        1(予備 1) 

容 量        約 42,500m３／ｈ 

ｂ．中央制御室換気系フィルタ系ファン 

台 数        1(予備 1) 

容 量        約 5,100m３／ｈ 

ｃ．中央制御室換気系排気用ファン 

台 数        1 

容 量        約 3,400m３／ｈ 

ｄ．中央制御室換気系フィルタユニット 

型 式   高性能粒子フィルタ及びチャコー 

ルフィルタ内蔵型 

基 数         1（予備 1） 

粒子除去効率        99.97％以上（直径0.5μm

以上の粒子） 

よう素除去効率（総合除去効率） 97％以上 
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8.3 遮蔽設備 

8.3.4 主要設備 

8.3.4.5 中央制御室遮蔽 

 (1) 通常運転時等 

 中央制御室遮蔽は，原子炉建屋付属棟内に設置し，原子

炉冷却材喪失等の設計基準事故時に，中央制御室内にとど

まり必要な操作，措置を行う運転員が過度の被ばくを受け

ないように設置する。また，運転員の勤務形態を考慮し，

事故後 30 日間において，運転員が中央制御室に入り，と

どまっても，中央制御室遮蔽を透過する放射線による線

量，中央制御室に侵入した外気による線量及び入退域時の

線量が，中央制御室換気系等の機能とあいまって，「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則の解釈」に示される 100mSv を下回る遮蔽とする。 

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 外の状況を把握する設備 

(1) 想定される自然現象等の抽出 

原子炉施設の外の状況として，設置許可基準規則第6 条にお

いて抽出された自然現象及び外部人為事象（風（台風），竜巻，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，森林火災，飛来物（航

空機落下等），近隣工場等の火災，及び，船舶の衝突）の他に，

地震，及び，津波を想定する。 

なお，外部状況を把握する設備により把握できる自然現象等

を別添１に示す。 

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 中央制御室から外の状況を把握する設備 

 (1) 想定される自然現象等の抽出 

   原子炉施設の外の状況として，設置許可基準規則第6条にお

いて抽出された自然現象及び外部人為事象（風（台風），竜

巻，降水，積雪，落雷，火山の影響，森林火災，近隣工場等

の火災，船舶の衝突及び高潮）の他に，地震，及び，津波を

想定する。 

なお，外部状況を把握する設備により把握できる自然現象

等を別添１に示す。 

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 外の状況を把握する設備 

(1) 想定される自然現象等の抽出 

原子炉施設の外の状況として，設置許可基準規則第 6 条にお

いて抽出された自然現象及び外部人為事象（風（台風），竜巻，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，森林火災，飛来物（航

空機落下等），近隣工場等の火災，及び，船舶の衝突）の他に，

地震，及び，津波を想定する。 

なお，外部状況を把握する設備により把握できる自然現象等

を別添１に示す。 

(2) 外の状況を把握するための設備の設置 

a. 監視カメラの設置

想定される自然現象等（地震，津波，風（台風），竜巻，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，森林火災，飛来物（航

空機落下等），近隣工場等の火災，船舶の衝突）の影響につい

て，昼夜にわたり発電所構内の状況（海側，山側）を把握する

ことができる暗視機能等を持った監視カメラを設置する。 

監視カメラは，津波監視カメラ（6 号及び 7 号炉共用），及

び，構内監視カメラで構成する。 

(2) 外の状況を把握するための設備の設置 

  ａ．監視カメラの設置 

想定される自然現象等（地震，津波，風（台風），竜巻，

降水，積雪，落雷，火山の影響，森林火災，近隣工場等の

火災，船舶の衝突及び高潮）の影響について，昼夜にわた

り発電所構内の状況（海側，山側）を把握することができ

る暗視機能等を持った津波・構内監視カメラを設置する。 

(2) 外の状況を把握するための設備の設置 

a. 監視カメラの設置

想定される自然現象等（地震，津波，風（台風），竜巻，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響，森林火災，飛来物（航空機

落下等），近隣工場等の火災，船舶の衝突）の影響について，昼

夜にわたり発電所構内の状況（海側，山側）を把握することが

できる暗視機能等を持った監視カメラを設置する。 

監視カメラは，津波監視カメラ及び構内監視カメラで構成す

る。 
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津波監視カメラは，遠方からの津波の接近を適切に監視でき

る位置及び方向に設置するとともに，6 号及び 7 号炉放水口及

び取水口における津波の襲来状況を適切に監視できる位置及び

方向に設置する。 

構内監視カメラは，自然現象等の監視のため，原子炉施設周

辺の高台，及び，海側に設置し，津波監視カメラの監視可能範

囲を補足する。 

b. 気象観測設備等の設置

風（台風），竜巻，凍結，降水等による発電所構内の状況を

把握するため，風向，風速，気温，降水量等を測定する気象観

測設備を設置する。また，津波監視設備として取水槽水位計を

設置する。 

津波・構内監視カメラは，発電所構内，発電用原子炉施設への影

響の概況を適切に監視できる位置・方向で基準津波（T.P.+17.1m）

の影響を受けることがない高所（原子炉建屋屋上，防潮堤上）に

設置する。 

ｂ．気象観測設備等の設置 

風（台風），竜巻，凍結，降水等による発電所構内の状

況を把握するため，風向，風速，気温，降水量等を測定する

気象観測設備を設置する。また，津波及び高潮については，

津波監視設備として取水ピット水位計及び潮位計を設置す

る。 

津波監視カメラは，遠方からの津波の接近を適切に監視でき

る位置及び方向に設置するとともに，放水口及び取水口におけ

る津波の来襲状況を適切に監視できる位置及び方向に設置す

る。 

構内監視カメラは，自然現象等の監視のため，原子炉施設周

辺の高台及び海側に設置し，津波監視カメラの監視可能範囲を

補足する。 

b. 気象観測設備等の設置

風（台風），竜巻，凍結，降水等による発電所構内の状況を把

握するため，風向，風速，気温，降水量等を測定する気象観測

設備を設置する。また，津波監視設備として取水槽水位計を設

置する。 

(3) 公的機関から気象情報を入手できる設備の設置 

地震，津波，竜巻，落雷等の原子炉施設に影響を及ぼす可能性が

ある事象に関する情報を入手するため，中央制御室に電話，FAX 等

の公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。 

(3) 公的機関から気象情報を入手できる設備の設置 

 地震，津波，竜巻，落雷等の発電用原子炉施設に影響を

及ぼす可能性がある事象に関する情報を入手するため，中

央制御室に電話，ファックス及び社内ネットワークに接続

されたパソコン等の公的機関から気象情報を入手できる設

備を設置する。 

(3) 公的機関から気象情報を入手できる設備の設置 

地震，津波，竜巻，落雷等の原子炉施設に影響を及ぼす可能

性がある事象に関する情報を入手するため，中央制御室に電話，

FAX 及び社内ネットワークに接続されたパソコン等の公的機関

から気象情報を入手できる設備を設置する。 

2.2 酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場合に，

酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できるよう，酸素濃度・二酸化炭素濃度計を保管する。 

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

  外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場合に，

酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できるように，中央制御室に酸素濃度計及び二酸化炭

素濃度計を保管する。 

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場合に，

酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，酸素濃度

計と二酸化炭素濃度計

を個別に配備している。 
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柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

2.3 有毒ガス防護 

島根原子力発電所の固定源及び可動源から有毒ガスが発生し

た場合に，中央制御室内の運転員に対して有毒ガス防護に係る

影響評価を実施した。 

固定源に対しては漏えい時の評価を実施し，運転員の対処能

力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源は存在し

ないことを確認した。 

可動源に対しては，立会人等の確保，連絡体制の確保及び中

央制御室への全面マスクの配備・着用手順の整備による防護措

置を実施することで，中央制御室内の運転員の対処能力が著し

く損なわれないことを確認した。 

その他対応として，予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため

酸素呼吸器の配備，着用の手順及び体制を整備し，酸素呼吸器

の補給に係るバックアップ体制を整備する。また，有毒ガスの

確認時の通信連絡設備の手順についても整備する。 

有毒ガス防護に係る影響評価については，「島根原子力発電所

２号炉中央制御室，緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重

要な操作を行う地点の有毒ガス防護について」に示す。 

・追加要求事項「有毒ガ

ス」に係る記載 

3. 別添

別添 1 原子炉制御室について（被ばく評価除く） 

別添 2 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について 

別添 3 運用，手順説明資料 

3. 別添

別添 1 原子炉制御室について（被ばく評価除く）

別添 2 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について

別添 3 運用，手順説明資料 原子炉制御室等 

3. 別添

別添 1 原子炉制御室について（被ばく評価除く）

別添 2 原子炉制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく

評価について 

別添 3 運用，手順説明資料 
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まとめ資料比較表 〔第 26 条 別添１ 原子炉制御室について（被ばく評価除く）〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20 版） 東海第二発電所(2018.9.18 版) 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を個別に配備している

② 島根２号炉は常設の中央制御室換気系を用いて居住性を確保する

③ 島根２号炉は，ブローアウトパネル部を閉止する必要がある場合にはブローアウトパネル閉止装置を閉止する

④ 島根２号炉の対応要員数は「3.6　中央制御室待避室の収容性」に示す５名とする

⑤ 島根２号炉は鉛等により十分な遮蔽を確保する

⑥ 島根２号炉はＳＡ設備である中央制御室待避室空気ボンベで十分なボンベ容量を確保

⑦
待避室は密閉された限られた環境であることから同様に限られた環境下における労働環境を規定している「鉱山保安法施行規則」に定める酸素濃度19%以
上及び二酸化炭素濃度1%以下を適用
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別添１ 

原子炉制御室について 

（被ばく評価除く） 

別添１ 

原子炉制御室について 

（被ばく評価除く） 

別添１ 

原子炉制御室について 

（被ばく評価除く） 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度

計を個別に配備してい

る（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載内容の相違 

【東海第二】 

運転終了の島根１号炉

は居住性評価対象外と

している 
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1. 概要 

 1.1 新規制基準への適合方針 

  (1) 設計基準事象への対処 

    原子炉制御室に関する設計基準事象への対処のための追

加要求事項と，その適合方針は以下，表1.1-1, 表1.1-2 のとおり

である。 

 

 

 

 

 

表1.1-1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則」 第二十六条（原子炉制御室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

（原子炉制御室等） 

第二十六条 発電用原

子炉施設には、次に掲

げるところにより、原

子炉制御室（安全施設

に属するものに限る。

以下この条において同

じ。）を設けなければ

ならない。 

一 設計基準対象施設

の健全性を確保するた

めに必要なパラメータ

を監視できるものとす

ること。 

 

 

第２６条（原子炉制御

室等） 

１ 第１項第１号に規

定する「必要なパラメ

ータを監視できる」と

は、発電用原子炉及び

主要な関連施設の運転

状況並びに主要パラメ

ータについて、計測制

御系統施設で監視が要

求されるパラメータの

うち、連続的に監視す

る必要のあるものを原

子炉制御室において監

視できることをいう。 

 

（追加要求事項への適

合方針は以下の通り） 

 

1. 概 要 

1.1 新規制基準への適合方針 

(1) 設計基準事象への対処 

原子炉制御室について，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第 26条及び

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」第 38条における追加要求事項を明確化する。原子炉制御

室に関する設計基準事象への対処のための追加要求事項及び

その適合方針は，以下の第 1.1－1 表及び第 1.1－2 表のとお

りである。 

 

第 1.1－1表 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造

及び設備の基準に関する規則」第 26条（原子炉制

御室等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置，

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置，

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

（原子炉制御室等） 

第二十六条 発電用原

子炉施設には，次に掲

げるところにより，原

子炉制御室（安全施設

に属するものに限る。

以下この条において同

じ。）を設けなければ

ならない。 

 一 設計基準対象施

設の健全性を確保する

ために必要なパラメー

タを監視できるものと

すること。 

 

 

第 26条（原子炉制御室

等） 

１ 第１項第１号に規
定する「必要なパラメ
ータを監視できる」と
は，発電用原子炉及び
主要な関連施設の運転
状況並びに主要パラメ
ータについて，計測制
御系統施設で監視が要
求されるパラメータの
うち，連続的に監視す
る必要のあるものを原
子炉制御室において監
視できることをいう。 
 

（追加要求事項への適

合方針は以下のとお

り） 

 

1. 概要 

1.1 新規制基準への適合方針 

 (1) 設計基準事象への対処 

   原子炉制御室に関する設計基準事象への対処のための追加

要求事項と，その適合方針は以下，表1.1－1, 表1.1－2 のと

おりである。 

 

 

 

 

 

表 1.1－1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準に関する規則」第二十六条（原子炉制御

室等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

（原子炉制御室等） 

第二十六条 発電用原

子炉施設には、次に掲

げるところにより、原

子炉制御室（安全施設

に属するものに限る。

以下この条において同

じ。）を設けなければ

ならない。 

一 設計基準対象施設

の健全性を確保するた

めに必要なパラメータ

を監視できるものとす

ること。 

 

 

第２６条（原子炉制御

室等） 

１ 第１項第１号に規

定する「必要なパラメ

ータを監視できる」と

は、発電用原子炉及び

主要な関連施設の運転

状況並びに主要パラメ

ータについて、計測制

御系統施設で監視が要

求されるパラメータの

うち、連続的に監視す

る必要のあるものを原

子炉制御室において監

視できることをいう。 

 

（追加要求事項への適

合方針は以下のとお

り） 
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実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

二 発電用原子炉施設

の外の状況を把握する

設備を有するものとす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 発電用原子炉施設

の安全性を確保するた

めに必要な操作を手動

により行うことができ

るものとすること。 

 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設

には、火災その他の異

常な事態により原子炉

制御室が使用できない

場合において、原子炉

制御室以外の場所から

発電用原子炉を高温停

止の状態に直ちに移行

させ、及び必要なパラ

メータを想定される範

囲内に制御し、その後、

発電用原子炉を安全な

低温停止の状態に移行

させ、及び低温停止の

状態を維持させるため

に必要な機能を有する

装置を設けなければな

らない。 

２ 第１項第２号に規

定する「発電用原子炉

施設の外の状況を把握

する」とは、原子炉制

御室から、発電用原子

炉施設に影響を及ぼす

可能性のある自然現象

等を把握できることを

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項第３号にお

いて「必要な操作を手

動により行う」とは、

急速な手動による発電 

用原子炉の停止及び停

止後の発電用原子炉の

冷却の確保のための操

作をいう。 

 

４ 第２項に規定する

「発電用原子炉を高温

停止の状態に直ちに移

行」とは、直ちに発電

用原子炉を停止し、残

留熱を除去し及び高温

停止状態を安全に維持

することをいう。 

 

・中央制御室には，発

電用原子炉施設の外の

状況を把握するため

に，7 号炉原子炉建屋

屋上他に設置した監視

カメラの映像により，

津波等の外部状況を昼

夜にわたり監視できる

設計とする。また，気

象観測設備等の情報を

中央制御室で把握可能

な設計とする。そのほ

かにも， 気象庁の警報

情報（ 地震情報， 大

津波警報等）を中央制

御室内のテレビ等にて

受信可能な設計とす

る。 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置，

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置，

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

二 発電用原子炉施設

の外の状況を把握する

設備を有するものとす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 発電用原子炉施設

の安全性を確保するた

めに必要な操作を手動

により行うことができ

るものとすること。 

 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設

には，火災その他の異

常な事態により原子炉

制御室が使用できない

場合において，原子炉

制御室以外の場所から

発電用原子炉を高温停

止の状態に直ちに移行

させ，及び必要なパラ

メータを想定される範

囲内に制御し，その後，

発電用原子炉を安全な

低温停止の状態に移行

させ，及び低温停止の

状態を維持させるため

に必要な機能を有する

装置を設けなければな

らない。 

２ 第１項第２号に規

定する「発電用原子炉

施設の外の状況を把握

する」とは，原子炉制

御室から，発電用原子

炉施設に影響を及ぼす

可能性のある自然現象

等を把握できることを

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項第３号にお

いて「必要な操作を手

動により行う」とは，

急速な手動による発電

用原子炉の停止及び停

止後の発電用原子炉の

冷却の確保のための操

作をいう。 

 

４ 第２項に規定する

「発電用原子炉を高温

停止の状態に直ちに移

行」とは，直ちに発電

用原子炉を停止し，残

留熱を除去し及び高温

停止状態を安全に維持

することをいう。 

 

・中央制御室は，発電

用原子炉施設の外の状

況を把握するために，

原子炉建屋屋上及び防

潮堤上部に設置する津

波・構内監視カメラの

映像により，自然現象

等の外部事象を昼夜に

わたり監視できる設計

とする。 

・気象観測設備等の情

報を中央制御室で把

握可能とする。 

・公的機関の警報（地
震情報，大津波警報
等）を中央制御室内の
FAX 等にて受信可能と
する。 

 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

二 発電用原子炉施設

の外の状況を把握する

設備を有するものとす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 発電用原子炉施設

の安全性を確保するた

めに必要な操作を手動

により行うことができ

るものとすること。 

 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設

には、火災その他の異

常な事態により原子炉

制御室が使用できない

場合において、原子炉

制御室以外の場所から

発電用原子炉を高温停

止の状態に直ちに移行

させ、及び必要なパラ

メータを想定される範

囲内に制御し、その後、

発電用原子炉を安全な

低温停止の状態に移行

させ、及び低温停止の

状態を維持させるため

に必要な機能を有する

装置を設けなければな

らない。 

２ 第１項第２号に規

定する「発電用原子炉

施設の外の状況を把握

する」とは、原子炉制

御室から、発電用原子

炉施設に影響を及ぼす

可能性のある自然現象

等を把握できることを

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項第３号にお

いて「必要な操作を手

動により行う」とは、

急速な手動による発電

用原子炉の停止及び停

止後の発電用原子炉の

冷却の確保のための操

作をいう。 

 

４ 第２項に規定する

「発電用原子炉を高温

停止の状態に直ちに移

行」とは、直ちに発電

用原子炉を停止し、残

留熱を除去し及び高温

停止状態を安全に維持

することをいう。 

 

・中央制御室は，発電

用原子炉施設の外の状

況を把握するために，

２号炉排気筒他に設置

した監視カメラの映像

により，津波等の外部

状況を昼夜にわたり監

視できる設計とする。

また，気象観測設備等

の情報を中央制御室で

把握可能な設計とす

る。そのほか，公的機

関の警報情報（地震情

報，大津波警報等）を

中央制御室内のテレビ

等にて受信可能な設計

とする。 
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実用発電用原子炉及び
その附属施設の位置、
構造及び設備の基準に
関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

３ 原子炉制御室及び

これに連絡する通路並

びに運転員その他の従

事者が原子炉制御室に

出入りするための区域

は、一次冷却系統に係

る発電用原子炉施設の

損壊又は故障その他の

異常が発生した場合に

発電用原子炉の運転の

停止その他の発電用原

子炉施設の安全性を確

保するための措置をと

るため、従事者が支障

なく原子炉制御室に入

り、又は一定期間とど

まり、かつ、当該措置

をとるための操作を行

うことができるよう、

遮蔽その他の適切な放

射線防護措置、気体状

の放射性物質及び原子

炉制御室外の火災によ

り発生する燃焼ガスに

対する換気設備の隔離

その他の適切に防護す

るための設備を設けな

ければならない。 

５ 第３項に規定する

「従事者が支障なく原

子炉制御室に入り、又

は一定期間とどまり」

とは、事故発生後、事

故対策操作をすべき従

事者が原子炉制御室に

接近できるよう通路が

確保されていること、

及び従事者が原子炉制

御室に適切な期間滞在

できること、並びに従

事者の交替等のため接

近する場合において

は、放射線レベルの減

衰及び時間経過ととも

に可能となる被ばく防

護策が採り得ることを

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の位置、
構造及び設備の基準に
関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

３ 一次冷却系統に係

る発電用原子炉施設の

損壊又は故障その他の

異常が発生した場合に

発電用原子炉の運転の

停止その他の発電用原

子炉施設の安全性を確

保するための措置をと

るため，従事者が支障

なく原子炉制御室に入

り，又は一定期間とど

まり，かつ，当該措置

をとるための操作を行

うことができるよう，

次の各号に掲げる場所

の区分に応じ，当該各

号に定める設備を設け

なければならない。 
 
 

５ 第３項に規定する

「従事者が支障なく原

子炉制御室に入り，又

は一定期間とどまり」

とは，事故発生後，事

故対策操作をすべき従

事者が原子炉制御室に

接近できるよう通路が

確保されていること，

及び従事者が原子炉制

御室に適切な期間滞在

できること，並びに従

事者の交替等のため接

近する場合において

は，放射線レベルの減

衰及び時間経過ととも

に可能となる被ばく防

護策が採り得ることを

いう。「当該措置をと

るための操作を行うこ

とができる」には，有

毒ガスの発生に関し

て，有毒ガスが原子炉

制御室の運転員に及ぼ

す影響により，運転員

の対処能力が著しく低

下し，安全施設の安全

機能が損なわれること

がないことを含む。 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の位置、
構造及び設備の基準に
関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

３ 一次冷却系統に係

る発電用原子炉施設の

損壊又は故障その他の

異常が発生した場合に

発電用原子炉の運転の

停止その他の発電用原

子炉施設の安全性を確

保するための措置をと

るため、従事者が支障

なく原子炉制御室に入

り、又は一定期間とど

まり、かつ、当該措置

をとるための操作を行

うことができるよう、

次の各号に掲げる場所

の区分に応じ、当該各

号に定める設備を設け

なければならない。 

 

 

５ 第３項に規定する

「従事者が支障なく原

子炉制御室に入り、又

は一定期間とどまり」

とは、事故発生後、事

故対策操作をすべき従

事者が原子炉制御室に

接近できるよう通路が

確保されていること、

及び従事者が原子炉制

御室に適切な期間滞在

できること、並びに従

事者の交替等のため接

近する場合において

は、放射線レベルの減

衰及び時間経過ととも

に可能となる被ばく防

護策が採り得ることを

いう。「当該措置をと

るための操作を行うこ

とができる」には、有

毒ガスの発生に関し

て、有毒ガスが原子炉

制御室の運転員に及ぼ

す影響により、運転員

の対処能力が著しく低

下し、安全施設の安全

機能が損なわれること

がないことを含む。 
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実用発電用原子炉及び
その附属施設の位置、
構造及び設備の基準に
関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

一 原子炉制御室及び

その近傍並びに有毒ガ

スの発生源の近傍工場

等内における有毒ガス

の発生を検出するため

の装置及び当該装置が

有毒ガスの発生を検出

した場合に原子炉制御

室において自動的に警

報するための装置 

 

 

二 原子炉制御室及び

これに連絡する通路並

びに運転員その他の従

事者が原子炉制御室に

出入りするための区域

遮蔽壁その他の適切に

放射線から防護するた

めの設備，気体状の放

射性物質及び原子炉制

御室外の火災により発

生する燃焼ガスに対し

換気設備を隔離するた

めの設備その他の適切

に防護するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 第３項第１号に規

定する「有毒ガスの発

生源」とは，有毒ガス

の発生時において，運

転員の対処能力が損な

われるおそれがあるも

のをいう。「工場等内

における有毒ガスの発

生」とは，有毒ガスの

発生源から有毒ガスが

発生することをいう。 

・「有毒ガス防護に係

る影響評価ガイド」に

基づく対応を経過措置

期間※内に実施するこ

ととし，今回申請とは

別に必要な許認可手続

き（設置変更許可申請）

を行う。 

※ 経過措置：平成 32

年 5 月 1 日以後の最初

の施設定期検査終了の

日まで 

 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の位置、
構造及び設備の基準に
関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

一 原子炉制御室及び

その近傍並びに有毒ガ

スの発生源の近傍工場

等内における有毒ガス

の発生を検出するため

の装置及び当該装置が

有毒ガスの発生を検出

した場合に原子炉制御

室において自動的に警

報するための装置 

 

 

二 原子炉制御室及び

これに連絡する通路並

びに運転員その他の従

事者が原子炉制御室に

出入りするための区域 

遮蔽壁その他の適切に

放射線から防護するた

めの設備、気体状の放

射性物質及び原子炉制

御室外の火災により発

生する燃焼ガスに対し

換気設備を隔離するた

めの設備その他の適切

に防護するための設備 

 

６ 第３項第１号に規

定する「有毒ガスの発

生源」とは、有毒ガス

の発生時において、運

転員の対処能力が損な

われるおそれがあるも

のをいう。「工場等内

における有毒ガスの発

生」とは、有毒ガスの

発生源から有毒ガスが

発生することをいう。 

・万一事故が発生した

際には，中央制御室内

の運転員に対し，有毒

ガスによる影響により

対処能力が著しく低下

しないよう，運転員が

中央制御室内にとどま

り，事故対策に必要な

各種の操作を行うこと

ができる設計とする。 

 

 

・想定される有毒ガス

の発生において，有毒

ガスが運転員に及ぼす

影響により，運転員の

対処能力が著しく低下

し，安全施設の安全機

能が損なわれることが

ない設計とする。その

ために，固定源及び可

動源それぞれに対して

有毒ガス防護に係る影

響評価を実施する。固

定源に対しては，運転

員の吸気中の有毒ガス

濃度の評価結果が有毒

ガス防護のための判断

基準値を下回ることに

より，運転員を防護で

きる設計とする。可動

源に対しては，中央制

御室換気空調設備の隔

離等の対策により，運

転員を防護できる設計

とする。 
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表1.1-2 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」第三十八条（原子炉制御室） 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の技術基
準に関する規則 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の技術基
準に関する規則の解釈 

適合方針 

（原子炉制御室等） 

第三十八条 発電用原

子炉施設には、原子炉

制御室を施設しなけれ

ばならない。 

 

２ 原子炉制御室に

は、反応度制御系統及

び原子炉停止系統に係

る設備を操作する装

置、非常用炉心冷却設

備その他の非常時に発

電用原子炉の安全を確

保するための設備を操

作する装置、発電用原

子炉及び一次冷却系統

に係る主要な機械又は

器具の動作状態を表示

する装置、主要計測装

置の計測結果を表示す

る装置その他の発電用

原子炉を安全に運転す

るための主要な装置

（ 第四十七条第一項

に規定する装置を含

む。）を集中し、かつ、

誤操作することなく適

切に運転操作すること

ができるよう施設しな

ければならない。 

 

３ 原子炉制御室に

は、発電用原子炉施設

の外部の状況を把握す

るための装置を施設し

なければならない。 

 

 

 

第３８条（原子炉制御

室等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 第３項に規定する

「発電用原子炉施設の

外部の状況を把握する

ための装置」とは、発

電用原子炉施設に迫る

津波等の自然現象をカ

メラの映像等により昼

夜にわたり監視できる

装置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置許可基準規則第

二十六条第 1 項第 2 号

に同じ。 

 

 

第 1.1－2表 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」第 38条（原子炉制御室等） 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の技術基
準に関する規則 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の技術基
準に関する規則の解釈 

適合方針 

（原子炉制御室等） 

第三十八条 発電用原

子炉施設には，原子炉

制御室を施設しなけれ

ばならない。 

 

２ 原子炉制御室に

は，反応度制御系統及

び原子炉停止系統に係

る設備を操作する装

置，非常用炉心冷却設

備その他の非常時に発

電用原子炉の安全を確

保するための設備を操

作する装置，発電用原

子炉及び一次冷却系統

に係る主要な機械又は

器具の動作状態を表示

する装置，主要計測装

置の計測結果を表示す

る装置その他の発電用

原子炉を安全に運転す

るための主要な装置

（第四十七条第一項に

規定する装置を含む。）

を集中し，かつ，誤操

作することなく適切に

運転操作することがで

きるよう施設しなけれ

ばならない。 

 

３ 原子炉制御室に

は，発電用原子炉施設

の外部の状況を把握す

るための装置を施設し

なければならない。 

 

 

 

 

第 38条（原子炉制御室

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 第３項に規定する

「発電用原子炉施設の

外部の状況を把握する

ための装置」とは，発

電用原子炉施設に迫る

津波等の自然現象をカ

メラの映像等により昼

夜にわたり監視できる

装置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「実用発電用原子炉

及びその附属施設の位

置，構造及び設備の基

準に関する規則」第 26

条第１項第２号に同

じ。 

 

 

表 1.1－2 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則」第三十八条（原子炉制御室等） 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の技術基
準に関する規則 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の技術基
準に関する規則の解釈 

適合方針 

（原子炉制御室等） 

第三十八条 発電用原

子炉施設には、原子炉

制御室を施設しなけれ

ばならない。 

 

２ 原子炉制御室に

は、反応度制御系統及

び原子炉停止系統に係

る設備を操作する装

置、非常用炉心冷却設

備その他の非常時に発

電用原子炉の安全を確

保するための設備を操

作する装置、発電用原

子炉及び一次冷却系統

に係る主要な機械又は

器具の動作状態を表示

する装置、主要計測装

置の計測結果を表示す

る装置その他の発電用

原子炉を安全に運転す

るための主要な装置

（第四十七条第一項に

規定する装置を含む。）

を集中し、かつ、誤操

作することなく適切に

運転操作することがで

きるよう施設しなけれ

ばならない。 

 

３ 原子炉制御室に

は、発電用原子炉施設

の外部の状況を把握す

るための装置を施設し

なければならない。 

 

 

 

第３８条（原子炉制御

室等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 第３項に規定する

「発電用原子炉施設の

外部の状況を把握する

ための装置」とは、発

電用原子炉施設に迫る

津波等の自然現象をカ

メラの映像等により昼

夜にわたり監視できる

装置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置許可基準規則第

二十六条第１項第２号

に同じ。 
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実用発電用原子炉及
びその附属施設の技
術基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

４ 発電用原子炉施

設には、火災その他の

異常な事態により原

子炉制御室が使用で

きない場合に、原子炉

制御室以外の場所か

ら発電用原子炉の運

転を停止し、かつ、安

全な状態に維持する

ことができる装置を

施設しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

５ 原子炉制御室及

びこれに連絡する通

路並びに運転員その

他の従事者が原子炉

制御室に出入りする

ための区域には、一次

冷却系統に係る発電

用原子炉施設の損壊

又は故障その他の異

常が発生した場合に

発電用原子炉の運転

の停止その他の発電

用原子炉施設の安全

性を確保するための

措置をとるため、従事

者が支障なく原子炉

制御室に入り、又は一

定期間とどまり、か

つ、当該措置をとるた

めの操作を行うこと

ができるよう、遮蔽そ

の他の適切な放射線

防護措置、気体状の放

射性物質及び原子炉

制御室外の火災によ

り発生する燃焼ガス

に対する換気設備の

隔離その他の適切な

防護措置を講じなけ

ればならない。 

９ 第４項に規定する

「原子炉制御室以外の場

所」とは、原子炉制御室

を構成する区画壁の外で

あって、原子炉制御室退

避の原因となった居住性

の悪化の影響が及ぶおそ

れがない程度に隔離され

た場所をいい、「安全な

状態に維持することがで

きる装置」とは、原子炉

制御室以外の場所から発

電用原子炉を高温停止で

き、引き続き低温停止で

きる機能を有した装置で

あること。 

 

１０ 第５項に規定する

｢これに連絡する通路並

びに運転員その他の従事

者が原子炉制御室に出入

りするための区域｣とは、

一次冷却系統に係る施設

の故障、損壊等が生じた

場合に原子炉制御室に直

交替等のため入退域する

通路及び区域をいう。 

 

１１ 第５項において

は、原子炉制御室等には

事故・異常時においても

従事者が原子炉制御室に

立ち入り、一定期間滞在

できるように放射線に係

る遮蔽壁、放射線量率の

計測装置の設置等の「適

切な放射線防護措置」が

施されていること。この

「放射線防護措置」とし

ては必ずしも設備面の対

策のみではなく防護具の

配備、着用等運用面の対

策も含まれる。「一定期

間」とは、運転員が必要

な交替も含め、一次冷却

材喪失等の設計基準事故

時に過度の被ばくなしに

とどまり、必要な操作を

行う期間をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の技術基
準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

４ 発電用原子炉施設

には，火災その他の異

常な事態により原子炉

制御室が使用できない

場合に，原子炉制御室

以外の場所から発電用

原子炉の運転を停止

し，かつ，安全な状態

に維持することができ

る装置を施設しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

５ 一次冷却系統に係

る発電用原子炉施設の

損壊又は故障その他の

異常が発生した場合に

発電用原子炉の運転の

停止その他の発電用原

子炉施設の安全性を確

保するための措置をと

るため，従事者が支障

なく原子炉制御室に入

り，又は一定期間とど

まり，かつ，当該措置

をとるための操作を行

うことができるよう，

次の各号に掲げる場所

の区分に応じ，当該各

号に定める防護措置を

講じなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

９ 第４項に規定する

「原子炉制御室以外の場

所」とは，原子炉制御室

を構成する区画壁の外で

あって，原子炉制御室退

避の原因となった居住性

の悪化の影響が及ぶおそ

れがない程度に隔離され

た場所をいい，「安全な

状態に維持することがで

きる装置」とは，原子炉

制御室以外の場所から発

電用原子炉を高温停止で

き，引き続き低温停止で

きる機能を有した装置で

あること。 

 

１０ 第５項に規定する

｢これに連絡する通路並

びに運転員その他の従事

者が原子炉制御室に出入

りするための区域｣とは，

一次冷却系統に係る施設

の故障，損壊等が生じた

場合に原子炉制御室に直

交替等のため入退域する

通路及び区域をいう。 

１１ 第５項において

は，原子炉制御室等には

事故・異常時においても

従事者が原子炉制御室に

立ち入り，一定期間滞在

できるように放射線に係

る遮蔽壁，放射線量率の

計測装置の設置等の「適

切な放射線防護措置」が

施されていること。この

「放射線防護措置」とし

ては必ずしも設備面の対

策のみではなく防護具の

配備，着用等運用面の対

策も含まれる。「一定期

間」とは，運転員が必要

な交替も含め，一次冷却

材喪失等の設計基準事故

時に過度の被ばくなしに

とどまり，必要な操作を

行う期間をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及

びその附属施設の技

術基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

４ 発電用原子炉施

設には、火災その他

の異常な事態により

原子炉制御室が使用

できない場合に、原

子炉制御室以外の場

所から発電用原子炉

の運転を停止し、か

つ、安全な状態に維

持することができる

装置を施設しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

５ 一次冷却系統に

係る発電用原子炉施

設の損壊又は故障そ

の他の異常が発生し

た場合に発電用原子

炉の運転の停止その

他の発電用原子炉施

設の安全性を確保す

るための措置をとる

ため、従事者が支障

なく原子炉制御室に

入り、又は一定期間

とどまり、かつ、当

該措置をとるための

操作を行うことがで

きるよう、次の各号

に掲げる場所の区分

に応じ、当該各号に

定める防護措置を講

じなければならな

い。 

 

９ 第４項に規定する

「原子炉制御室以外の場

所」とは、原子炉制御室

を構成する区画壁の外で

あって、原子炉制御室退

避の原因となった居住性

の悪化の影響が及ぶおそ

れがない程度に隔離され

た場所をいい、「安全な

状態に維持することがで

きる装置」とは、原子炉

制御室以外の場所から発

電用原子炉を高温停止で

き、引き続き低温停止で

きる機能を有した装置で

あること。 

 

１０ 第５項に規定する

「これに連絡する通路並

びに運転員その他の従事

者が原子炉制御室に出入

りするための区域」とは、

一次冷却系統に係る施設

の故障、損壊等が生じた

場合に原子炉制御室に直

交替等のため入退域する

通路及び区域をいう。 

 

１１ 第５項において

は、原子炉制御室等には

事故・異常時においても

従事者が原子炉制御室に

立ち入り、一定期間滞在

できるように放射線に係

る遮蔽壁、放射線量率の

計測装置の設置等の「適

切な放射線防護措置」が

施されていること。この

「放射線防護措置」とし

ては必ずしも設備面の対

策のみではなく防護具の

配備、着用等運用面の対

策も含まれる。「一定期

間」とは、運転員が必要

な交替も含め、一次冷却

材喪失等の設計基準事故

時に過度の被ばくなしに

とどまり、必要な操作を

行う期間をいう。 
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実用発電用原子炉及
びその附属施設の技
術基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 １２ 第５項に規定する

「遮蔽その他の適切な放

射線防護措置」とは、一

次冷却材喪失等の設計基

準事故時に，原子炉制御

室内にとどまり必要な操

作、措置を行う運転員が

過度の被ばくを受けない

よう施設し、運転員が原

子炉制御室に入り、とど

まる間の被ばくを「実用

発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則の規定

に基づく線量限度等を定

める告示」の第８条にお

ける緊急時作業に係る線

量限度１００ｍＳｖ以下

にできるものであること

をいう。 

この場合における運転員

の被ばく評価は、判断基

準の線量限度内であるこ

とを確認すること。被ば

く評価手法は、「原子力

発電所中央制御室の居住

性に係る被ばく評価手法

について（内規）」（平

成２１・０７・２７原院

第１号（平成２１年８月

１２日原子力安全・保安

院制定））（以下「被ば

く評価手法（内規）」と

いう。）に基づくこと。 

チャコールフィルターを

通らない空気の原子炉制

御室への流入量について

は、被ばく評価手法（内

規）に基づき、原子炉制

御室換気設備の新設の

際、原子炉制御室換気設

備再循環モード時におけ

る再循環対象範囲境界部

での空気の流入に影響を

与える改造の際、及び、

定期的に測定を行い、運

転員の被ばく評価に用い

ている想定した空気量を

下回っていることを確認

すること。 

 

・遮蔽その他の適切な

放射線防護措置は，運

転員の被ばく評価を

「原子力発電所中央

制御室の居住性に係

る被ばく評価手法に

ついて(内規)」に基づ

き実施し，実効線量が

100mSv 以下となる設

計とする。 

また，チャコールフィ

ルターを通らない空

気の原子炉制御室へ

の流入量については，

被ばく評価により想

定した空気量を下回

る設計とする。 

 

実用発電用原子炉及び
その附属施設の技術基
準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 １２ 第５項に規定する

「遮蔽その他の適切な放

射線防護措置」とは，一

次冷却材喪失等の設計基

準事故時に，原子炉制御

室内にとどまり必要な操

作，措置を行う運転員が

過度の被ばくを受けない

よう施設し，運転員が原

子炉制御室に入り，とど

まる間の被ばくを「実用

発電用原子炉の設置，運

転等に関する規則の規定

に基づく線量限度等を定

める告示」の第 8 条にお

ける緊急時作業に係る線

量限度 100mSv 以下にで

きるものであることをい

う。   

この場合における運転員

の被ばく評価は，判断基

準の線量限度内であるこ

とを確認すること。被ば

く評価手法は，「原子力

発電所中央制御室の居住

性に係る被ばく評価手法

について（内規）」（平

成 21・07・27原院第１号

（平成 21 年 8 月 12日原

子力安全・保安院制定））

（以下「被ばく評価手法

（内規）」という。）に

基づくこと。 

 チャコールフィルター

を通らない空気の原子炉

制御室への流入量につい

ては，被ばく評価手法（内

規）に基づき，原子炉制

御室換気設備の新設の

際，原子炉制御室換気設

備再循環モード時におけ

る再循環対象範囲境界部

での空気の流入に影響を

与える改造の際，及び，

定期的に測定を行い，運

転員の被ばく評価に用い

ている想定した空気量を

下回っていることを確認

すること。 

 

・遮蔽その他の適切

な放射線防護措置に

関し，運転員の被ば

く評価を「原子力発

電所中央制御室の居

住性に係る被ばく評

価手法について（内

規）」に基づき実施

し ， 実 効 線 量 が

100mSv以下であるこ

とを確認している。 

・フィルタを通らな

い空気の原子炉制御

室への流入量につい

ては，被ばく評価に

より想定した空気量

を下回っていること

を確認している。 

 

 

実用発電用原子炉及

びその附属施設の技

術基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 １２ 第５項に規定する

「遮蔽その他の適切な放

射線防護措置」とは、一

次冷却材喪失等の設計基

準事故時に、原子炉制御

室内にとどまり必要な操

作、措置を行う運転員が

過度の被ばくを受けない

よう施設し、運転員が原

子炉制御室に入り、とど

まる間の被ばくを「実用

発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則の規定

に基づく線量限度等を定

める告示」の第８条にお

ける緊急時作業に係る線

量限度 100mSv 以下にで

きるものであることをい

う。 

この場合における運転員

の被ばく評価は、判断基

準の線量限度内であるこ

とを確認すること。被ば

く評価手法は、「原子力

発電所中央制御室の居住

性に係る被ばく評価手法

について（内規）」（平

成 21・07・27原院第１号

（平成 21年８月 12日原

子力安全・保安院制定））

（以下「被ばく評価手法

（内規）」という。）に

基づくこと。 

チャコールフィルターを

通らない空気の原子炉制

御室への流入量について

は、被ばく評価手法（内

規）に基づき、原子炉制

御室換気設備の新設の

際、原子炉制御室換気設

備再循環モード時におけ

る再循環対象範囲境界部

での空気の流入に影響を

与える改造の際、及び、

定期的に測定を行い、運

転員の被ばく評価に用い

ている想定した空気量を

下回っていることを確認

すること。 

 

・遮蔽その他の適切な

放射線防護措置に関

し，運転員の被ばく評

価を「原子力発電所中

央制御室の居住性に

係る被ばく評価手法

について（内規）」に

基づき実施し，実効線

量が 100mSv 以下であ

ることを確認してい

る。 

また，チャコール・フ

ィルタを通らない空

気の中央制御室への

流入量については，被

ばく評価により想定

した空気量を下回る

設計とする。 
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実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基

準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 第５項に規定する

「換気設備の隔離その他

の適切な防護措置」とは、

原子炉制御室外の火災等

により発生した有毒ガス

を原子炉制御室換気設備

によって取り入れないよ

うに外気との連絡口は遮

断可能であること、また、

隔離時の酸欠防止を考慮

して外気取入れ等の再開

が可能であること。その

他適切な防護措置とは、

必ずしも設備面の対策の

みではなく防護具の配

備、着用等運用面の対策

も含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基

準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 原子炉制御室及び

その近傍並びに有毒ガ

スの発生源の近傍工場

等内における有毒ガス

の発生を検出するため

の装置及び当該装置が

有毒ガスの発生を検出

した場合に原子炉制御

室において自動的に警

報するための装置の設

置 

 

 

 

二 原子炉制御室及び

これに連絡する通路並

びに運転員その他の従

事者が原子炉制御室に

出入りするための区域 

遮蔽その他の適切な放

射線防護措置，気体状

の放射性物質及び原子

炉制御室外の火災によ

り発生する燃焼ガスに

対する換気設備の隔離

その他の適切な防護措

置 

 

 

１３ 第５項に規定する

「当該措置をとるための

操作を行うことができ

る」には，有毒ガスの発

生時において，原子炉制

御室の運転員の吸気中の

有毒ガス濃度を有毒ガス

防護のための判断基準値

以下とすることを含む。

「防護措置」には，必ず

しも設備面の対策のみで

はなく防護具の配備，着

用等運用面の対策を含

む。 

 

 

 

 

１４ 第５項第１号に規

定する「工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出

するための装置及び当該

装置が有毒ガスの発生を

検出した場合に原子炉制

御室において自動的に警

報するための装置の設

置」については「有毒ガ

スの発生を検出し警報す

るための装置に関する要

求事項（別記－９）」に

よること。 

 

１５ 第５項第２号に規

定する「換気設備の隔離」

とは，原子炉制御室外の

火災により発生した燃焼

ガスを原子炉制御室換気

設備によって取り入れな

いように外気との連絡口

を遮断することをいい，

「換気設備」とは，隔離

時の酸欠防止を考慮して

外気取入れ等の再開が可

能であるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「実用発電用原子

炉及びその附属施設

の位置，構造及び設

備の基準に関する規

則」第 26条第３項第

１号に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及

びその附属施設の技

術基準に関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基

準に関する規則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 原子炉制御室及

びその近傍並びに有

毒ガスの発生源の近

傍工場等内における

有毒ガスの発生を検

出するための装置及

び当該装置が有毒ガ

スの発生を検出した

場合に原子炉制御室

において自動的に警

報するための装置の

設置 

 

 

二 原子炉制御室及

びこれに連絡する通

路並びに運転員その

他の従事者が原子炉

制御室に出入りする

ための区域 遮蔽そ

の他の適切な放射線

防護措置、気体状の

放射性物質及び原子

炉制御室外の火災に

より発生する燃焼ガ

スに対する換気設備

の隔離その他の適切

な防護措置 

 

13 第５項に規定する

「当該措置をとるため

の操作を行うことがで

きる」には、有毒ガスの

発生時において、原子炉

制御室の運転員の吸気

中の有毒ガス濃度を有

毒ガス防護のための判

断基準値以下とするこ

とを含む。「防護措置」

には、必ずしも設備面の

対策のみではなく防護

具の配備、着用等運用面

の対策を含む。 

 

 

 

 

14 第５項第１号に規

定する「工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検

出するための装置及び

当該装置が有毒ガスの

発生を検出した場合に

原子炉制御室において

自動的に警報するため

の装置の設置」について

は「有毒ガスの発生を検

出し警報するための装

置に関する要求事項（別

記－９）」によること。 

 

15 第５項第２号に規

定する「換気設備の隔

離」とは、原子炉制御室

外の火災により発生し

た燃焼ガスを原子炉制

御室換気設備によって

取り入れないように外

気との連絡口を遮断す

ることをいい、「換気設

備」とは、隔離時の酸欠

防止を考慮して外気取

入れ等の再開が可能で

あるものをいう。 
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実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基

準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

６ 原子炉制御室に

は、酸素濃度計を施設

しなければならない。 

１６ 第６項に規定する

「酸素濃度計」は、設計

基準事故時において、外

気から原子炉制御室への

空気の取り込みを、一時

的に停止した場合に、事

故対策のための活動に支

障のない酸素濃度の範囲

にあることが正確に把握

できるものであること。

また、所定の精度を保証

するものであれば、常設

設備、可搬型を問わない。 

・中央制御室には，

酸素濃度・二酸化炭

素濃度計を配備する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基

準に関する規則 

実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

６ 原子炉制御室に

は，酸素濃度計を施設

しなければならない。 

 

 

１４ 第６項に規定する

「酸素濃度計」は，設計

基準事故時において，外

気から原子炉制御室への

空気の取り込みを，一時

的に停止した場合に，事

故対策のための活動に支

障のない酸素濃度の範囲

にあることが正確に把握

できるものであること。

また，所定の精度を保証

するものであれば，常設

設備，可搬型を問わない。 

 

 

中央制御室には，酸

素濃度計及び二酸化

炭素濃度計を配備す

る。 

 
 

実用発電用原子炉及

びその附属施設の技

術基準に関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基

準に関する規則の解釈 

適合方針 

６ 原子炉制御室に

は、酸素濃度計を施

設しなければならな

い。 

１６ 第６項に規定す

る「酸素濃度計」は、設

計基準事故時において、

外気から原子炉制御室

への空気の取り込みを、

一時的に停止した場合

に、事故対策のための活

動に支障のない酸素濃

度の範囲にあることが

正確に把握できるもの

であること。また、所定

の精度を保証するもの

であれば、常設設備、可

搬型を問わない。 

 

・中央制御室には，酸

素濃度計，二酸化炭素

濃度計を配備する設計

とする。 
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(2) 重大事故等への対処 

    原子炉制御室に関する重大事故等への対処のための追加

要求事項と，その適合方針は以下，表1.1-3 のとおりである。 

 

 

 

 

表1.1-3 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則」 第五十九条（運転員が原子

炉制御室にとどまるための設備） 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

（運転員が原子炉制御

室にとどまるための設

備） 

第五十九条 発電用原

子炉施設には、炉心の

著しい損傷が発生した

場合（重大事故等対処

設備（特定重大事故等

対処施設を構成するも

のを除く。）が有する

原子炉格納容器の破損

を防止するための機能

が損なわれた場合を除

く。）においても運転

員が第二十六条第一項

の規定により設置され

る原子炉制御室にとど

まるために必要な設備

を設けなければならな

い。 

 

 

 

（運転員が原子炉制御

室にとどまるための設

備） 

１ 第５９ 条に規定

する「重大事故等対処

設備（特定重大事故等

対処施設を構成するも

の除く。）が有する原

子炉格納容器の破損を

防止するための機能が

損なわれた場合」とは、

第４９条、第５０条、

第５１条又は第５ ２ 

条の規定により設置さ

れるいずれかの設備の

原子炉格納容器の破損

を防止するための機能

が喪失した場合をい

う。 

 

 

（ 重大事故等に対処

するために必要なパラ

メータについても監視

できる設計とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等への対処 

原子炉制御室について，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第 59条及び「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 74条に

おける追加要求事項を明確化する。原子炉制御室に関する重大事

故等への対処のための追加要求事項及びその適合方針は，以下の

第 1.1－3表のとおりである。 

第 1.1－3表 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造

及び設備の基準に関する規則」第 59 条（運転員が

原子炉制御室にとどまるための設備） 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

（運転員が原子炉制御

室にとどまるための設

備） 

第五十九条 発電用原

子炉施設には，炉心

の著しい損傷が発生

した場合（重大事故

等対処設備（特定重

大事故等対処施設を

構成するものを除

く。）が有する原子

炉格納容器の破損を

防止するための機能

が損なわれた場合を

除く。）においても

運転員が第二十六条

第一項の規定により

設置される原子炉制

御室にとどまるため

に必要な設備を設け

なければならない。 

 

第 59条（運転員が原子

炉制御室にとどまるた

めの設備） 

１ 第 59 条に規定す

る「重大事故等対処

設備（特定重大事故

等対処施設を構成す

るものを除く。）が

有する原子炉格納容

器の破損を防止する

ための機能が損なわ

れた場合」とは，第

49 条，第 50 条，第

51 条又は第 52 条の

規定により設置され

るいずれかの設備の

原子炉格納容器の破

損を防止するための

機能が喪失した場合

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 重大事故等への対処 

    原子炉制御室に関する重大事故等への対処のための追加

要求事項と，その適合方針は以下，表1.1－3のとおりであ

る。 

 

 

 

表 1.1－3 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準に関する規則」第五十九条（運転員が原

子炉制御室にとどまるための設備） 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

（運転員が原子炉制御

室にとどまるための設

備） 

第五十九条 発電用原

子炉施設には、炉心の

著しい損傷が発生した

場合（重大事故等対処

設備（特定重大事故等

対処施設を構成するも

のを除く。）が有する

原子炉格納容器の破損

を防止するための機能

が損なわれた場合を除

く。）においても運転

員が第二十六条第一項

の規定により設置され

る原子炉制御室にとど

まるために必要な設備

を設けなければならな

い。 

 

 

 

（運転員が原子炉制御

室にとどまるための設

備） 

１ 第５９条に規定す

る「重大事故等対処設

備（特定重大事故等対

処施設を構成するもの

除く。）が有する原子

炉格納容器の破損を防

止するための機能が損

なわれた場合」とは、

第４９条、第５０条、

第５１条又は第５ ２ 

条の規定により設置さ

れるいずれかの設備の

原子炉格納容器の破損

を防止するための機能

が喪失した場合をい

う。 

 

 

（重大事故等に対処す

るために必要なパラメ

ータについても監視で

きる設計とする。） 
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実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 ２ 第５９ 条に規定

する「運転員が二十六

条第一項の規定により

設置される原子炉制御

室にとどまるために必

要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を

有する措置を行うため

の設備をいう。 

 

ａ）原子炉制御室用の

電源（空調及び照明等）

は、代替交流電源設備

からの給電を可能とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）炉心の著しい損傷

が発生した場合の原子

炉制御室の居住性につ

いて、次の要件を満た

すものであること。 

 
 

①本規程第３７ 条の

想定する格納容器破損

モードのうち、原子炉

制御室の運転員の被ば

くの観点から結果が最

も厳しくなる事故収束

に成功した事故シーケ

ンス（例えば、炉心の

著しい損傷の後、格納

容器圧力逃がし装置等

の格納容器破損防止対

策が有効に機能した場

合）を想定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室には，炉

心の著しい損傷が発生

した場合においても運

転員がとどまるために

必要な設備（可搬型陽

圧化空調機及び非常用

照明）を設置する設計

とする。 

重大事故発生時におい

て運転員がとどまるた

めに必要な設備（可搬

型陽圧化空調機及び非

常用照明）は，代替交

流電源設備から給電可

能となる設計とする。 

 

 

 

・炉心の著しい損傷が

発生した場合において

も，中央制御室にとど

まる運転員の実効線量

が7日間で100mSvを超

えない設計とする。 
 

・中央制御室の運転員

の被ばくの観点から結

果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故

シーケンスとして，格

納容器過圧の破損モー

ドを想定した設計とす

る。また，大破断 LOCA 

時に非常用炉心冷却系

の機能及び全交流動力

電源が喪失したシーケ

ンスを選定し設計す

る。 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 ２ 第 59 条に規定す

る「運転員が第 26条

第１項の規定により

設置される原子炉制

御室にとどまるため

に必要な設備」とは，

以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上

の効果を有する措置

を行うための設備を

いう。 

ａ）原子炉制御室用の

電源（空調及び照明等）

は，代替交流電源設備

からの給電を可能とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）炉心の著しい損傷

が発生した場合の原子

炉制御室の居住性につ

いて，次の要件を満た

すものであること。 

 
 

① 本規程第 37 条の

想定する格納容器破損

モードのうち，原子炉

制御室の運転員の被ば

くの観点から結果が最

も厳しくなる事故収束

に成功した事故シーケ

ンス（例えば，炉心の

著しい損傷の後，格納

容器圧力逃がし装置等

の格納容器破損防止対

策が有効に機能した場

合）を想定すること。 

（なお，重大事故等に

対処するために必要な

パラメータについても

監視できる設計とす

る。） 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室には，重

大事故が発生した場合

においても運転員がと

どまるために必要な設

備（中央制御室換気系，

原子炉建屋ガス処理系

及び可搬型照明（ＳＡ）

等）を設置する設計と

する。 

・重大事故発生時にお

いて，運転員がとどま

るために必要な設備

（中央制御室換気系，

原子炉建屋ガス処理系

及び可搬型照明（ＳＡ）

等）は，常設代替交流

電源設備から給電可能

な設計とする。 

・炉心の著しい損傷が

発生した場合において

も，中央制御室にとど

まる運転員の実効線量

が 7日間で 100mSvを超

えない設計とする。 
 

・原子炉制御室の運転

員の被ばくの観点から

結果が最も厳しくなる

事故収束に成功した事

故シーケンスとして，

格納容器破損モードに

おいて想定している，

大破断ＬＯＣＡ時に高

圧炉心冷却及び低圧炉

心冷却に失敗するシー

ケンス（代替循環冷却

系を使用しない場合）

を選定する。 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 ２ 第５９条に規定す

る「運転員が第２６条

第１項の規定により設

置される原子炉制御室

にとどまるために必要

な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有

する措置を行うための

設備をいう。 

 

ａ）原子炉制御室用の

電源（空調及び照明等）

は、代替交流電源設備

からの給電を可能とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）炉心の著しい損傷

が発生した場合の原子

炉制御室の居住性につ

いて、次の要件を満た

すものであること。 

 
 

①本規程第３７条の想

定する格納容器破損モ

ードのうち、原子炉制

御室の運転員の被ばく

の観点から結果が最も

厳しくなる事故収束に

成功した事故シーケン

ス（例えば、炉心の著

しい損傷の後、格納容

器圧力逃がし装置等の

格納容器破損防止対策

が有効に機能した場

合）を想定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室には，炉

心の著しい損傷が発生

した場合においても運

転員がとどまるために

必要な設備（中央制御

室換気系及びＬＥＤラ

イト（三脚タイプ））

を設置する設計とす

る。 

重大事故発生時におい

て運転員がとどまるた

めに必要な設備（中央

制御室換気系及びＬＥ

Ｄライト（三脚タイ

プ））は，代替交流電

源設備から給電可能と

なる設計とする。 

 

・炉心の著しい損傷が

発生した場合において

も，中央制御室にとど

まる運転員の実効線量

が7日間で100mSvを超

えない設計とする。 
 

・中央制御室の運転員

の被ばくの観点から結

果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故

シーケンスとして，格

納容器過圧の破損モー

ドにおいて想定してい

る，「冷却材喪失（大

破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣ

ＣＳ注水機能喪失＋全

交流動力電源喪失」シ

ーケンスを選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は常設の中

央制御室換気系を用い

て居住性を確保する（以

下,②の相違） 
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実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 ②運転員はマスクの着

用を考慮してもよい。

ただしその場合は、実

施のための体制を整備

すること。 

 

③交替要員体制を考慮

してもよい。ただしそ

の場合は、実施のため

の体制を整備するこ

と。 

 

 

 

 

④判断基準は、運転員

の実効線量が7 日間で

100mSvを超えないこ

と。 

 

ｃ）原子炉制御室の外

側が放射性物質により

汚染したような状況下

において、原子炉制御

室への汚染の持ち込み

を防止するため、モニ

タリング及び作業服の

着替え等を行うための

区画を設けること。 

 

・運転員は，中央制御

室滞在時及び交替のた

めの入退域時ともにマ

スクの着用を考慮する

設計とする。 

 

・運転員は 5 直 2 交替

勤務を前提に評価を行

なうが，積算の被ばく

線量が最も厳しくなる

格納容器ベント実施時

に中央制御室に滞在す

る運転員の勤務形態を

考慮のうえ設計する。 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室の外側が

放射性物質により汚染

した状況下で，モニタ

リング，作業服の着替

え等により中央制御室

への汚染の持ち込みを

防止するための区画

を，中央制御室出入口

近傍に設ける設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 ② 運転員はマスクの

着用を考慮してもよ

い。ただしその場合は，

実施のための体制を整

備すること。 

 

③ 交代要員体制を考

慮してもよい。ただし

その場合は，実施のた

めの体制を整備するこ

と。 

 

 

 

 

④ 判断基準は，運転

員の実効線量が 7 日間

で 100mSv を超えない

こと。 

 

ｃ）原子炉制御室の外

側が放射性物質により

汚染したような状況下

において，原子炉制御

室への汚染の持ち込み

を防止するため，モニ

タリング及び作業服の

着替え等を行うための

区画を設けること。 

 

・マスクの着用を考慮

し，その実施のための

体制を整備する。 

 

 

 

・運転員は 5 直 2 交代

勤務を前提に評価を行

なうが，積算の被ばく

線量が最も厳しくなる

格納容器ベント実施時

に中央制御室に滞在す

る運転員の勤務形態を

考慮する。 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室への汚染

の持ち込みを防止する

ため，身体の汚染検査

（モニタリング）を行

うためのサーベイエリ

ア，脱衣（作業服の着

替え）を行うための脱

衣エリア，身体に付着

した放射性物質を除染

するための除染エリア

及びサーベイエリア等

から中央制御室への放

射性物質の持ち込みを

防止するためのクリー

ンエリアを設ける設計

とする。 

・テントハウス及び扉

付シート壁並びにチェ

ンジングエリアと中央

制御室の間の気密扉に

より中央制御室への汚

染の持ち込みを防止す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 ②運転員はマスクの着

用を考慮してもよい。

ただしその場合は、実

施のための体制を整備

すること。 

 

③交代要員体制を考慮

してもよい。ただしそ

の場合は、実施のため

の体制を整備するこ

と。 

 

 

 

 

④判断基準は、運転員

の実効線量が７日間で

100mSv を超えないこ

と。 

 

ｃ）原子炉制御室の外

側が放射性物質により

汚染したような状況下

において、原子炉制御

室への汚染の持ち込み

を防止するため、モニ

タリング及び作業服の

着替え等を行うための

区画を設けること。 

 

・運転員は，中央制御

室滞在時及び交替のた

めの入退域時ともにマ

スクの着用を考慮する

設計とする。 

 

・運転員は，４直２交

替勤務を前提に評価を

行うが，積算被ばく線

量が最も厳しくなる格

納容器ベント実施時に

中央制御室に滞在する

運転員の勤務形態を考

慮する。 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室の外側が

放射性物質により汚染

した状況下で，モニタ

リング，作業服の着替

え等により中央制御室

への汚染の持ち込みを

防止するための区画

を，中央制御室出入口

近傍に設ける設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，日勤班に

期待しない４直２交代

による通常交替勤務を

前提に評価を行う。 
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※「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

第七十四条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）も同

様の記載のため，省略する。 

 

 原子炉制御室に設置する設備のうち，重大事故対処設備に関す

る概要を表 1.1-4 に示す。 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ）上記ｂ）の原子炉

制御室の居住性を確保

するために原子炉格納

容器から漏えいする空

気中の放射性物質の濃

度を低減する必要があ

る場合は、非常用ガス

処理系等（BWRの場合）

又はアニュラス空気再

循環設備等（PWRの場

合）を設置すること。 

 

ｅ ） BWRにあっては、

上記ｂ ）の原子炉制御

室の居住性を確保する

ために原子炉建屋に設

置されたブローアウト

パネルを閉止する必要

がある場合は、現場に

おいて、人力により容

易かつ確実に閉止操作

ができること。 

・中央制御室の居住性

を確保するために原子

炉格納容器から漏えい

する空気中の放射性物

質の濃度を低減するた

め，非常用ガス処理系

を設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

・原子炉建屋原子炉区

域の気密バウンダリの

一部として原子炉建屋

に設置する原子炉建屋

ブローアウトパネル

は，閉状態の維持又は

解放時に遠隔で閉止可

能な設計とするととも

に，近接可能な場合は，

現場において，人力に

より容易かつ確実に閉

止可能な設計とする。 

 

 

 

 

※ なお，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則」第 74条（運転員が原子炉制御室にとどまるための

設備）も同様の記載のため，省略する。 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ）上記ｂ）の原子炉

制御室の居住性を確保

するために原子炉格納

容器から漏えいした空

気中の放射性物質の濃

度を低減する必要があ

る場合は，非常用ガス

処理系等（ＢＷＲの場

合）又はアニュラス空

気再循環設備等（ＰＷ

Ｒの場合）を設置する

こと。 

ｅ）ＢＷＲにあっては，

上記ｂ）の原子炉制御

室の居住性を確保する

ために原子炉建屋に設

置されたブローアウト

パネルを閉止する必要

がある場合は，容易か

つ確実に閉止操作がで

きること。また，ブロ

ーアウトパネルは，現

場において人力による

操作が可能なものとす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

第七十四条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）も

同様の記載のため，省略する。 

 

原子炉制御室に設置する設備のうち，重大事故対処設備に関す

る概要を表 1.1－4に示す。 

 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ）上記ｂ）の原子炉

制御室の居住性を確保

するために原子炉格納

容器から漏えいする空

気中の放射性物質の濃

度を低減する必要があ

る場合は、非常用ガス

処理系等（BWRの場合）

又はアニュラス空気再

循環設備等（PWRの場

合）を設置すること。 

 

ｅ）BWR にあっては、

上記ｂ）の原子炉制御

室の居住性を確保する

ために原子炉建屋に設

置されたブローアウト

パネルを閉止する必要

がある場合は、容易か

つ確実に閉止操作がで

きること。また、ブロ

ーアウトパネルは、現

場において、人力によ

る操作が可能なものと

すること。 

 

 

 

・中央制御室の居住性

を確保するために原子

炉格納容器から漏えい

する空気中の放射性物

質の濃度を低減するた

め，非常用ガス処理系

を設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

・中央制御室の居住性

確保のために原子炉建

物原子炉棟の気密バウ

ンダリを形成する必要

がある場合において、

原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネル閉

止装置は容易かつ確実

に閉止できる設計とす

る。また，原子炉建物

燃料取替階ブローアウ

トパネル閉止装置は，

中央制御室から遠隔操

作又は現場において人

力により操作可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ブローア

ウトパネル部を閉止す

る必要がある場合には

ブローアウトパネル閉

止装置を閉止する。（以

下，③の相違） 
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 表 1.1－4 重大事故対処設備に関する概要（59条 運転員が原子

炉制御室にとどまるための設備）（１／２） 

 

※１：常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等

を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるた

め，本分類とする 

※２：計測器本体を示すため計器名を記載 

 

・記載内容の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は重大事故

対処設備の概要を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6,7】 

②の相違 

 

系
統

機
能
 

設
備
 

代
替

す
る
機

能
を
有

す
る
 

設
計

基
準
対
象

施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備

分
類
 

設
備
 

耐
震

重
要

度
分

類
 

常
設
 

可
搬

型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

居
住

性
の
確

保
 

中
央
制

御
室
 

（
中

央
制
御
室

）
 

（
S）

 
常

設
 

（
重

大
事
故
等

対
処
施

設
）
 

－
 

中
央
制
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室

待
避
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－
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常
設
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重

大
事
故
等

対
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設
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中
央
制
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室
遮
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（
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央
制
御

室
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－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
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要
重
大

事
故
防
止

設
備
 

常
設
重

大
事
故

緩
和

設
備

※
１
 

－
 

中
央

制
御
室

待
避
室

遮
蔽
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設

重
大
事

故
緩
和
設

備
 

－
 

再
循
環
用
フ
ァ

ン
 

（
中
央
制
御

室
換
気
系
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－
 

（
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－

 

常
設
 

常
設

耐
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要

重
大
事

故
防
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設
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設

重
大
事

故
緩
和
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※
１
 

－
 

チ
ャ
コ
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ル
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フ
ィ

ル
タ
・
 

ブ
ー

ス
タ
・

フ
ァ
ン
 

常
設
 

常
設

耐
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要

重
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事
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設

重
大
事

故
緩
和
設

備
※
１
 

－
 

非
常

用
チ
ャ

コ
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ル
・
 

フ
ィ

ル
タ
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ユ
ニ
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設
 

常
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耐
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要
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事

故
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設
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設

重
大
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故
緩
和
設

備
※
１
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中
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正
圧
化
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（

空
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ン
ベ
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－
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重
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事
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緩
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S
A-
3 

無
線
通

信
設
備

（
固

定
型
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62
条

に
記

載
 

衛
星
電

話
設
備

（
固

定
型
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プ
ラ

ン
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パ
ラ

メ
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タ

監
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装
置
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中
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御
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室
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－
 

－
 

可
搬

型
 

可
搬

型
重
大
事
故
等
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処
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(防
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も
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和
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も
な
い

設
備

) 
－
 

差
圧

計
※
２
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重

大
事
故

対
処

設
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も
緩
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も
な
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設
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) 
－
 

酸
素

濃
度
計

※
２
 

－
 

－
 

可
搬

型
 

可
搬

型
重
大
事
故
等
対

処
設

備
 

(防
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で
も

緩
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も
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備
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－

 

二
酸

化
炭
素
濃

度
計

※
２
 

－
 

－
 

可
搬

型
 

可
搬

型
重
大
事
故
等
対
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備
 

(防
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で
も

緩
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で

も
な

い
設
備

) 
－

 

 

52



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  表 1.1－4 重大事故対処設備に関する概要（59条 運転員が原子

炉制御室にとどまるための設備）（２／２） 

 

 

※１：常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等
を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるた
め，本分類とする 

 
 
 
 

 

・記載内容の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は重大事故

対処設備の概要を記載 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系
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機
能
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備
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す
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す
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計
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備
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備
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可
搬
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機
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性
の
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保
 

中
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制
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ダ
ク
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[流
路
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中
央
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御
室
換
気
系
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（
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常
設
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震
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要
重
大
事
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防
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常
設
重
大
事
故
緩
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※
１
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路
］
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－
 

常
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要
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 1.2 設計における想定シナリオ 

原子炉制御室の設計において想定するシナリオについて，

以下に記す。 

(1) 単独プラント設計基準事故時の想定シナリオ

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」（以下，「技術基準」）の解釈第 38 条 12 に記載

の通り，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく

評価手法について（内規）」」（平成 21・07・27 原院第

１号（平成 21 年 8 月 12 日原子力安全・保安院制定））

に基づき，仮想事故相当の原子炉冷却材喪失及び主蒸気管

破断を想定する。 

(2) 重大事故時の想定シナリオ

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，「実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則」（以下，「設置許可基準規則」）の解

釈第 59 条 1b)及び技術基準の解釈第 74条 1b)，並びに「実

用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策

所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（以下，

「審査ガイド」）に基づき想定する「設置許可基準規則解

釈第 37 条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉

制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる

事故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著し

い損傷の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防

止対策が有効に機能した場合）」である「大破断 LOCA時に

非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシ

ーケンス」（以下，「大 LOCA＋ECCS 全喪失＋SBOシナリオ」）

においても，格納容器ベントを実施することなく事象を収

束することのできる代替循環冷却系を整備している。従っ

て，審査ガイド 4.2（3）h.被ばく線量の重ね合わせ に基

づき，6 号及び 7 号炉において同時に炉心の著しい損傷が

発生したと想定する場合，第一に両号炉において代替循環

冷却系を用いて事象を収束することとなる。 

図 1.1-1 基本シナリオ 

1.2 設計における想定シナリオ 

原子炉制御室の設計において想定するシナリオについて，以下

に示す。 

(1) 設計基準事故時の想定シナリオ

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」第 38 条 12 に記載のとおり，「原子力発電所中央制御室

の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平成 21・07・

27原院第 1号（平成 21年 8月 12日原子力安全・保安院制定））

に基づき，仮想事故相当の原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を

想定する。 

(2) 重大事故時の想定シナリオ

重大事故等時の中央制御室の居住性に係る被ばく線量は，中央

制御室内に取り込まれた放射性物質による被ばく及び地表面に沈

着した放射性物質による被ばくが支配的であることから，放射性

物質の放出量が多くなる事象が被ばく評価の観点から厳しくな

る。 

炉心損傷を前提とした重大事故では，大規模な放射性物質の放

出が想定されるため，中央制御室の被ばく評価は厳しくなる。さ

らに，格納容器圧力が高く維持される事象や炉心損傷時間が早い

事象は，中央制御室の被ばく評価の観点から厳しくなる。 

重大事故時における対応として，代替循環冷却系を使用できず，

格納容器ベントを実施する場合は，格納容器圧力の抑制のため格

納容器ベント実施までは代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

よる格納容器スプレイを実施する。格納容器スプレイによる圧力

抑制効果を高くする観点で，格納容器圧力を比較的高い領域で維

持するため，代替循環冷却系を使用する場合と比較して格納容器

貫通部等からの漏えい率が大きくなり，大気への放射性物質の放

出量が多くなる。さらに，サプレッション・プール水位が通常水

位＋6.5mに到達した時点で，格納容器ベントを実施するため，放

射性物質の放出量が多くなる。 

また，原子炉建屋ガス処理系の起動により，原子炉建屋から大

気への放射性物質の放出率低減効果に期待できることから，事象

進展が早く原子炉建屋ガス処理系の起動前の格納容器貫通部等か

らの漏えい量が多いほど，大気への放出量が多くなる。さらに，

炉心損傷時間が早いほど，早期に格納容器内に放出される放射性

物質は多くなるため，格納容器貫通部からの漏えい量も多くなる。 

 1.2 設計における想定シナリオ 

原子炉制御室の設計において想定するシナリオについて，

以下に記す。 

(1) 設計基準事故時の想定シナリオ

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則」（以下，「技術基準規則」）の解釈第 38 条 12 に記載

のとおり，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく

手法について（内規）」（平成 21・07・27原院第１号（平成

21 年８月 12 日原子力安全・保安院制定））に基づき，仮想

事故相当の原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を想定する。 

(2) 重大事故時の想定シナリオ

島根原子力発電所２号炉においては，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（以下，「設置許可基準規則」）の解釈第 59条１ｂ）及び技

術基準規則の解釈第 74条１ｂ），並びに「実用発電用原子炉

に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る

被ばく評価に関する審査ガイド」（以下，「審査ガイド」）

に基づき想定する「設置許可基準規則の解釈第 37条の想定す

る格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員の被ば

くの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故

シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力

逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場

合）」である『冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注

水機能喪失＋全交流動力電源喪失』シーケンスにおいても，

格納容器ベントを実施することなく事象を収束することので

きる残留熱代替除去系を整備している。従って，重大事故等

が発生した場合，第一に残留熱代替除去系を用いて事象を収

束することとなる。 

・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 

・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 

・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 
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しかしながら，被ばく評価においては，片方の号炉にお

いて代替循環冷却に失敗することも考慮し，当該号炉にお

いて格納容器圧力逃がし装置を用いた格納容器ベントを行

うことを想定する。これを被ばく評価における基本想定シ

ナリオとする。

図 1.1-2 被ばく評価基本シナリオ例 

なお，更なる安全性向上の観点から，さらに２つのシナ

リオを想定して，自主的な対策を講じることとする。１つ

目のシナリオとして，遮蔽設計をより厳しくする観点から，

両方の号炉において代替循環冷却に失敗し，同時に格納容

器圧力逃がし装置を用いた格納容器ベントを行うことを想

定する。これに応じた遮蔽設計を行うこととする。 

図 1.1-3 安全性向上のためのシナリオ①（遮蔽） 

２つ目のシナリオとして，空調設計をより厳しくする観

点から，両方の号炉において代替循環冷却に失敗し，同時

にではなく格納容器圧力逃がし装置を用いて格納容器ベン

トを行うことを想定する。これに応じた自主的な対策を講

じることとする。 

図 1.1-4 安全性向上のためのシナリオ②（空調） 

以上より，代替循環冷却系を使用せず格納容器ベントを実施す

る場合，さらに，炉心損傷の時間が早く評価上想定している原子

炉建屋ガス処理系の起動までの時間が長い場合には，放射性物質

の放出量が多くなる。 

第 1.2－1 表に重大事故事象の中央制御室被ばく評価への影響

を示す。第 1.2－1表に示すとおり，格納容器破損防止対策の有効

性評価で想定している炉心損傷を前提とした重大事故のうち，炉

心損傷時間が早く，格納容器ベントを実施する「大破断ＬＯＣＡ

＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗」の代替循環冷却系を使

用できない場合が最も放射性物質の放出量が多くなるため，この

事象を中央制御室の被ばく評価で想定する事象として選定する。 

第 1.2－1表 重大事故事象の中央制御室被ばく評価への影響 

しかしながら，被ばく評価においては，残留熱代替除去系

に失敗することも考慮し，格納容器フィルタベント系を用い

て，サプレッション・チェンバの排気ラインを使用した格納

容器ベントを実施する場合も評価対象とする。 

・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 

・記載内容の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉は残留熱代

替除去系を用いて事象

を収束した場合につい

ても被ばく評価の対象

としている（59 条補足

説明資料 59-11）に記載 

・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 

・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 

・申請号炉数の相違
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2. 設計方針 

 2.1 中央制御室から外の状況を把握する設備について 

  2.1.1 中央制御室から外の状況を把握する設備の概要 

以下の設備等を用いることで，中央制御室内にて発電用原

子炉施設の外の状況の把握が可能な設計としている。概略を

図2.1-1に，配置を図2.1-2に示す。 

 

 (1) 監視カメラ 

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

（洪水，風（台風）， 竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林・近隣工場等

の火災，飛来物（航空機落下等），船舶の衝突，及び地震，

津波）及び発電所構内の状況を，7号炉原子炉建屋屋上主排気

筒に設置する津波監視カメラ，6号炉，7号炉スクリーン海側

等に設置する構内監視カメラの映像により，昼夜にわたり監

視できる設計とする。 

 

 

  (2) 取水槽水位計 

    津波の襲来及び津波挙動の把握が可能な設計とする。 

  (3) 気象観測設備 

発電所構内に設置している気象観測設備により，風向・

風速等の気象状況を常時監視できる設計とする。 

また周辺モニタリング設備により，発電所周辺監視区域

境界付近の外部放射線量率を把握できる設計とする。 

 

  (4) 公的機関等の情報を入手するための設備 

    公的機関からの地震，津波，竜巻，雷，降雨予報，天気

図，台風情報等を入手するために，中央制御室にテレビ，電話，

FAX等を設置している。また，社内ネットワークに接続されたパソ

コンを使用することで，台風情報，竜巻注意情報のほか雷・降雨

予報，天気図等の公的機関からの情報（うち雷については社内シ

ステムによる落雷位置情報を含む）を入手することが可能な設計

とする。 

 

：ＤＢ範囲 

 

2. 設計方針 

2.1 中央制御室から外の状況を把握する設備について 

2.1.1 中央制御室から外の状況を把握する設備の概要 

以下の設備等を用いることで，中央制御室内にて発電用原子

炉施設（以下「原子炉施設」という。）の外の状況の把握が可能

な設計とする。概略を第 2.1－1 図に，配置を第 2.1－2 図に示

す。 

(1) 津波・構内監視カメラ 

原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等（風（台

風），竜巻，降水，積雪，落雷，火山の影響，森林火災，近隣

工場等の火災，船舶の衝突，高潮，地震及び津波）並びに自

然現象等による発電所構内及び原子炉施設への影響の概況を

原子炉建屋屋上及び防潮堤上部に設置する津波・構内監視カ

メラの映像により，昼夜にわたり監視できる設計とする。 

 

 

 

 

(2) 取水ピット水位計／潮位計 

津波来襲時の海水面水位変動を監視できる設計とする。 

(3) 気象観測設備 

発電所構内に設置している気象観測設備により，風向・風

速等の気象状況を常時監視できる設計とする。 

また，周辺モニタリング設備により，発電所周辺監視区域

境界付近の外部放射線量率を把握できる設計とする。 

 

(4) 公的機関等の情報を入手するための設備 

公的機関等からの地震，津波，竜巻情報等を入手するため

に，中央制御室に電話，FAX等を設置する。また，社内ネット

ワークに接続されたパソコンを使用することで，雷・降雨予

報，天気図等の公的機関からの情報を入手することが可能な

設計とする。 

 

  

 

 

 

2. 設計方針 

2.1 中央制御室から外の状況を把握する設備について 

2.1.1 中央制御室から外の状況を把握する設備の概要 

   以下の設備等を用いることで，中央制御室内にて発電用原

子炉施設の外の状況の把握が可能な設計としている。概略を

図 2.1－1に，配置を図 2.1－2に示す。 

 

 (1) 監視カメラ 

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

（風（台風）， 竜巻，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象，森林・近隣工場等の火災，飛来物（航空

機落下等），船舶の衝突，地震及び津波）及び発電所構内の

状況を，２号炉排気筒，３号炉北側防波壁上部（東）及び３

号炉北側防波壁上部（西）に設置する津波監視カメラ並びに

２号炉原子炉建物屋上，３号炉原子炉建物屋上，通信用無線

鉄塔，固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上，一矢谷及びガスタービン

発電機建物屋上に設置する構内監視カメラの映像により，昼

夜にわたり監視できる設計とする。 

 (2) 取水槽水位計 

   津波の襲来及び津波挙動の把握が可能な設計とする。 

 (3) 気象観測設備 

   発電所構内に設置している気象観測設備により，風向・風

速等の気象状況を常時監視できる設計としている。 

(4) 周辺モニタリング設備 

   周辺モニタリング設備により，発電所周辺監視区域境界付

近の外部放射線量率を把握できる設計としている。 

 (5) 公的機関等の情報を入手するための設備 

   公的機関からの地震，津波，竜巻，雷，降雨予報，天気図，

台風情報等を入手するために，中央制御室にテレビ，電話，

FAX 等を設置している。また，社内ネットワークに接続され

たパソコンを使用することで，気象庁発信電文と連携したメ

ールシステムにより，地震，津波，竜巻，大雨，大雪，噴火

情報等の公的機関からの情報を入手することが可能な設計と

している。 

 

：ＤＢ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・想定する外部事象の相

違【柏崎 6/7】 

・島根２号炉は個別評価

により洪水影響がない

ことを確認している 

・申請号炉数の相違 
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図 2.1-1 中央制御室における外部状況把握のイメージ 
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第 2.1－1図 中央制御室における外部状況把握の概略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1－1 中央制御室における外部状況把握のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：

：ＤＢ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央制御室 

記録計・モニタ（イメージ写真） 

【気象観測設備等の情報】 

気象観測設備等 

・気温 

・海水温度 

・湿度 

・降水量 

・風向，風速 

・取水槽水位 

・空間放射線量率 

表示装置（イメージ画像） 

【監視カメラの映像】 

構内監視カメラ 

・２号炉原子炉建物屋上 

・３号炉原子炉建物屋上 

・通信用無線鉄塔 

・固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上 

・一矢谷 

・ガスタービン発電機建物屋上 

パソコン（イメージ画像） 

気象情報システム 

・地震速報 

・津波警報・注意報 

・竜巻注意報 

・雷注意報 

・大雨警報 

・大雪警報 

・天気図 

・噴火情報 

・台風情報 

公的機関 

【公的機関からの情報】 

表示装置（イメージ画像） 

【監視カメラの映像】 

津波監視カメラ 

・２号炉排気筒 

・３号炉北側防波壁上部（東） 

・３号炉北側防波壁上部（西） 
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図 2.1-2 中央制御室から外の状況を把握する設備の配置図 

：

：ＤＢ範囲 

第 2.1－2図 中央制御室から外の状況を把握する設備の配置図 

：

：ＤＢ範囲 

図 2.1－2 中央制御室から外の状況を把握する設備の配置図 

：

：ＤＢ範囲 
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（ * T . M . S . L . ： 東京湾平均海面）

図 2.1-3 中央制御室から外の状況を把握する設備の配置図 

（６号炉，７号炉周辺拡大図） 

：

：ＤＢ範囲 

59



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  2.1.2 監視カメラについて 

    監視カメラは，津波監視カメラ及び構内監視カメラにて

構成する。 

津波監視カメラは，7号炉原子炉建屋屋上に設置された排気筒

T.M.S.L.+76mの位置に2台設置し，水平360°，垂直90°の旋回が

可能な設備とすることで，津波の襲来及び津波挙動の察知と，そ

の影響の俯瞰的な把握が可能な設計とする。また，赤外線撮像機

能をを有したカメラを用い，かつ中央制御室から監視可能な設備

とすることで，昼夜を問わない継続した監視を可能とする。 

監視に必要な要件を満足する仕様としており，隣接する6号及

び7号炉発電用原子炉施設に迫る自然現象を共通要因として把握

するものであるため，6号及び7号炉で共用とすることによって安

全性を損なうことはないことから，6号及び7号炉共用としてい

る。表2.1-1に津波監視カメラの概要を示す。 

また構内監視カメラは，自然現象等の監視強化のため原子炉施

設周辺高台，及び海側に設置し，津波監視カメラの監視可能範囲

を補足する。構内監視カメラの配置を図2.1-3に，表2.1-2に構内

監視カメラの概要を示す。 

 

 

津波監視カメラ及び構内監視カメラは，取付け部材，周辺の

建物，設備等で死角となるエリアをカバーすることが出来るよう

配慮し配置している。各々のカメラにて監視可能な6号炉，7号炉

原子炉施設及び周辺の構内範囲について，図2.1-4～6に示す。ま

た，構内監視カメラは庇を有した積雪等影響を受けにくい構造を

有したものを設置するとともに，また津波監視カメラ取付けは7

号炉主排気筒の支持鋼材への懸垂構造とすることで積雪の影響

を受けにくい設計とする。取付け詳細を図2.1-7,8に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

 

2.1.2 津波・構内監視カメラについて 

津波・構内監視カメラは，原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等（風（台風），竜巻，降水，積雪，落雷，火

山の影響，森林火災，近隣工場等の火災，船舶の衝突，高潮，

地震及び津波）並びに自然現象等による発電所構内及び原子炉

施設への影響の概況を適切に監視できる位置・方向で基準津波

（T.P.＋17.1m）の影響を受けることがない高所に設置する。 

第 2.1－1表に津波・構内監視カメラの概要を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波・構内監視カメラは，取付け部材，周辺の建物，設備等

で死角となるエリアをカバーすることができるように配慮して

配置する。ただし，一部死角となるエリアがあるが，発電所構

内のタービン建屋付近等のごく限られた場所であり，その他の

監視可能な領域の監視により，原子炉施設に影響を及ぼす可能

性のある自然現象等を十分把握可能である。また，一部死角と

なるタービン建屋付近に設置する主変圧器及び起動変圧器につ

いては，津波・構内監視カメラにて全体像のうち上半分程度が

監視可能であるため，自然現象等による影響を十分把握可能で

ある。なお，中央制御室にて警報による監視も可能である。 

同エリアにあるアクセスルートについては，目視監視を行う

時間が確保できることから，問題はない。津波・構内監視カメ

ラが監視可能な原子炉施設及び周辺の発電所構内範囲を第 2.1

－3図に示す。 

 

 

：ＤＢ範囲 

 

 2.1.2 監視カメラについて 

   監視カメラは，津波監視カメラ及び構内監視カメラにて構

成する。 

   津波監視カメラは，遠方からの津波の接近を適切に監視で

きる位置・方向に設置するとともに，取水口を設置する輪谷

湾及び３号炉北側防波壁並びに放水口における津波の襲来状

況を適切に監視できる位置・方向に設置している。また，津

波監視カメラは基準津波の影響を受けることがない高所に３

台（２号炉排気筒，３号炉北側防波壁上部（東）及び３号炉

北側防波壁上部（西））設置しており，監視に必要な要件を

満足する仕様としている。表 2.1－1 及び表 2.1－2 に津波監

視カメラの概要を示す。 

 

また，構内監視カメラは，自然現象等の監視強化のため２

号炉原子炉建物屋上，３号炉原子炉建物屋上，通信用無線鉄

塔，固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上，一矢谷及びガスタービン発

電機建物屋上に設置し，津波監視カメラの監視可能範囲を補

足する。構内監視カメラの配置を図 2.1－3 に，表 2.1－3 及

び表 2.1－4に構内監視カメラの概要を示す。 

津波監視カメラ及び構内監視カメラは，取付け部材，周辺

の建物，設備等で死角となるエリアをカバーすることが出来

るよう配慮し，配置する。ただし，一部死角となるエリアが

あるが，監視可能な領域の監視により，原子炉施設に影響を

及ぼす可能性のある自然現象等を十分把握可能である。各々

のカメラにて監視可能な原子炉施設及び周辺の構内範囲につ

いて，図 2.1－4に示す。また，監視カメラの取付概略図を図

2.1－5及び図 2.1－6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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なお，可視光カメラによる監視が期待できない夜間の濃霧発

生時や強雨時においては，赤外線カメラによる監視機能について

も期待できない状況となることが考えられる。その場合は監視カ

メラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメータを監視するこ

とで外部状況の把握に努めつつ，気象等に関する公的機関からの

情報も参考とし，原子炉施設に影響を及ぼす可能性がある自然現

象等を把握することとする。 

なお，監視カメラのうち，海側に設置された構内監視カメラ

においてはカメラに照明設備が付属装備されており， 環境によ

っては外部状況把握が可能な設計とする。 

：ＤＢ範囲： 

なお，可視光カメラによる監視が期待できない夜間の濃霧発生

時や強雨時においては，赤外線カメラによる監視機能についても

期待できない状況となることが考えられる。その場合は，津波・

構内監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメータを監

視することで，外部状況の把握に努めつつ，気象等に関する公的

機関からの情報も参考とし，原子炉施設に影響を及ぼす可能性が

ある自然現象等を把握する。 

：ＤＢ範囲 

なお，可視光カメラによる監視が期待できない夜間の濃霧

発生時や強雨時においては，赤外線カメラによる監視機能に

ついても期待できない状況となることが考えられる。その場

合は，監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメー

タを監視することで外部状況の把握に努めつつ，気象等に関

する公的機関からの情報も参考とし，原子炉施設に影響を及

ぼす可能性がある自然現象等を把握することとする。 

：ＤＢ範囲 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の構内監視

カメラは可視光と赤外

線のデュアルカメラで

あり夜間の監視が可能

な設計とする 
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：ＤＢ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

表 2.1－1 津波監視カメラの概要 

 津波監視カメラ 

外観（イメージ） 

 

 

 

 

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 赤外線カメラ：デジタルズーム２，４倍 

遠隔可動 
水平可動：360° 

上下可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｓクラス 

供給電源 
非常用電源（無停電交流電源） 

代替交流電源設備から給電可能 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 ２号炉排気筒 １台 

   ※ 詳細設計中であり変更の可能性がある。 

表 2.1－2 津波監視カメラの概要 

 津波監視カメラ 

外観（イメージ） 

 

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 

可視光カメラ：光学ズーム 30倍 

       デジタルズーム 12倍 

赤外線カメラ：デジタルズーム１～４倍 

遠隔可動 
水平可動：360° 

上下可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｓクラス 

供給電源 
非常用電源（無停電交流電源） 

代替交流電源設備から給電可能 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 
３号炉北側防波壁上部（東） １台 

３号炉北側防波壁上部（西） １台 

   ※ 詳細設計中であり変更の可能性がある。 

：ＤＢ範囲 
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表 2.1－3 構内監視カメラの概要 

構内監視カメラ 

外観 

（イメージ）

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 

可視光カメラ：光学 36倍ズーム 

 電子ズーム 12倍ズーム 

赤外線カメラ：デジタルズーム２，４倍 

遠隔可動 
水平可動：360° 

上下可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｃクラス 

供給電源 非常用電源 

台数 

通信用無線鉄塔  １台 

２号炉原子炉建物屋上  １台 

３号炉原子炉建物屋上  １台 

固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上 １台 

一矢谷  １台 

※ 詳細設計中であり変更の可能性がある。

：ＤＢ範囲 
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表 2.1－4 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の概

要 

 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

外観 

（イメージ） 

 

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 

可視光カメラ：光学ズーム 30倍 

       デジタルズーム 12倍 

赤外線カメラ：デジタルズーム１～４倍 

遠隔可動 
水平可動：360° 

上下可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｃ（Ｓｓ機能維持） 

供給電源 
非常用電源（無停電交流電源）又は 

代替交流電源設備 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 ガスタービン発電機建物屋上 １台 

 

    ※ 詳細設計中であり変更の可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 
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図 2.1－3 監視カメラ配置図 

：

：ＤＢ範囲 

・設備の相違

【柏崎 6,7】 

島根 2 号炉の監視カメ

ラ配置を記載
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図 2.1-4 6 号炉，7号炉原子炉施設と津波監視カメラ（7号炉原

子炉建屋屋上主排気筒）の監視可能な画角範囲 

：

：ＤＢ範囲 ：ＤＢ範囲 

図 2.1－4 津波・構内監視カメラの監視可能な範囲 

：ＤＢ範囲 
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図 2.1-5 6 号炉，7号炉原子炉施設と構内監視カメラ（大湊側高

台ヤード南面）の監視可能な画角範囲 

：

：ＤＢ範囲 
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図2.1-6 6号炉，7号炉原子炉施設と構内監視カメラ（6 号炉，7

号炉スクリーン海側）の監視可能な画角範囲 

：

：ＤＢ範囲 
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図 2.1-7 津波監視カメラ取り付け概要図 

図 2.1-8 構内監視カメラ取り付け概要図 

：ＤＢ範囲 

図 2.1－5 津波監視カメラ取付け概略図 

図 2.1－6 構内監視カメラ取付け概要図 

：ＤＢ範囲 
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 2.1.3 監視カメラ映像サンプル 

 中央制御室において，監視カメラにより監視できる映

像のサンプルを図 2.1-9及び図 2.1-11に示す。 

図 2.1-9（1/2）中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（例）津波監視カメラ（7号炉原子炉建屋屋上主

排気筒）にて新潟市方向海沿い 

：

：ＤＢ範囲 

2.1.3 津波・構内監視カメラ映像サンプル 

中央制御室において，津波・構内監視カメラにより監視でき

る映像のサンプルを第 2.1－4図に示す。 

また，津波・構内監視カメラの撮影方向を第 2.1－5図に示す。 

：ＤＢ範囲 

 2.1.3 監視カメラ映像サンプル 

中央制御室において，監視カメラにより監視できる映像

のサンプルを図 2.1－7，図 2.1－8及び図 2.1－9に示す。 

図 2.1－7 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（津波監視カメラの映像サンプル）（１／２） 

：ＤＢ範囲 
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図 2.1－7 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（津波監視カメラの映像サンプル）（２／２） 

：ＤＢ範囲 
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図 2.1-9（2/2）中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（例）津波監視カメラ（7号炉原子炉建屋屋上主

排気筒）にて新潟市方向海沿い 

：

：ＤＢ範囲 

図 2.1－8 中央制御室からの外部の状況把握イメージ（構内監視  

カメラの映像サンプル）（１／２）

：ＤＢ範囲 
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図 2.1－8 中央制御室からの外部の状況把握イメージ（構内監視

カメラの映像サンプル）（２／２）

：ＤＢ範囲 
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（補足）「図2.1-9（1/2） 及び（2/2）中央制御室からの外部の

状況把握イメージ（例）津波監視カメラ（7号炉原子炉建屋屋上主

排気筒）にて新潟市方向」の撮影方角は，下記構内配置図（図

2.1-10）のとおり。 

図 2.1-10 津波監視カメラの撮影方角 

：

：

：ＤＢ範囲 

図 2.1－9 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物）の映像サンプル） 

：ＤＢ範囲 
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図 2 . 1 - 1 1  中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（例）津波監視カメラ（7号炉原子炉建屋屋上主排気

筒）にて開閉所方向 

：

：

：ＤＢ範囲 

・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 
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（補足）「図2.1-11 中央制御室からの外部の状況把握イメージ

（例）津波監視カメラ（7号炉原子炉建屋屋上主排気筒）にて開閉

所方向」の撮影方角は，下記構内配置図（図2.1-12）のとおり。 

図 2.1-12 中央制御室から外の状況を把握する設備の配置図 ・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 

 2.1.4 監視カメラにより把握可能な自然現象等 

地震，津波，及び設置許可基準規則の解釈第6条に記載されて

いる「想定される自然現象」，「発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）」のうち，監視カメラにより把

握可能な自然現象等を表2.1-3に示す。 

：

：ＤＢ範囲 

2.1.4 津波・構内監視カメラにより把握可能な自然現象等 

地震，津波並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の位

置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第 6 条に記載さ

れている「想定される自然現象」及び「原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）」のうち，津波・構内監視カメ

ラにより把握可能な自然現象等を第 2.1－2表に示す。

：ＤＢ範囲 

 2.1.4 監視カメラにより把握可能な自然現象等 

地震，津波並びに設置許可基準規則の解釈第６条に記載され

ている「想定される自然現象」及び「発電用原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。）」のうち，監視カメラによ

り把握可能な自然現象等を表 2.1－5に示す。 

：ＤＢ範囲 
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表 2.1-3 監視カメラにより中央制御室で把握可能な自然現象等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）*1 6 条まとめ資料「柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7

号炉 外部からの衝撃による損傷の防止について」参

照 

    *2 柏崎刈羽原子力発電所周辺には氾濫・決壊により影

響を及ぼすような河川・湖等はない。また発電所構

内の淡水貯水池は基準地震動による地震力で崩壊す

るおそれはなく，送水配管の一部破損を想定した際

にも原子炉施設やアクセスへの影響はない。 

（9 条まとめ資料「柏崎刈羽原子力発電所6 号及び7 

号炉 内部溢水の影響評価について」，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生

及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

てのうち添付資料1.0.2 可搬型重大事故等対処設備

保管場所及びアクセスルートについて） 

 

 

：ＤＢ範囲 

 

第 2.1－2表 津波・構内監視カメラにより中央制御室で把

握可能な自然現象等 

 

 

※1 6条まとめ資料「東海第二発電所 外部からの衝撃による損

傷の防止について」参照 

※2 外部火災は「森林火災」及び「近隣工場等の火災」を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

表 2.1－5 監視カメラにより中央制御室で把握可能な自然現象等 

自然現象等 

監視カメラにより把握でき

る発電用原子炉施設の外の

状況 

監視カメラ以外の設備

等による把握手段 

地震 

地震発生後の発電所構内及

び原子炉施設への影響の有

無 

公的機関（地震速報） 

津波 

津波襲来の状況や発電所構

内及び原子炉施設への影響

の有無 

取水槽水位計 

公的機関（津波警報・

注意報） 

風（台風） 風（台風）・竜巻（飛来物含

む）による発電所及び原子炉

施設への被害状況や設備周

辺における影響の有無 

気象観測設備（風向，

風速） 

公的機関（台風，竜巻

注意報） 

竜巻 

降水 
発電所構内の排水状況や原

子炉施設への影響の有無 

気象観測設備（降水量） 

公的機関（大雨警報） 

積雪 
積雪の有無や発電所構内及

び屋外施設への積雪状況 

気象観測設備（降水量） 

公的機関（大雪警報） 

落雷 
発電所構内及び原子炉施設

周辺の落雷の有無 
公的機関（雷注意報） 

地滑り 

豪雨や地下水の浸透に伴う地

滑り及び土石流の有無や原子

炉施設への影響の有無 

目視確認※１ 

火山 
降下火砕物の有無や堆積状

況 
公的機関（噴火警報） 

生物学的事

象 

海生生物（クラゲ等）の来襲

による原子炉施設への影響 
取水槽水位計※２ 

飛来物 

（航空機落下） 

飛来物の有無や構内及び原

子炉施設への影響の有無 
目視確認※１ 

外部火災 

火災状況，ばい煙の方向確認

や発電所構内及び原子炉施

設への影響 

目視確認※１ 

船舶の衝突 

発電所港湾施設等に衝突し

た船舶の状況確認及び原子

炉施設への影響の有無 

目視確認※１ 

※１ 建物外での状況確認 

※２ 取水口が閉塞した場合，取水槽水位が下がるため把握可能 

：

：ＤＢ範囲 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2号炉は「監視カメ

ラ以外の設備等による

把握手段」も記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2号炉は「監視カメ

ラ以外の設備等による

把握手段」も記載 
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  2.1.5 中央制御室にて把握可能なパラメータ 

     自然現象等監視カメラ以外に中央制御室内にて状況把

握が可能なパラメータを表 2.1-4に示す。 

 

表 2.1-4 監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメー

タ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

： 

 

 

 

 

：

：ＤＢ範囲 

 

2.1.5 中央制御室にて把握可能なパラメータ 

津波・構内監視カメラ以外に中央制御室にて把握可能なパ

ラメータを第 2.1－3表に示す。 

 

第 2.1－3表 津波・構内監視カメラ以外に中央制御室にて把握

可能なパラメータ 
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 2.1.5 中央制御室にて把握可能なパラメータ 

    監視カメラ以外に中央制御室内にて状況把握が可能なパ

ラメータを表 2.1－6に示す。 

 

表 2.1－6 構内監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラ

メータ 
パラメータ 測定レンジ 測定レンジの考え方 

大気圧 85～110kPa（絶対圧） 
台風等による原子炉施
設への風影響を把握で
きる設計としている。 

気温 －10～40℃ 

設計基準温度（低外気
温）である－8.7℃が把
握できる設計としてい
る。 

海水温 0～50℃ 

設計基準温度（海水温
高）である 30℃が把握
できる設計としてい
る。 

湿度 0～100％ － 

雨量 0～80㎜ 

設計基準降水量である
77.9㎜（１時間値）を
把握できる設計として
いる。 

風向 
（ EL28.5m ， EL65m ，
EL130m） 

全方位 
（0～540°） 

台風等の影響の接近と
離散を把握できる設計
としている。 

風速（水平） 
（ EL28.5m ， EL65m ，
EL130m） 

0～60m/s(EL28.5m) 
（10分間平均値） 
0～30m/s 
(EL65m,EL130m) 
（10分間平均値） 

設計基準風速である
30m/s（10分間平均値）
を把握できるものとす
る。 

風速（鉛直） 
（EL.65m，EL.130m） 

－10～10m/s 
（10分間平均値） 

取水槽水位 EL.－9.3～10.7m 

基準津波による津波高
さ（下降側）である EL.
－7.2mを把握可能な設
計としている。 
なお，設計基準を超え
る津波による原子炉施
設への影響を把握する
ための設備としては監
視カメラを用いる設計
とする。（表 2.1－5） 

空間線量率 
（モニタリングポスト 
No.1～6） 

101～108nGy/h 

「発電用軽水型原子炉
施設における事故時の
放射線計測に関する審
査指針」に定める測定
上限値（108nGy/h）を
満足する設計とする。 

 

 

：ＤＢ範囲 
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2.2 酸素濃度計等について 

  2.2.1 酸素濃度・二酸化炭素濃度計の設備概要 

     外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した

場合に，酸素濃度，二酸化炭素濃度が事故対策のため

の活動に支障がない範囲にあることを正確に把握する

ため，6号炉及び7号炉中央制御室には酸素濃度・二酸

化炭素濃度計を各号炉毎に１台配備している。 

 

表 2.2-1 酸素濃度・二酸化炭素濃度計の概要 
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：ＳＡ範囲 

 

 

 

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計ついて 

2.2.1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の設備概要 

外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場合

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が事故対策のための活動

に支障がない範囲にあることを正確に把握するため，中央

制御室に酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を配備する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概要を第 2.2－1 表に

示す。 

第 2.2－1表 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概要 
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：ＳＡ範囲 

  

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計について 

2.2.1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の設備概要 

    外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場

合に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が事故対策のための活

動に支障がない範囲にあることを正確に把握するため，中

央制御室には酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を配備し

ている。 

 

表 2.2－1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概要 

機器名称及び
外観 

仕様等 

酸素濃度計 検知原理 ガルバニ式 

検知範囲 0.0～25.0vol％ 

表示精度 ±0.5vol％ 

電源 

電源：乾電池（単三×２本） 
測定可能時間：約 15,000時間 
（乾電池切れの場合，乾電池交
換を実施する。） 

個数 
１個（故障時及び保守点検によ
る待機除外時のバックアップ用
として予備１個を保有する。） 

二酸化炭素濃

度計 

 

検知原理 ＮＤＩＲ（非分散型赤外線） 

検知範囲 0～10,000ppm 

表示精度 ±500ppm 

電源 

電源：乾電池（単四×２本） 

測定可能時間：約７時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交

換を実施する。） 

個数 

１個（故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用

として予備１個を保有する。） 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6,7，東海第二】 

 

・設備仕様の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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2.2.2 酸素濃度，二酸化炭素濃度の管理 

     酸素濃度・二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度，二

酸化炭素濃度管理は，労働安全衛生法及びJEAC4622-2009

「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関す

る規程」に基づき，酸素濃度が18%を下回るおそれがある

場合，又は二酸化炭素濃度が0.5%を上回るおそれがある

場合に，外気をフィルタにて浄化しながら取り入れる運

用としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省リーフレット「なくそう！酸素欠乏症・硫化

水素中毒」） 
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：ＳＡ範囲 

 

2.2.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度の管理 

「労働安全衛生法」，ＪＥＡＣ4622－2009「原子力発電所

中央制御室運転員等の事故時被ばくに関する規定」及び「鉱

山保安法施行規則」を踏まえ，酸素濃度が 19％を下回るお

それのある場合又は二酸化炭素濃度が 1.0％を上回るおそれ

のある場合に，外気をフィルタで浄化しながら取り入れる

運用とする。なお，法令要求等における酸素濃度及び二酸

化炭素濃度の基準値は，以下のとおりである。 

「酸素濃度の人体への影響について」を第 2.2－2 表に，

「二酸化炭素濃度の人体への影響について」を第 2.2－3 表

に示す。 

(1) 酸素濃度 
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：ＳＡ範囲 

 

 2.2.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度の管理 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度及

び二酸化炭素濃度管理は，「労働安全衛生法」，

JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被

ばくに関する規程」に基づき，酸素濃度が 18％を下回るお

それがある場合，又は二酸化炭素濃度が 0.5％を上回るお

それがある場合に，外気をフィルタにて浄化しながら取り

入れる運用としている。 

 

酸素欠乏症等防止規則 （一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において， 次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

一 酸素欠乏空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態を

いう。 

（換気） 

第五条 事業者は，酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は，当

該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上（第二

種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては，空気中の酸素の濃度を十

八パーセント以上，かつ，硫化水素の濃度を百万分の十以下）に保つ

ように換気しなければならない。ただし，爆発，酸化等を防止するた

め換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著し

く困難な場合は，この限りでない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省リーフレット「なくそう！酸素欠乏症・硫

化水素中毒」） 
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：ＳＡ範囲 

 

 

 

酸素欠乏症等防止規則 （一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において，次の各号に掲げる用語の意義は，

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満で

ある状態をいう。 

（換気） 

第五条 事業者は，酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる

場合は，当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パ

ーセント以上（第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあって

は，空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上，かつ，硫化

水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しなければ

ならない。ただし，爆発，酸化等を防止するため換気するこ

とができない場合又は作業の性質上換気することが著しく

困難な場合は，この限りでない。 
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(2) 二酸化炭素濃度 

 

 

 

第 2.2－3表 二酸化炭素濃度の人体への影響について（［出典］

消防庁「二酸化炭素消火設備の安全対策について

（通知）」平成 8年 9月 20日） 
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JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ば

くに関する規程」（一部抜粋） 

【付属書解説2.5.2】事故時の外気の取り込み 

中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には，中央制

御室内のCO2濃度の上昇による運転員の操作環境の劣化防止の

ために外気を取り込む場合がある。 

(1) 許容CO2濃度 

事務所衛生基準規則（昭和47年労働省令第43号，最終改正平成

16年3月30日厚生労働省令第70号）により，事務室内のCO2濃度

は100万分の5000（0.5％）以下と定められており，中央制御室

のCO2濃度もこれに準拠する。したがって，中央制御室居住性

の評価にあたっては，上記濃度（0.5％）を許容濃度とする。 
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：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被

ばくに関する規程」（一部抜粋） 

【付属書解説2.5.2】事故時の外気の取り込み 

中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には，中

央制御室内のCO2濃度の上昇による運転員の操作環境の劣化

防止のために外気を取り込む場合がある。 

(1) 許容CO2濃度 

事務所衛生基準規則（昭和47年労働省令第43号，最終改正

平成16年3月30日厚生労働省令第70号）により，事務室内の

CO2濃度は100万分の5000（0.5%）以下と定められており，

中央制御室のCO2濃度もこれに準拠する。したがって，中央

制御室居住性の評価にあたっては，上記濃度（0.5%）を許

容濃度とする。 
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2.3 汚染の持ち込み防止について 

   中央制御室には，中央制御室の外側が放射性物質により汚

染したような状況下において，中央制御室への汚染の持ち込

みを防止するため，モニタリング及び作業服の着替え等を行

うためのチェンジングエリアを設ける。 

チェンジングエリアは，中央制御室に待機していた要員

が，中央制御室外で作業を行った後，再度，中央制御室に入

室する際等に利用する。 

チェンジングエリアは，要員の被ばく低減の観点からコ

ントロール建屋内，かつ中央制御室陽圧化バウンダリに隣接

した場所に設営する。また，チェンジングエリア付近の全照

明が消灯した場合を想定し，乾電池内蔵型照明を配備する。

中央制御室のチェンジングエリア設営場所及び概略図を図

2.3-1に示す。 

また，チェンジングエリアの設営は，保安班員 2名で，約 60分を

想定している。チェンジングエリアの設営のタイムチャートを図

2.3-2 に示す。 

：

ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 中央制御室チェンジングエリア設営場所及び概略図 

 

：ＳＡ範囲 

2.3 汚染の持ち込み防止について 

中央制御室には，中央制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，中央制御室への汚染の持ち

込みを防止するため，身体の汚染検査及び防護具の脱衣等を

行うためのチェンジングエリアを設ける。 

チェンジングエリアは，中央制御室外で作業を行った要

員が，中央制御室に入室する際等に利用する。 

チェンジングエリアは，要員の被ばく低減の観点から原

子炉建屋内で中央制御室バウンダリに隣接した場所である

空調機械室内に設営する。また，チェンジングエリア付近の

全照明が消灯した場合を想定し，可搬型照明（ＳＡ）を配備

する。中央制御室のチェンジングエリア設営場所及び概要図

を第 2.3－1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3－1図 中央制御室チェンジングエリア設営場所及び概要   

       図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

2.3 汚染の持ち込み防止について 

中央制御室には，中央制御室の外側が放射性物質により汚

染したような状況下において，中央制御室への汚染の持ち込

みを防止するため，モニタリング及び作業服の着替え等を行

うためのチェンジングエリアを設ける。 

チェンジングエリアは，中央制御室に待機していた要員

が，中央制御室外で作業を行った後，再度，中央制御室に入

室する際等に利用する。 

チェンジングエリアは，要員の被ばく低減の観点からター

ビン建物内，かつ中央制御室正圧化バウンダリに隣接した場

所に設営する。また，チェンジングエリア付近の全照明が消

灯した場合を想定し，チェンジングエリア用照明を配備す

る。中央制御室のチェンジングエリア設営場所及び概略図を

図 2.3－1に示す。 

また，チェンジングエリアの設営は，緊急時対策要員２

名で，２時間以内を想定している。チェンジングエリアの設

営のタイムチャートを図2.3－2 に示す。 

 

 

図 2.3－1 中央制御室チェンジングエリア設営場所及び概略図 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は設営時間

を２時間と想定 

（図 2.3－2 タイムチャ

ートに示す） 
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図 2.3-2 チェンジングエリアの設営のタイムチャート 
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図 2.3－2 チェンジングエリアの設営のタイムチャート 
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：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載内容の相違 

【東海第二】 

島根 2 号炉及び柏崎は

チェンジングエリアの

設営タイムチャートを

記載 

83



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 2.4 炉心の著しい損傷が発生した場合に運転員がとどまるため

の設備について 

  2.4.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御室に

運転員がとどまる居住性を確保するため，遮蔽設備及び陽圧化

設備を備えた中央制御室及び中央制御室待避室を設置する。 

 

 

 

 

 

中央制御室は，6 号及び7 号炉中央制御室換気空調系の隔離

ダンパを閉操作し，中央制御室可搬型陽圧化空調機により，中

央制御室換気空調系バウンダリに放射性物質を浄化した外気

を供給することで，中央制御室換気空調系バウンダリ全体を陽

圧化可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

中央制御室待避室は，陽圧化装置により中央制御室換気空調

系バウンダリ内の遮蔽に囲まれた気密空間を陽圧化し，外気の

流入を一定時間完全に遮断することで，重大事故発生後の格納

容器圧力逃がし装置を作動させる際のプルームの影響による

運転員の被ばくを低減することが可能な設計とする。 

 

中央制御室待避室は炉心の著しい損傷が発生した場合の格

納容器圧力逃がし装置を作動させる際の中央制御室内執務の

運転員及び現場操作対応の運転員を収容することに加え，重大

事故等の事故シーケンスを組み合わせた場合においても，関係

する6号及び7号炉運転員数18名に予備要員の余裕を持たせた

合計20名を収容可能な設計とし， かつ十分な資機材類を配備

する設計とする。 

：ＳＡ範囲 

2.4 重大事故が発生した場合に運転員がとどまるための設備

について 

2.4.1 概要 

重大事故等が発生した場合においても中央制御室に運転員

がとどまるために必要な設備として，遮蔽設備，換気系設備，

通信連絡設備，データ表示装置（待避室），照明設備，酸素濃

度計及び二酸化炭素濃度計を中央制御室に設置又は保管する。 

 

中央制御室は，周囲に遮蔽が設置されており，重大事故等が

発生した場合に中央制御室換気系給排気隔離弁により外気と

の連絡口を遮断し，空気調和機ファン及びフィルタ系ファンに

よる高粒子フィルタ及びチャコールフィルタを通した閉回路

循環方式とし，運転員を過度の被ばくから防護する設計とす

る。 

 

 

 

原子炉建屋ガス処理系は，原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維

持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に

漏えいした放射性物質を含む気体を非常用ガス処理系排気筒

から排気することで，運転員を過度の被ばくから防護する設計

とする。 

中央制御室待避室は，中央制御室内に設置し，中央制御室待

避室空気ボンベユニットにより中央制御室待避室内の遮蔽に

囲まれた空間を正圧化し，外気の流入を一定時間完全に遮断す

ることで，重大事故発生後に格納容器圧力逃がし装置を作動さ

せる際のプルームの影響による運転員の被ばくを低減するこ

とが可能な設計とする。 

また，中央制御室待避室は，重大事故時に格納容器圧力逃が

し装置を作動させた場合においても，中央制御室にとどまる必

要のある最低限の要員である 3名を収容可能な設計とする。 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 2.4 炉心の著しい損傷が発生した場合に運転員がとどまるため

の設備について 

 2.4.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御室に運

転員がとどまるために必要な設備として，遮蔽設備，換気系設備，

通信連絡設備，プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避

室），照明設備，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を中央制御室

に設置又は保管する。 

中央制御室は，周囲に遮蔽が設置されており，炉心の著しい損

傷が発生した場合に中央制御室換気系給排気隔離弁又は中央制

御室外気取入調節弁により外気との連絡口を遮断し，再循環用フ

ァン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファンによるチャコ

ール・フィルタ・ユニットを通した系統隔離運転若しくは，チャ

コール・フィルタ・ユニットにより放射性物質を浄化した外気を

供給することで中央制御室バウンダリを正圧化する加圧運転を

行う事により，運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。 

 

 非常用ガス処理系は，原子炉建物原子炉棟内を負圧に維持する

とともに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に漏えいし

た放射性物質を含む気体を排気筒に沿わせて設ける排気管から排

気することで，運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。 

 

    中央制御室待避室は，中央制御室内に設置し，中央制御室待避

室正圧化装置により中央制御室バウンダリ内の遮蔽に囲まれた

気密空間を正圧化し，外気の流入を一定時間完全に遮断すること

で，重大事故発生後の格納容器フィルタベント系を作動させる際

のプルームの影響による運転員の被ばくを低減することが可能

な設計とする。 

    中央制御室待避室は，炉心の著しい損傷が発生した場合の格納

容器フィルタベント系を作動させる際の中央制御室内執務の運

転員及び現場操作対応の運転員合計５名を収容可能な設計とし，

かつ十分な資機材類を配備する設計としている。（各事故シーケ

ンスにおける運転員の対応要員数については，「3.6 中央制御

室待避室の収容性」に示す。） 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は系統隔離

運転と加圧運転どちら

も実施可能なように設

備及び手順を整備する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系について記載 

【東海第二】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系排気管の設置

状況を詳細に記載 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉の対応要員

数は「3.6 中央制御室

待避室の収容性」に示す

５名とする 

（以下，④の相違） 
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（事故シーケンスの組み合わせについては，「3.6事故シーケ

ンスの組み合わせと待避室の収容性」に示す。） 

 また，中央制御室待避室には，酸素濃度・二酸化炭素濃度計，

可搬型エリアモニタを配備することで，居住性確保ができてい

ることを常時確認できる設計とする。可搬型蓄電池内蔵型照

明，乾電池内蔵型照明，データ表示装置，通信連絡設備を配備

することで，中央制御室待避室においても継続的にプラントの

監視を行うことが可能な設計とし，必要に応じ中央制御室制御

盤でのプラント操作を行うことができる設計とする。 

 

中央制御室及び中央制御室待避室の陽圧化設備の系統概要を

図2.4-1に，陽圧化バウンダリを図2.4-2に示す。なお6号炉及び

7号炉中央制御室を構成する，各号炉の上部中央制御室エリア

（コントロール建屋2F T.M.S.L. +17.3m）と下部中央制御室エ

リア（コントロール建屋1F T.M.S.L.+12.3m）とは，各号炉の中

央制御室換気空調系ダクトにて接続された設計としており，上

部中央制御室・下部中央制御室一体となった中央制御室陽圧化

バウンダリを構成する。 
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中央制御室及び中央制御室待避室は，酸素濃度計及び二酸化

炭素濃度計により，居住性を確保していることの確認が可能な

設計とする。また，中央制御室に保管している可搬型照明（Ｓ

Ａ）及びデータ表示装置（待避室）を中央制御室待避室に設置

することで，継続的にプラントの監視を行うとともに，通信連

絡設備により外部との連絡を可能とし，必要に応じて中央制御

室制御盤でのプラント操作を行うことができる設計とする。 
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また，中央制御室及び中央制御室待避室には，酸素濃度計，二

酸化炭素濃度計及び電離箱サーベイ・メータを配備することで，

居住性が確保できていることを常時確認できる設計とする。ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ），プラントパラメータ監視装置（中

央制御室待避室）及び通信連絡設備を配備することで，中央制御

室待避室においても継続的にプラントの監視を行うことが可能

な設計とする。中央制御室待避室への待避期間中における運転操

作は不要であるが，万一，運転操作が必要となった場合には，必

要な防護具類を着用した上で，中央制御室待避室から退出，制御

盤での操作を行い，操作終了後，速やかに中央制御室待避室へ移

動する。 

    中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置の系統概

要を図 2.4－1に，正圧化バウンダリを図 2.4－2に示す。 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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図 2.4-1 中央制御室及び中央制御室待避室の陽圧化設備 系統

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-2 中央制御室及び中央制御室待避室の陽圧化バウンダリ

図 
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図 2.4－1 中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置 

系統概要図 

 

図 2.4－2 中央制御室及び中央制御室待避室の正圧化バウンダリ

図 
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  2.4.2 中央制御室及び中央制御室待避室陽圧化バウンダリの

設計差圧 

     中央制御室及び中央制御室待避室陽圧化バウンダリ

は，配置上，動圧の影響を直接受けない屋内に設置され

ているため，室内へのインリークは隣接区画との温度差

によるものと考えられる。 

     低温及び高温の設計基準については，観測記録（気象

庁アメダス）年超過確率評価を踏まえ最低気温が最も小

さく，及び最高気温が最も大きくなる値を設計基準とし

て定めた。評価の結果，統計的な処理による年超過確率

10- 4の値として最低気温は-15.2℃，及び最高気温は

38.8℃となった。 

中央制御室及び中央制御室待避室陽圧化バウンダリ

の設計に際しては，重大事故等時の室内の温度を中央制

御室のあるコントロール建屋の設計最高温度40℃，隣接

区画を年超過確率10- 4 の値よりも厳しい最低温度

-17.0℃と仮定すると，中央制御室及び中央制御室待避室

の階層高さは最大6mであるため，以下のとおり約15Paの

圧力差があれば，温度の影響を無視できると考えられる。 

 

     ⊿ P＝{(-17.0℃の乾き空気密度)－(＋40℃の乾き空

気の密度)}×階層高さ 

       ＝（1.378－1.127）×6 

       ＝1.506kg/m2 

       ≒15Pa 

 

     このため，陽圧化バウンダリの必要差圧は設計裕度を

考慮して隣接区画＋20Paとする。 

 

 

 

 

  

 

：

：ＳＡ範囲 

 

2.4.2 中央制御室待避室正圧化バウンダリの設計差圧 

 

中央制御室待避室正圧化バウンダリは，配置上，動圧の影

響を直接受けない屋内に設置されているため，中央制御室待

避室内へのインリークは隣接区画との温度差によるものと

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時の中央制御室待避室内の温度を中央制御室

の設計最高温度である 48.9℃，隣接区画の温度を外気の設計

最低温度である－12.7℃と仮定すると，中央制御室待避室の

天井高さは最大約 2m であるため，以下のとおり約 5.1Pa

［gage］の圧力差があれば，温度の影響を無視できると考え

られる。 

 

 

⊿Ｐ＝｛（－12.7℃の乾き空気密度［kg／m３］）－（＋48.9℃

の乾き空気の密度［kg／m３］）｝×天井高さ［m］ 

＝（1.3555［kg／m３］－1.0963［kg／m３］）×2［m］ 

＝0.5184［kg／m２］ 

≒5.1［Pa［gage］］ 

 

このため，正圧化バウンダリの必要差圧は，設計裕度を考慮

して隣接区画＋10Pa［gage］とする。 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 2.4.2 中央制御室及び中央制御室待避室正圧化バウンダリの設

計差圧 

    中央制御室及び中央制御室待避室正圧化バウンダリは，

配置上，動圧の影響を直接受けない屋内に設置されている

ため，室内へのインリークは隣接区画との温度差によるも

のと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

    重大事故等発生時の室内の温度を中央制御室のある制御

室建物の設計最高温度 40℃，隣接区画を外気の設計最低温

度－8.7℃と仮定すると，中央制御室の階層高さは最大約

5.2ｍであるため，以下のとおり約 11Paの圧力差があれば，

温度の影響を無視できると考えられる。 

 

 

 

   ⊿Ｐ＝｛（－8.7℃の乾き空気密度［kg／m３］）－（40℃の

乾き空気密度［kg／m３］）｝×重力加速度[m/s

２]×階層高さ［m］ 

     ＝（1.335［kg／m３］－1.127［kg／m３］）×9.8[m/s

２]×5.2［m］ 

     ＝10.60[N/m２] ≒11[Pa] 

    このため，中央制御室正圧化バウンダリの設計差圧は設

計裕度を考慮して図 2.4-3のように，＋20Pa以上とする。 

 

 

図 2.4－3 中央制御室 正圧化圧力 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】

６条 自然現象に係る設

計基準の考え方の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉の気象条件

及び階層高さを適用 

 

 

 

 

・設計条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】  

島根２号炉の設計条件

を記載 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】  

島根２号炉の設計条件

による設計差圧。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外気 

中央制御室：外気に対して＋20Pa以上 
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また，中央制御室は隣接区画からのインリークを防止し，中央

制御室待避室は中央制御室及び隣接区画からのインリークを防

止する設計とし，中央制御室及び中央制御室待避室陽圧化バウン

ダリの設計差圧は図2.4-3のように，中央制御室を20Pa以上40Pa

未満，中央制御室待避室を60Pa以上とする。 

：

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-3 中央制御室及び中央制御室待避室 陽圧化圧力 

 

 

 

 

 

 

： 

：

：ＳＡ範囲 

 

 

    また，重大事故等発生時の中央制御室待避室内の温度を

中央制御室のある制御建物の設計最高温度 40℃，隣接区画

を外気の設計最低温度－8.7℃，中央制御室待避室の階層高

さを約 2.5ｍと仮定すると，以下のとおり約６Pa の圧力差

があれば，温度の影響を無視できると考えられる。 

   ⊿Ｐ＝｛（－8.7℃の乾き空気密度［kg／m３］）－（40℃の

乾き空気密度［kg／m３］）｝×重力加速度[m/s２]×

階層高さ 

     ＝（1.335［kg／m３］－1.127［kg／m３］）×9.8[m/s

２]×2.5［m］ 

     ＝5.1[N/m２] ≒６[Pa] 

    このため，中央制御室待避室の設計差圧は設計裕度を考

慮して図 2.4-4のように中央制御室に対して＋10Pa以上と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 2.4－4 中央制御室待避室 正圧化圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉は中央制御

室待避室の設計差圧を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室 

中央制御室待避室 

中央制御室に対して＋10Pa 以上 
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 2.4.3 中央制御室の居住性確保 

 (1) 設計方針 

中央制御室は，放射性物質による室外からの放射線を遮蔽

するためコンクリート構造を有している。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合には外気取り入れのため

の隔離ダンパを全閉とし，中央制御室可搬型陽圧化空調機に

より希ガス以外の放射性物質をろ過した空気にて中央制御室

バウンダリ全体を陽圧化することで，重大事故等発生時に中

央制御室内へのフィルタを介さない外気の流入を防止可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

2.4.3 中央制御室の居住性確保 

(1) 設計方針 

中央制御室は，放射性物質による中央制御室外からの放射線

を遮蔽するためコンクリート構造を有している。通常時におい

て，中央制御室換気系は，外気を一部取り入れる再循環方式に

より空気調整を行っているが，重大事故等時においては，外気

取入れのための中央制御室換気系給排気隔離弁を全閉とし，中

央制御室換気系を閉回路循環方式とすることで，フィルタを介

さない外気の中央制御室内への流入を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉建屋ガス処理系により原子炉建屋原子炉棟内を

負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建屋原子

炉棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を非常用ガス処理

系排気筒から排気することで，運転員を過度の被ばくから防護

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 2.4.3 中央制御室の居住性確保 

 (1) 設計方針 

中央制御室は，放射性物質による室外からの放射線を遮蔽

するためコンクリート構造を有している。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合には，中央制御室換気系

により希ガス以外の放射性物質を浄化した空気にて中央制御

室バウンダリ全体を正圧化する加圧運転を行うことで，炉心

の著しい損傷発生時に中央制御室内へのフィルタを介さない

外気の流入を防止可能とするとともに，希ガスの大量放出が

想定される格納容器フィルタベント実施時には外気取入のた

めの中央制御室換気系給排気隔離弁を全閉とし，中央制御室

を系統隔離運転とすることで，中央制御室バウンダリを外気

から隔離可能な設計とする。 

 

 

 

また，非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟内を負

圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建物原子

炉棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を排気筒に沿わせ

て設ける排気管から排気することで，運転員を過度の被ばく

から防護する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6,7】 

②の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は系統隔離

運転と加圧運転どちら

も実施可能なように設

備及び手順を整備する 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系について記載。 

【東海第二】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系排気管の設置

状況を詳細に記載 
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中央制御室陽圧化バウンダリの出入口には二重扉構造の均

圧室を設け，出入りに伴う中央制御室内への放射性物質の侵

入を防止する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室の陽圧化装

置の系統概要を図 2.4-4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4-4 中央制御室換気空調系（陽圧化装置）系統概要図（炉心

の著しい損傷の発生時，プルーム通過前及びプルーム通

過後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室換気系及び

中央制御室待避室正圧化装置の系統概要を図 2.4－5に示す。 

 

 

図 2.4－5 中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置系

統概要図（１／２）（炉心の著しい損傷の発生時，プ

ルーム通過前及びプルーム通過後） 

 

図 2.4－5 中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置系

統概要図（２／２）（炉心の著しい損傷の発生時，プ

ルーム通過中） 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

・設備の相違 

【柏崎 6,7】 

②の相違 
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  (2) 遮蔽設備 

    中央制御室の遮蔽設備はコンクリート厚さ   の建屋

躯体と一体となった壁であり，放射性物質のガンマ線によ

る外部被ばくを低減する設計としている。図2.4-5に中央制

御室遮蔽位置を，また図2.4-6に中央制御室遮蔽の配置図を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-5 中央制御室遮蔽の概要（NS断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-6 中央制御室の遮蔽 配置図 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

(2) 遮蔽設備 

 中央制御室の遮蔽設備は，コンクリート厚さ     の建屋

躯体と一体となった壁であり，放射性物質のガンマ線による外部

被ばくを低減する設計とする。第 2.4－1図に中央制御室遮蔽の配

置図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4－1図 中央制御室遮蔽 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

  (2) 遮蔽設備 

   中央制御室の遮蔽設備は建物躯体と一体となった，コンク

リート厚さ  の壁，コンクリート厚さ  の天井及

びコンクリート厚さ の床であり，放射性物質のガンマ

線による外部被ばくを低減する設計としている。図 2.4－6に

中央制御室遮蔽位置を，また，図 2.4－7に中央制御室遮蔽及

び中央制御室待避室遮蔽の配置図を示す。 

 

 

 

図 2.4－6 中央制御室遮蔽の概要（ＥＷ断面） 

 

 

 

図 2.4－7 中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽 配置図 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 
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  (3) 可搬型陽圧化空調機 

   a．設計風量 

可搬型陽圧化空調機の設計風量は，中央制御室を陽圧化

する必要風量とし， JIS A 2201 送風機による住宅等の気

密性能試験方法に基づく気密性能試験を実施し決定した。 

 

試験結果を図2.4-7に示す。3回の測定結果から求まる回

帰曲線（通気特性式）より，中央制御室内を隣接区画＋20Pa

以上＋40Pa未満の範囲内で陽圧化する必要風量は     

未満となる。 

よって，設計風量は上記風量に設計裕度をもった4,500～

6,000m3/h（6号炉側から1,125～1,500m3/h/台×2台，7号炉

側から1,125～1,500m3/h/台×2台とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-7 中央制御室の気密性能試験結果 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

(3) 中央制御室換気系 

中央制御室換気系の系統概要図を，第 2.4－2図に示す。 

重大事故等時において，中央制御室換気系は，高性能粒子

フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室換

気系フィルタユニット並びに中央制御室換気系フィルタ系

ファンからなる非常用ラインを設け，外気との連絡口を遮断

し，中央制御室換気系フィルタユニットを通る閉回路循環方

式とし，運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。な

お，外気との遮断は，中央制御室換気系給気隔離弁 4個及び

中央制御室換気系排気隔離弁 2個の合計 6個により行い，全

交流動力電源喪失時にも常設代替交流電源設備である常設

代替高圧電源装置からの給電により，中央制御室からスイッ

チによる操作で弁の閉操作が可能な設計とする。また，中央

制御室排煙装置との隔離は，中央制御室換気系排煙装置隔離

弁 3個により行い，全交流動力電源喪失時にも常設代替交流

電源設備である常設代替高圧電源装置からの給電が可能な

設計とする。 

中央制御室換気系は，外気との遮断が長期にわたり，室内

の環境条件が悪化した場合には，外気を中央制御室換気系フ

ィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設

計とする。なお，中央制御室換気系については，常設代替交

流電源設備である常設代替高圧電源装置から受電するまで

の間は起動しないが，居住性に係る被ばく評価においては，

全交流動力電源喪失後，2時間後に起動することを条件とし

て評価しており，居住性を確保できることを確認している。 
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 (3) 中央制御室換気系 

  ａ．設計風量 

中央制御室バウンダリ全体を正圧化するために必要とな

る空気供給量は，中央制御室換気系差圧試験にて測定し決

定する。また大気間差圧は，大気基準点と中央制御室バウ

ンダリ内各測定点での気圧を気圧計にて同時測定を行っ

た。計測値は，大気圧基準点高さに補正算出した。 

試験結果を図 2.4－8に示す。中央制御室内を外気より＋

20Pa以上で正圧化する必要風量は m3/h以上となる。

よって，必要な空気供給量は上記風量に設計裕度をもった

17,500m3/hとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4－8 中央制御室の気密性能試験結果 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は設計風

量について記載。東海

第二が記載している

設備概要については，

「59 条原子炉制御室

3.16.2.2.1 設備概要

(1) 遮蔽及び換気設

備」に記載。 

・設計条件の相違 

【柏崎 6,7】 

②の相違 
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上記設計風量を満足する，可搬型陽圧化空調機の定格風量

及び設置台数，場所について表2.4-1 に示す。 

 

表 2.4-1 可搬型陽圧化空調機の仕様，及び台数 

 

 

 

 

 

 

 

   b．可搬型陽圧化空調機のフィルタ性能 

    可搬型陽圧化空調機の高性能フィルタ及び活性炭フィル

タの捕集効率を表 2.4-2に示す。活性炭フィルタは乾燥剤

を封入した密閉容器に保管することで， 通常時の捕集性能

劣化を防止する設計とする。 

 

表 2.4-2 可搬型陽圧化空調機のフィルタ捕集効率 

 

 

 

 

 

 

 

   c．機器構成 

    可搬型陽圧化空調機の機器概要図を図2.4-8に，可搬型陽

圧化空調機の設置及び保管エリアを図2.4-9に示す。可搬型

陽圧化空調機はブロワ及び中性能フィルタ，高性能フィル

タ，活性炭フィルタから構成し，6号炉及び7号炉中央制御

室にフィルタにより浄化した外気を供給することで中央制

御室陽圧化バウンダリ全体を陽圧化可能な設計とする。 
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【設備仕様】 

・中央制御室換気系空気調和機ファン 

台 数     1（予備 1） 

容 量     約42,500m３／h（1台当たり） 

・中央制御室換気系フィルタ系ファン 

  台 数     1（予備1） 

  容 量     約5,100m３／h（1台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室換気系フィルタユニット 

  型 式     高性能粒子フィルタ及びチャコー

ルフィルタ内蔵型 

  基 数     1（予備1） 

  粒子除去効率   99.97％以上（直径0.5μm以上の粒子） 

  よう素除去効率（総合除去効率）  97％以上 
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中央制御室換気系の容量，設置台数及び設置場所につ

いて表 2.4－1 に示す。 

 

表 2.4－1 中央制御室換気系の仕様及び台数 

設備 項目 仕様等 

再循環用ファ

ン 

容量及び設置台

数 

120,000m3/h/台×１台（予

備１台） 

設置場所 廃棄物処理建物２階 

チャコール・フ

ィルタ・ブース

タ・ファン 

容量及び設置台

数 

 32,000m3/h/台×１台（予

備１台） 

設置場所 廃棄物処理建物２階 

 

  ｂ．中央制御室換気系のフィルタ性能 

    中央制御室換気系の粒子用高効率フィルタ及びチャコー

ル・フィルタの除去効率を表 2.4－2に示す。 

 

 

表 2.4－2 中央制御室換気系のフィルタ除去効率 

種類 総合除去効率（％） 

粒子用高効率フィルタ 99.9（0.3μm粒子※１） 

チャコール・フィルタ 95（相対湿度 70％以下※２） 

※１：日本工業規格 JIS Z 4812-1975「放射性エーロゾル用高性

能エアフィルタ HEPA Filters for Radioactive Aerosols」

に基づき設定 

※２：非常用チャコール・フィルタ・ユニット入口の空気条件に

基づき設定 

  ｃ．機器構成 

    中央制御室換気系の機器概要図を図 2.4－9に，中央制御

室換気系の設置エリアを図 2.4－10 に示す。中央制御室換

気系は再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・

ファン及び非常用チャコール・フィルタ・ユニット（粒子

用高効率フィルタ及びチャコール・フィルタ）等から構成

し，中央制御室にフィルタにより浄化された空気を供給す

ることで中央制御室バウンダリ全体を正圧化可能な設計と

する。 

：ＳＡ範囲 

・設備の相違 

【柏崎 6,7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

  

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は設計条件

を記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は機器構成

を記載。 

・設備の相違 

【柏崎 6,7】 

②の相違 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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第 2.4－2図 中央制御室換気系 系統概要図（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室換気系を SA で使用す

るときの系統概要図を

示している。 
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図 2.4-8 可搬型陽圧化空調機 機器概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-9 可搬型陽圧化空調機の設置エリア 

： 

 

 

 

 

：

：ＳＡ範囲 

 

 

第 2.4－2図 中央制御室換気系 系統概要図（2／2） 
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図 2.4－9 中央制御室換気系 機器概要図 

 

 

 

 

 

図 2.4－10 中央制御室換気系の設置エリア 

 

： 
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   6 号炉及び 7 号炉中央制御室を構成する，各号炉の上部中

央制御室エリア（コントロール建屋 2F T.M.S.L.+17.3m）と

下 部 中 央 制 御 室 エ リ ア （ コ ン ト ロ ー ル 建 屋 1F 

T.M.S.L.+12.3m）とは，各号炉の中央制御室換気空調系ダク

トにて接続された設計とする。そのため 6 号炉及び 7 号炉中

央制御室それぞれにフィルタにより浄化した外気を供給する

ことで，上部中央制御室エリア，下部中央制御室エリアの中

央制御室陽圧化バウンダリ全体を陽圧化することができる設

計とする。 

 

  (4) 中央制御室換気空調系隔離ダンパ 

    炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室

を陽圧化するために閉操作する中央制御室換気空調系隔離

ダンパの系統概要図を図2.4-10に示す。操作対象の隔離ダ

ンパは，6号炉及び7号炉各々に給気側4弁，排気側2弁の合

計12弁あり，全交流動力電源喪失時においても，手動でダ

ンパ閉操作可能な構造となっている。 

    中央制御室換気空調系隔離ダンパの配置図を図2.4-11（7

号炉），図2.4-12（6 号炉）に示す。隔離ダンパ閉操作は、

中央制御室の隣の6号機中央制御室送･排風機室及び7号機

中央制御室送･排風機室で実施するためアクセス性に問題

はなく，隔離ダンパ閉操作もハンドルを閉側に回す作業の

みであり，各号炉運転員2 名により30 分程度で実施可能な

見込みである。 
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ｄ． 中央制御室換気系加圧運転操作に係る弁 

    炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室

バウンダリ全体を正圧化するために操作する弁の系統概要

図を図 2.4－11 に示す。操作対象の弁は，中央制御室外気

取入調節弁１弁，中央制御室給気隔離弁２弁あり，全交流

動力電源喪失時においても，手動で弁操作可能な構造とな

っている。 

    中央制御室換気系弁の配置図を図 2.4－12 に示す。中央

制御室給気隔離弁操作は，廃棄物処理建物２階の非常用チ

ャコール・フィルタ・ユニット室で実施するためアクセス

性に問題はなく，開操作もハンドルを開側に回す作業のみ

であり，現場運転員２名により実施可能な見込みである。

また中央制御室外気取入調節弁の操作は，中央制御室制御

盤で実施するためアクセス性に問題はなく，中央制御室運

転員１名により実施可能な見込みである。 

したがって上記の操作は，現場運転員２名及び中央制御

室運転員 1名にて 40分程度で実施可能な見込みである。 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉に下部中央

制御室はない 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は操作ダン

パについて記載。 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成が異なるため，

操作時間等も異なる。 
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図 2.4-10 中央制御室換気空調系隔離ダンパ 系統概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-11 中央制御室換気空調系隔離ダンパ 配置図（７号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-12 中央制御室換気空調系隔離ダンパ 配置図（６号炉） 
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図 2.4－11 中央制御室換気系弁 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4－12 中央制御室換気系弁 配置図 

   （原子炉建物地上２階及び地上４階） 
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・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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 (4) 原子炉建屋ガス処理系 

 

原子炉建屋ガス処理系は，炉心の著しい損傷が発生した場

合においても，原子炉格納容器から漏えいする放射性物質に

よる運転員の被ばくを低減するために設置している。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス処理系排風機，非常

用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系フィルタトレイ

ン，非常用ガス再循環系フィルタトレイン，配管・弁類，計

測制御装置等で構成する。 

原子炉建屋ガス処理系の概要図を第 2.4－3図に示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス処理系排風機により

原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持するとともに，原子炉格

納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした放射性物質

を含む気体を非常用ガス処理系排気筒から排気することで，

中央制御室の運転員の被ばくを低減する設計とする。 

 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機

は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に加

えて，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置か

らの給電が可能な設計とする。 

また，重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生し，

原子炉建屋ガス処理系を起動する際に，ブローアウトパネル

を閉止する必要がある場合には，ブローアウトパネル閉止装

置を電動で閉操作し，ブローアウトパネル開口部を閉止する

ことで，原子炉建屋原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を

維持し，中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばくから防

護する設計とする。なお，ブローアウトパネル閉止装置は，

人力での閉操作も可能な設計とする。 

 

 

ブローアウトパネル閉止装置は，常設代替交流電源設備で

ある常設代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

(4) 非常用ガス処理系及び原子炉建物ブローアウトパネル閉止

装置 

非常用ガス処理系は，炉心の著しい損傷が発生した場合

においても，原子炉格納容器から漏えいする放射性物質に

よる運転員の被ばくを低減するために設置している。 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファン，前

置ガス処理装置，後置ガス処理装置，配管・弁類，計測制

御装置等で構成する。 

 

非常用ガス処理系の概要図を図 2.4－13 に示す。 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファンによ

り原子炉建物原子炉棟内を負圧に維持するとともに，原子

炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に漏えいした放射性

物質を含む気体を排気筒に沿わせて設ける排気管から排気

することで，中央制御室の運転員の被ばくを低減する設計

とする。 

非常用ガス処理系排気ファンは，非常用交流電源設備で

ある非常用ディーゼル発電機に加えて，常設代替交流電源

設備であるガスタービン発電機からの給電が可能な設計と

する。 

また，重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生

し，非常用ガス処理系を起動する際に，原子炉建物燃料取

替階ブローアウトパネル閉止装置（以下，「ブローアウト

パネル閉止装置」という。）を電動で閉操作することで，

原子炉建物原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を維持

し，中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばくから防護

する設計とする。なお，ブローアウトパネル閉止装置は，

人力での閉操作も可能な設計とする。 

ブローアウトパネル閉止装置は，常設代替交流電源設備

であるガスタービン発電機から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は非常用

ガス処理系及びブロー

アウトパネル閉止装置

により原子炉格納容器

から漏えいする空気中

の放射性物質の濃度を

低減することを記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉に非常用ガ

ス再循環系に該当する

設備はない 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系排気管の設置

状況を詳細に記載 

 

 

・操作判断基準の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の原子炉

建物燃料取替階ブロー

アウトパネル閉止装置

の閉止操作は次の条件

が全て成立した場合。 

○原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが破損した状

況において，漏えい箇所

の隔離及び原子炉圧力

容器の減圧が完了して

いること 

○非常用ガス処理系が

運転中又は起動操作が
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【設備仕様】 

・非常用ガス処理系排風機 

  種 類     遠心型 

  容 量     3,570m３／h 

  台 数     1（予備1） 

 

  

 

 

・非常用ガス再循環系排風機 

  種 類     遠心型 

  容 量     17,000m３／h 

  台 数     1（予備1） 

 

・ブローアウトパネル閉止装置 

  個 数     10 
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【設備仕様】 

・非常用ガス処理系排気ファン 

種類    遠心型 

容量    4,400m３／h／台 

台数    1（予備1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

個数    ２ 
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必要な状況であること 

○当直副長が炉心損傷

を判断していること 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は非常用

ガス処理系及びブロー

アウトパネル閉止装置

により原子炉格納容器

から漏えいする空気中

の放射性物質の濃度を

低減するため記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉に非常用ガ

ス再循環系に該当する

設備はない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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第 2.4－3図 原子炉建屋ガス処理系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

図 2.4－13 非常用ガス処理系 系統概要図 
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：

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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  2.4.4 中央制御室待避室の居住性確保 

  (1) 設計方針 

 炉心の著しい損傷の発生時に格納容器圧力逃がし装置を作動

させる場合においては，中央制御室待避室を陽圧化装置により

陽圧化するとともに，中央制御室を可搬型陽圧化空調機により

陽圧化する設計とする。これにより，中央制御室バウンダリ内

への希ガスを除く放射性物質の流入を低減できる設計とするこ

とで， 待避室にとどまる間，中央制御室内に取り込んだ放射性

物質からの直接線影響の低減を図るとともに，待避室から中央

制御室バウンダリへ出る場合において，マスクを着用しなくて

も放射性物質の体内への取込みを低減可能な設計とする。 

 中央制御室待避室はコンクリート壁又は鉛等により遮蔽性能

を高めた設計とする。また中央制御室待避室は気密性を高めた

設計とするとともに，陽圧化装置により中央制御室待避室を陽

圧化し，中央制御室待避室内への外気流入を一定時間完全に遮

断することで居住性を高めた設計とする。陽圧化装置は，自主

対策設備として，屋外から可搬型のカードル式空気ボンベユニ

ットを接続することで， 空気ボンベ容量を追加可能な設計とす

る。 

 

 

 ここで，陽圧化の差圧は，中央制御室とコントロール建屋，

中央制御室待避室とコントロール建屋の差圧を差圧計により，

2.4.2項に示す陽圧化設計圧力値を監視することとし，コントロ

ール建屋と中央制御室との間，及び中央制御室と中央制御室待

避室との間の差圧は均圧室の扉を閉めることにより確保する設

計とする。 

 なお，中央制御室待避室の陽圧化装置の系統概要を図2.4-13

に，カードル式空気ボンベユニットの配置図を図2.4-14に示す。 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

2.4.4 中央制御室待避室の居住性確保 

(1) 設計方針 

中央制御室待避室は，鉛又はコンクリート壁等により遮蔽

性能を高めた設計とする。また，中央制御室待避室は，気密

性を高めた設計とするとともに，中央制御室待避室空気ボン

ベユニット（空気ボンベ）により中央制御室待避室を正圧化

し，中央制御室待避室内への外気流入を防止することで居住

性を高めた設計とする。 

重大事故発生後に格納容器圧力逃がし装置を作動させる

場合においては，中央制御室待避室を中央制御室待避室空気

ボンベユニット（空気ボンベ）により正圧化することで，放

射性物質の中央制御室待避室内への流入を防ぎ，中央制御室

にとどまる運転員の被ばくを低減する設計とする。また，

2.4.2項に示す中央制御室待避室正圧化の設計差圧であるこ

とを確認するため，中央制御室待避室差圧計を設置する。 
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 2.4.4 中央制御室待避室の居住性確保 

 (1) 設計方針 

   炉心の著しい損傷発生時に格納容器フィルタベント系を作

動させる場合においては，中央制御室待避室を空気ボンベに

より正圧化するとともに，中央制御室を中央制御室換気系に

より正圧化することで，中央制御室の遮蔽内への希ガスを除

く放射性物質を低減し，中央制御室待避室での滞在中に中央

制御室に取り込んだ放射性物質からの直接線影響の低減，及

び放射性物質の体内への取り込みを低減可能な設計とする。 

 

 

   中央制御室待避室は鉛等により遮蔽性能を高めた設計とす

る。また，中央制御室待避室は気密性を高めた設計とすると

ともに，中央制御室待避室正圧化装置により中央制御室待避

室を正圧化し，中央制御室待避室内への外気流入を防止する

ことで居住性を高めた設計とする。 

 

 

 

 

 

   ここで，正圧化の差圧は，中央制御室と外気，中央制御室

待避室と中央制御室の差圧を差圧計により，2.4.2 項に示す

正圧化設計圧力値を監視することとし，外気と中央制御室と

の間，及び中央制御室と中央制御室待避室との間の差圧は扉

を閉めることにより確保する。 

 

   なお，中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置

の概要を図 2.4－14に示す。 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は鉛等によ

り十分な遮蔽を確保す

る（以下⑤の相違） 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は待避室か

ら中央制御室に出る場

合はマスクを着用する 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は SA 設備で

ある中央制御室待避室

空気ボンベで十分なボ

ンベ容量を確保してい

る（以下，⑥の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉では中央

制御室との差圧を監視

する 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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図 2.4-13 中央制御室換気設備の系統概要図（重大事故発生時，

プルーム通過中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-14 カードル式空気ボンベユニット配置場所 
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   図 2.4－14 中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装 

置の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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  (2) 収容人数及び設置場所 

    中央制御室待避室の収容人数は，６号炉，７号炉運転員

数 18 名に予備要員の余裕を持たせた合計 20 名が収容可能

な設計とする。中央制御室待避室のレイアウトを図 2.4-15

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-15 中央制御室待避室 レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：
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(2) 収容人数及び設置場所 

格納容器圧力逃がし装置作動中は，中央制御室にはプラン

トの状態監視等に必要な最低限の要員を残すこととしてお

り，中央制御室待避室は 3名を収容できる設計とする。 

運転員が中央制御室待避室に待避している間，プラントの

運転操作は行わないことを基本とするが，操作が必要な事象

が発生した場合には即座に対応できるように，中央制御室内

に中央制御室待避室を設置する。中央制御室待避室の設置場

所を第 2.4－4図に，中央制御室待避室の概要図を第 2.4－5

図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4－4図 中央制御室待避室 設置場所 
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 (2) 収容人数及び設置場所 

   中央制御室待避室の収容人数は，中央制御室運転員数５名

が収容可能な設計とする。中央制御室待避室のレイアウトを

図 2.4－15に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

     

     注：レイアウトについては，訓練等で有効性を確認し， 

 適宜見直していく。 

図 2.4－15 中央制御室待避室レイアウト 
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・申請号炉数の相違  

【柏崎 6,7】 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】

④の相違 
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第 2.4－5図 中央制御室待避室 概要図 
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  (3) 遮蔽設備 

    中央制御室待避室の壁は，コンクリート    mm，若

しくはそれと同等以上の遮蔽能力を期待できる鉛壁（一部，

可搬遮蔽装置），若しくはコンクリート・鉛の複合壁とし，

放射性物質のガンマ線による外部被ばくを低減する設計と

する。概要は図 2.4-15に示すとおり。 

 

  (4) 陽圧化装置 

   a．系統構成 

    中央制御室待避室の陽圧化装置の系統概要図を図 2.4-16

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-16 陽圧化装置 系統概要図 
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(3) 遮蔽設備 

中央制御室待避室の壁は，鉛壁 20mm と同等以上の遮蔽

能力を期待できるコンクリート壁とし，放射性物質のガン

マ線による外部被ばくを低減する設計とする。また，発電

長等が出入りする扉については遮蔽扉を設置する。 

 

 

(4) 中央制御室待避室空気ボンベユニット 

ａ．系統構成 

中央制御室待避室空気ボンベユニットの概要図を第

2.4－6図に示す。空気ボンベから減圧ユニットを介し，

流量計ユニットにより一定流量の空気を中央制御室待避

室内へ供給する。中央制御室待避室内は，微差圧調整ダ

ンパにより正圧を維持する。また，中央制御室待避室内

が微正圧であることを確認するため，中央制御室待避室

差圧計を設置する。 

 

第 2.4－6図 中央制御室待避室空気ボンベユニット 概要図 
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 (3) 遮蔽設備 

   中央制御室待避室の壁は，鉛    と同等以上の遮蔽

能力を期待できる金属壁とし，放射性物質のガンマ線による

外部被ばくを低減する設計とする。また，運転員が出入りす

る扉については気密性を持った遮蔽扉を設置する。概要は図

2.4－15に示すとおり。 

 

 (4) 中央制御室待避室正圧化装置 

  ａ．系統構成 

    中央制御室待避室正圧化装置の系統概要図を図 2.4－16

に示す。空気ボンベから減圧弁を介し，流量調整弁により

一定流量の空気を中央制御室待避室内へ供給する。中央制

御室待避室内は，予め開度調整した排気隔離弁により正圧

を維持する。また，中央制御室待避室内が微正圧であるこ

とを確認するため，中央制御室待避室差圧計を設置する。 

 

 

図 2.4－16 中央制御室待避室正圧化装置 系統概要図 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は待避室内

の正圧化概要を記載。 
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   b．必要空気供給量 

    ①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

     ・収容人数：n＝20名 

 

 

     ・許容二酸化炭素濃度：C＝0.5%（労働安全衛生規則） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・大気二酸化炭素濃度：C0＝0.039%（標準大気の二酸

化炭素濃度） 

     ・呼吸による二酸化炭素発生量：M＝0.022m3/h/人（空

気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐出

し量） 

     ・必要換気量：Q1＝100×M×n／（C－C0）m3/h（空気調

和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換気量） 

     Q1＝100×0.022×20÷(0.5－0.039) 

      ＝95.45 

      ≒95.5m3/h  

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

ｂ．必要空気供給量 

①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：ｎ＝3［名］ 

 

 

・許容二酸化炭素濃度：Ｃ＝0.5［％］（ＪＥＡＣ4622－2009） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空気ボンベ中の二酸化炭素濃度：Ｃ０＝0.0336［％］ 

 

 

・呼吸により排出する二酸化炭素量：Ｍ＝0.022［m３／h／人］ 

（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐出し量） 

 

・必要換気量：Ｑ１＝100×Ｍ×ｎ／（Ｃ－Ｃ０）［m３／h］ 

（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換気量） 

Ｑ１＝100×0.022×3÷（0.5－0.0336） 

＝14.15 

≒14.2［m３／h］ 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

  ｂ．必要空気供給量 

    ① 二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

      ・収容人数 ｎ＝５名 

 

      ・許容二酸化炭素濃度 

       Ｃ＝1.0％※（鉱山保安法施行規則） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ・空気ボンベ二酸化炭素濃度 

       C0＝0.03％（空気調和・衛生工学便覧） 

      ・呼吸による二酸化炭素発生量 

       Ｍ＝0.022m3/h/人（空気調和・衛生工学便覧の極

軽作業の作業程度の吐出し量） 

      ・必要換気量 

       Q1＝100×Ｍ×ｎ÷（Ｃ－C0）m3/h（空気調和・衛

生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換気量） 

        ＝100×0.022×５÷（1.0－0.03） 

        ＝11.4 

        ≒11.4 m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

④の相違 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

待避室は密閉された

限られた環境であるこ

とから同様に限られた

環境下における労働環

境を規定している「鉱山

保安法施行規則」に定め

る酸素濃度 19%以上及

び二酸化炭素濃度 1%以

下を適用（以下，⑦の相

違） 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は「空気調

和・衛生工学便覧」に記

載の空気中の二酸化炭

素濃度を使用 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉の収容人数

が待機する場合に必要

な空気供給量を記載 
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  ②酸素濃度基準に基づく必要換気量 

     ・収容人数：n＝20名 

     ・吸気酸素濃度：a＝20.95%（標準大気の酸素濃度） 

     ・許容酸素濃度：b＝18%（労働安全衛生規則） 

     ・成人の呼吸量：c＝0.48m3/h/人（空気調和・衛生工

学便覧） 

     ・乾燥空気換算呼気酸素濃度：d＝16.4%（空気調和・

衛生工学便覧） 

     ・必要換気量：Q1＝c×（a－d）×n／（a－b）m3/h（空

気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量） 

 

     Q1＝0.48×(20.95－16.4)×20÷(20.95－18.0) 

      ＝14.81 

      ≒14.9m3/h 

    以上より，空気ボンベ陽圧化に必要な空気供給量は二酸

化炭素濃度基準の 95.5m3/hとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：

：ＳＡ範囲 

 

②酸素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：ｎ＝3［名］ 

・吸気酸素濃度：ａ＝20.95［％］（標準大気の酸素濃度） 

・許容酸素濃度：ｂ＝19［％］（「鉱山保安法施工規則」） 

・成人の呼吸量：ｃ＝0.48［m３／h／人］（空気調和・衛生工

学便覧） 

・乾燥空気換算酸素濃度：ｄ＝16.4［％］（空気調和・衛生工

学便覧） 

・必要換気量：Ｑ１＝ｃ×（ａ－ｄ）×ｎ／（ａ－ｂ）［m３／h］ 

（空気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量） 

 

Ｑ１＝0.48×（20.95－16.4）×3÷（20.95－19.0） 

＝3.36 

≒3.4［m３／h］ 

以上より，空気ボンベによる正圧化に必要な空気供給量は

二酸化炭素濃度基準の 14.2m３／hとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：

：ＳＡ範囲 

 

    ② 酸素濃度基準に基づく必要換気量 

      ・収容人数 ｎ＝５名 

      ・吸気酸素濃度 ａ＝20.95％（標準大気の酸素濃度） 

      ・許容酸素濃度 ｂ＝19％※（鉱山保安法施行規則） 

      ・成人の呼吸量 ｃ＝0.48m3/h/人（空気調和・衛生

工学便覧） 

      ・乾燥空気換算呼気酸素濃度 ｄ＝16.4％（空気調

和・衛生工学便覧） 

      ・必要換気量 

       Q1＝ｃ×（ａ－ｄ）×ｎ÷（ａ－ｂ）m3/h（空気調

和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量） 

        ＝0.48×（20.95－16.4）×５÷（20.95－19.0） 

        ＝5.6m3/h 

 

以上より，空気ボンベ正圧化に必要な空気供給量は二酸

化炭素濃度基準の 11.4m3/hとする。 

 

 

  

 

 

 

※ 許容二酸化炭素濃度,許容酸素濃度 

空気ボンベを使用する場合は，希ガス等の放射性物質

を含む外気が侵入しないようにするための防護措置であ

り，中央制御室待避室が密閉された限られた環境である

ため，同様に限られた環境下における労働環境を規定し

ている「鉱山保安法施行規則」に定める許容二酸化炭素

濃度 1.0%以下，許容酸素濃度 19%以上とする。 

 

 

 

 

 

：

：ＳＡ範囲 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

④⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉の収容人数

が待機する場合に必要

な空気供給量を記載 

 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 
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   c．必要ボンベ本数 

    中央制御室待避室を10時間陽圧化する必要最低限のボン

ベ本数は二酸化炭素濃度基準換気量の95.5m3 /h及びボンベ

供給可能空気量5.50m3/本から下記のとおり174本となる。

なお，中央制御室待避室においては陽圧化試験を実施し必

要ボンベ本数が10時間※陽圧化維持するのに十分であるこ

との確認を実施し，予備のボンベ容量について決定する。 

 

 

 

 

 

 

    ・ボンベ初期充填圧力：14.7MPa（at35℃） 

    ・ボンベ内容積：46.7L 

    ・圧力調整弁最低制御圧力：0.89MPa 

    ・ボンベ供給可能空気量：5.50m3/本（at-4℃） 

 

 

    以上より，必要ボンベ本数は下記の通り 174 本以上とな

る。 

     95.5m3/h÷5.50m3/本×10時間 

    ＝173.6 

    ≒174本 

 

※ 格納容器ベントの実施に伴い評価期間中に放出され

る放射性物質のうち， 大部分が放出される期間（数時間）

に余裕を持たせ，陽圧化装置による陽圧化時間を10時間

と設定 

   d．空気ボンベ設置エリア 

    空気ボンベの配置を図 2.4-17に示す。空気ボンベは，コ

ントロール建屋１階及び廃棄物処理建屋１階に配置し，コ

ントロール建屋２階の中央制御室待避室に空気を供給す

る。 

 

Ｓ

：ＳＡ範囲 

ｃ．必要ボンベ本数 

中央制御室待避室は，中央制御室内に流入した放射性物

質からの影響を十分に防護できる時間として，ベント開始

から 5時間正圧化する。 

中央制御室待避室を 5 時間正圧化するための必要最低限

のボンベ本数は，二酸化炭素濃度基準換気量の 14.2m３／h

及びボンベ供給可能空気量 5.5m３／本から，下記のとおり

13本となる。したがって，格納容器圧力逃がし装置作動時，

中央制御室待避室内に滞在する運転員（3名）が 5時間滞在

するために必要な本数は，13 本である。なお，中央制御室

待避室においては，正圧化試験により必要ボンベ本数が 5

時間の正圧化を維持するのに十分であることの確認を実施

し，予備のボンベ容量について決定する。 

・ボンベ初期充填圧力：14.7MPa（at35℃） 

・ボンベ内容積：46.7L 

・ボンベ供給可能空気量：5.5m３／本※ 

※ 空気ボンベは，標準圧力14.7MPaで7m３／本であるが，

安全側（残圧及び使用温度補正）を考慮し，5.5m３／

本とする。 

以上から，必要なボンベ本数は，下記の計算により，13

本となる。 

14.2［m３／h］÷5.5［m３／本］×5［時間］ 

＝12.9 

≒13［本］ 

 

 

 

 

 

ｄ．中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）の

設置エリア 

中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，

中央制御室近傍の原子炉建屋付属棟 3 階に配置し，中央制

御室待避室に空気を供給する。中央制御室待避室空気ボン

ベユニット（空気ボンベ）の配置図を第 2.4－7図に示す。 

 

：ＳＡ範囲 

ｃ．必要ボンベ本数 

中央制御室待避室を 10 時間※１正圧化する必要最低限の

ボンベ本数は，二酸化炭素濃度基準換気量の 11.4m3/h 及び

ボンベ供給可能空気量 8.0m3/本から下記のとおり 15本とな

る。なお，中央制御室待避室においては，正圧化試験を実

施し必要ボンベ本数が 10 時間※１正圧化維持するのに十分

であることの確認を実施し，予備のボンベ容量について決

定する。 

 

 

 

 

 

    ・ボンベ初期充填圧力   19.6MPa（at35℃） 

    ・ボンベ内容積      50.0L 

    ・圧力調整弁最低制御圧力 1.0MPa 

    ・ボンベ供給可能空気量  8.0m3/本（at０℃） 

・待避中ボンベ使用時間：10時間 

・待避前ボンベ使用時間：20分※２ 

 

    以上より，必要ボンベ本数は下記のとおり 15本以上とな

る。 

     11.4m3/h÷8.0m3/本×10時間 20分＝14.7本 

                  ≒15本 

※１ 格納容器ベントの実施に伴い評価期間中に放出され

る放射性物質のうち，大部分が放出される期間(数時

間)に余裕を持たせ，空気ボンベによる正圧化時間を 10

時間と設定 

※２ 格納容器ベント実施予測時刻の 20 分前にボンベ使 

用を開始する。 

  ｄ．空気ボンベ設置エリア 

    空気ボンベの配置を図 2.4－17 に示す。空気ボンベは，

廃棄物処理建物地上１階及び地上２階に配置し，制御室建

物地上４階の中央制御室待避室に空気を供給する。 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉の収容人数

が待機する場合に必要

なボンベ本数及び設置

エリアを記載 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】  

空気ボンベ仕様の相違 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

 

 

・正圧化時間の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】  

ベント実施後の待避時

間の相違 
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図 2.4-17 空気ボンベ設置 配置図 

 

   e．カードル式空気ボンベユニット（空気ボンベカードル車） 

運転員の更なる被ばく線量低減のため，自主対策設備と

して空気ボンベ陽圧化時間の延長を可能とする空気ボンベ

カードル車を配備する。空気ボンベカードル車は建屋外か

ら空気ボンベを接続可能な設計とする。 

カードル式空気ボンベユニットの概念図を図2.4-18に示

す。カードル式空気ボンベユニットは，重大事故等発生時

において屋外の接続口に高圧ホースを介して接続すること

で，コントロール建屋内から常設の陽圧化装置側との切替

え操作が可能な設計とする。 

なお，カードル式空気ボンベユニットの空気ボンベは，

常設の陽圧化装置の空気ボンベと同等の174 本以上の容量

を確保可能な設計とする。ボンベユニット必要空気量，必

要供給量については，前出2.4.4(4) b.ならびにc.と同様の

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-18 カードル式空気ボンベユニット 概念図 

：

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4－7図 中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボン

ベ） 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4－17 空気ボンベ設置 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑥の相違 
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ｅ．正圧達成までに要する時間 

中央制御室待避室を加圧した際に隣接区画に比べて＋

10Pa［gage］の正圧達成までに要する時間を評価した結果，

約 3.2秒となった。 

(a) 評価モデル 

中央制御室待避室への加圧の評価モデル及び評価式を

以下に示す。 

 

 

中央制御室待避室における基礎式を以下に示す。 

         

上記基礎式を展開し，単位時間当たりの室内圧力上昇

量を求める算出式を導く。この式を用いて微小時間⊿ｔ

後の室圧Ｐｔ＋⊿ｔを繰り返し計算することで，室圧Ｐの経

時変化を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

ｅ．正圧達成までに要する時間 

中央制御室待避室を加圧した際に隣接区画に比べて＋

10Pa［gage］の正圧達成までに要する時間を評価した結果，

約２秒となった。 

(a) 評価モデル 

中央制御室待避室への加圧の評価モデル及び評価式を以

下に示す。 

  

中央制御室待避室加圧における圧力時間変化の式を以下

に示す。 

 

 

上記式から，単位時間当たりの待避室圧力上昇量を求め，

微小時間⊿ｔ後の待避室圧力 P(t＋⊿ｔ)を繰り返し計算す

ることで，待避室圧力 P(t)の経時変化を求める。 

待避室からの空気流出量 Qoutについては，ベルヌーイ式

により求めることができ，漏えい面積 A は，待避室の設計

値に基づき，設定ボンベ流量及び，正圧基準値により求め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

・評価結果の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑛

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
 
𝑃𝑉

𝑅𝑇
 = 𝑁1−𝑁2 

 

 

 

 

 

 

 

P：圧力(Pa) 

V：容積(m3) 
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（m3/h[normal]） 

Qout：流出量 

（m3/h[normal]） 
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(b) 評価条件

第2.4－1表 中央制御室待避室への加圧の評価条件 

：ＳＡ範囲 

(b) 評価条件

表 2.4-3 中央制御室待避室への加圧の評価条件 

(c) 正圧化達成時間

図 2.4-18 中央制御室待避室内圧力の時間変化 

：ＳＡ範囲 

・評価結果の相違

【東海第二】 

項目 記号 単位 値 備考 

大気圧力 Patm Pa 101325 標準大気圧力 

大気密度 ρ kg/m3 1.185 25℃のときの空気

密度 

容積 V m3 30 設計値より 

ボンベ流量 Qin m3/h 

[normal] 

11.4 設計値より 

等価漏えい面積 A m2 
流入量と正圧基準

値から算出 

正圧基準値 P∞ Pa 評価用暫定値 
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  (5)  中央制御室換気空調系の運転状態比較 

    中央制御室の換気空調系の状態について，通常運転時，

設計基準事故時，重大事故時の炉心の著しい損傷が発生し

た場合を比較，図示すると以下のとおりとなる。通常運転

時，設計基準事故時の運転モードを，図2.4-19運転モード

毎の中央制御室換気空調系系統概略図（1/2）に示す。 

 

 

 
図 2.4-19 運転モード毎の中央制御室換気空調系 系統概略図

（1/2） 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

：ＳＡ範囲 

 

(5) 中央制御室換気系の運転状態比較 

中央制御室換気系の状態について，通常運転時，設計基準

事故時及び重大事故等時を比較し，通常運転時及び設計基準

事故時の系統概要図を第 2.4－2図（1／2）に，重大事故等時

のプルーム通過前後及びプルーム通過時の系統概要図を第

2.4－2図（2／2）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

  (5) 中央制御室換気系の運転状態比較 

   中央制御室換気系の状態について，通常運転時，設計基準

事故時，重大事故時を比較，図示すると以下のとおりとなる。

通常運転時，設計基準事故時の運転モードを図 2.4－19 運転

モード毎の中央制御室換気系 系統概要図（1/2）に示す。 

 

 

図 2.4－19 運転モード毎の中央制御室換気系 系統概要図（1/2） 

 

 

 

 

 

 

：ＤＢ範囲 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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    炉心の著しい損傷発生時のプルーム通過前・後，及びプ

ルーム通過中の運転モードを，図2.4-19 運転モード毎の中

央制御室換気空調系系統概略図（2/2）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-19 運転モード毎の中央制御室換気空調系 系統概略図

（2/2） 

  

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

    重大事故時のプルーム通過前・後，及びプルーム通過中の

運転モードを図 2.4－19 運転モード毎の中央制御室換気系 

系統概要図（2/2）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4－19 運転モード毎の中央制御室換気系 系統概要図（2/2） 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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  (6) 通信連絡設備 

    中央制御室待避室には，運転員が炉心の著しい損傷発生

時の格納容器圧力逃がし装置作動に際して，水素爆発によ

る格納容器の破損防止（格納容器圧力逃がし装置に関する

パラメータ）の確認に加え，原子炉格納容器内の状態，使

用済燃料プールの状態，水素爆発による原子炉格納容器の

破損防止，水素爆発による原子炉建屋の損傷防止を確認で

きるパラメータを確認できるようデータ表示装置を設置す

る設計とする。データ表示装置は6号及び7号炉用に1台ずつ

設置する。 

    なお，データ表示装置は今後の監視パラメータ追加や表

示機能の拡張等を考慮した設計とする。 

    データ表示装置で確認できる主なパラメータを表 2.4-3，

データ表示装置に関するデータ伝送の概要を図 2.4-20 に

示す。 

 

    また，衛星電話設備及び無線連絡設備のうち中央制御室

に設置する衛星電話設備（常設）及び無線連絡設備（常設）

は，中央制御室待避室においても使用できる設計とする。 

 無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備（常設）は，6号

及び7号炉用に各々1台ずつ使用できる設計とする。 

    中央制御室待避室における通信連絡設備の概要を図

2.4-21に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ：ＳＡ範囲 

 

(6) 通信連絡設備 

中央制御室待避室には，運転員が格納容器圧力逃がし装置

の作動に際して，水素爆発による原子炉格納容器の破損防止

（格納容器圧力逃がし装置に関するパラメータ）の確認に加

え，原子炉格納容器内の状態，使用済燃料プールの状態並び

に水素爆発による原子炉格納容器の破損防止及び原子炉建屋

の損傷防止を確認できるパラメータを確認できるように，デ

ータ表示装置（待避室）を設置する設計とする。中央制御室

待避室に設置するデータ表示装置（待避室）は，中央制御室

に 1式保管する。 

なお，データ表示装置（待避室）は，今後の監視パラメー

タ追加や表示機能の拡張等を考慮した設計とする。 

 

データ表示装置（待避室）で確認できる主なパラメータを

第 2.4－2表に，データ表示装置（待避室）に関するデータ伝

送の概要を第 2.4－9図に示す。 

また，中央制御室待避室において，運転員が緊急時対策所

及び屋外と通信連絡できるように中央制御室待避室に設置す

る衛星電話設備（可搬型）（待避室）は，中央制御室に 1 式

保管する。 

 

中央制御室待避室における通信連絡設備の概要を第 2.4－

10図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) 通信連絡設備 

  中央制御室待避室には，運転員が炉心の著しい損傷発生時の

格納容器フィルタベント系作動に際して，水素爆発による格納

容器の破損防止（格納容器フィルタベント系に関するパラメー

タ）の確認に加え，原子炉格納容器内の状態，使用済燃料プー

ルの状態，水素爆発による格納容器の破損防止，水素爆発によ

る原子炉建物の損傷防止を確認できるパラメータを確認できる

ようプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）を設置

する設計とする。中央制御室待避室にはプラントパラメータ監

視装置（中央制御室待避室）を１台設置する。 

  なお，プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，

今後の監視パラメータ追加や表示機能の拡張等を考慮した設計

とする。 

  プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認で

きる主なパラメータを表 2.4－4に，プラントパラメータ監視装

置に関するデータ伝送の概要を図 2.4－20に示す。 

  また，衛星電話設備及び無線通信設備のうち衛星電話設備（固

定型）及び無線通信設備（固定型）は，中央制御室及び中央制

御室待避室用に設け使用できる設計とする。 

 

 

  中央制御室待避室における通信連絡設備の概要を図 2.4－21

に示す。 
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・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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表 2.4-3 データ表示装置で確認できる主なパラメータ（６号及

び７号炉共通） 
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第 2.4－2 表 データ表示装置（待避室）で確認できる主な

パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

表 2.4－4 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で

確認できる主なパラメータ 
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図 2.4-20 データ表示装置（待避室）に関するデータ伝送の概要 

 

 

 

 

図 2.4-21 中央制御室待避室における通信連絡設備の概要（６号

及び７号炉各々） 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

第 2.4－9図 データ表示装置（待避室）に関するデータ伝

送の概要 

 

 

 

 

第 2.4－10図 中央制御室待避室における通信連絡設備の

概要 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 
 

図 2.4－20 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）

のデータ伝送 概要図 

 

 

 

図 2.4－21中央制御室待避室における通信連絡設備の概要 
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・設備の相違 

【柏崎 6,7，東海第二】
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  (7) 中央制御室待避室のその他設備・資機材 

    中央制御室待避室には，炉心の著しい損傷発生時の格納

容器圧力逃し装置作動時において運転員がとどまれるように

するため，可搬型蓄電池内蔵型照明，乾電池内蔵型照明，酸

素濃度・二酸化炭素濃度計，可搬型エリアモニタを配備する。 

    中央制御室待避室にとどまり必要な監視等を行うのに必

要な照度を有するものを，可搬型蓄電池内蔵型照明を3台，

乾電池内蔵型照明を2台配備する。表2.4-4 に中央制御室待

避室に配備している可搬型照明を示す。 

表 2.4-4 中央制御室待避室に配備する可搬型照明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    酸素濃度・二酸化炭素濃度計は中央制御室待避室の居住

環境の基準値の範囲を測定できるものを，1台配備する。表

2.4-5に中央制御室待避室に配備する酸素濃度・二酸化炭素濃

度計を示す。 

表 2.4-5 中央制御室待避室に配備する酸素濃度・二酸化炭素濃

度計 
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(7) 中央制御室待避室のその他設備・資機材 

格納容器圧力逃がし装置作動時において，運転員が中央制

御室待避室にとどまれるようにするため，中央制御室待避室

用として可搬型照明（ＳＡ），酸素濃度計，二酸化炭素濃度

計及び電離箱サーベイメータを配備する。 

運転員が中央制御室待避室にとどまり必要な監視等を行う

ために必要な照度を有するものとして，可搬型照明（ＳＡ）

を 1個配備する。第 2.4－3表に中央制御室待避室用の可搬型

照明を示す。 

第 2.4－3表 中央制御室待避室用可搬型照明 

 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室待避室の居

住環境の基準値の範囲を測定できるものを，それぞれ１個配備

する。第 2.4－4表に中央制御室待避室に配備する酸素濃度計及

び二酸化炭素濃度計を示す。 

 

 

第 2.4－4表 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概要 
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 (7)  中央制御室待避室のその他設備・資機材 

   中央制御室待避室には，炉心の著しい損傷発生時の格納容

器フィルタベント系作動時において運転員がとどまれるよう

にするため，ＬＥＤライト（ランタンタイプ），酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計及び電離箱サーベイ・メータを配備する。 

   中央制御室待避室にとどまり必要な監視等を行うのに必要

な照度を有する照明として，ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

を２個配備する。表 2.4－5に中央制御室待避室に配備してい

るＬＥＤライト（ランタンタイプ）を示す。 

表 2.4－5 中央制御室待避室に配備するＬＥＤライト（ランタン

タイプ） 

 

   酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室待避室の

居住環境の基準値の範囲を測定できるものを１個配備する。

表 2.4－6 に中央制御室待避室に配備する酸素濃度計及び二

酸化炭素濃度計を示す。 

 

表 2.4－6 中央制御室待避室に配備する酸素濃度計及び二酸化炭

素濃度計 
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：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・資機材の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根2号炉はLEDランタ

ン 2 個を配備し監視に

必要な照度を確保する 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉は酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度

計を各 2個（うち１個は

予備）配備する 

117



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

    可搬型エリアモニタは中央制御室待避室の居住環境の基

準値の範囲を測定できるものを，1台配備する。表2.4-6に

中央制御室待避室に配備する可搬型エリアモニタを示す。 

 

表 2.4-6 中央制御室待避室に配備する可搬型エリアモニタ 
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電離箱サーベイメータは中央制御室待避室の居住環境

の基準値の範囲を測定できるものを，１台配備する。第 2.4

－5 表に中央制御室待避室に配備する電離箱サーベイメー

タを示す。 

 

第 2.4－5 表 中央制御室待避室に配備する電離箱サー

ベイメータ 
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   電離箱サーベイ・メータは，中央制御室待避室の居住環境

の基準値の範囲を測定できるものを１台配備する。表 2.4－7

に中央制御室に配備する電離箱サーベイ・メータを示す。 

 

表 2.4－7 中央制御室に配備する電離箱サーベイ・メータ 

機器名称及び外観 仕様等 

[電離箱サーベイ・メー

タ] 

検出器の

種類 
電離箱 

検知範囲 0.001～300mSv/h 

電源 

電源：乾電池（単三×４） 

測定可能時間：約 80時間 

（バッテリ切れの場合，

予備を稼働させ，乾電

池交換を実施する） 

台数 １台（予備１台） 
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・資機材の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉は電離箱サ

ーベイ・メータを配備す

る 
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 2.5 重大事故等時の電源設備について 

   中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

も運転員がとどまるために必要な設備（図2.5-1に示す空調及び

図2.5-2に示す照明）を設置している。これらの設備については，

重大事故等が発生した場合にも，図2.5-3に示すとおり常設代替

交流電源設備である第一ガスタービン発電機（以下，単に「ガ

スタービン発電機」という）からの給電が可能な設計とする。 

   ガスタービン発電機の容量は，中央制御室の居住性（炉心の

著しい損傷）に係る被ばく評価で想定する格納容器破損モード

のうち，中央制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳

しくなる事故収束に成功した事故シーケンスとして，冷却材喪

失時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失（以

下，大LOCA＋注水機能喪失＋全交流動力電源喪失）に対して，

表2.5-1に示すとおり十分な電源供給容量を確保している。 

   照明については，全交流動力電源喪失発生からガスタービン

発電機による給電が開始されるまでの間，図2.5-4に示す直流非

常灯に加え，12時間以上無電源で点灯する蓄電池内蔵型照明を

配備しており，ガスタービン発電機から給電を再開するまでの

間（事故発生後70分以内）の照明は確保できる。 

   ガスタービン発電機による給電が開始された後については，

中央制御室内の非常用照明にて照明は確保できる。なお，中央

制御室の全照明が消灯した場合には，可搬型蓄電池内蔵型照明

により，必要な照度を確保可能な設計とする。 

   また，運転員のシミュレーション訓練において全交流動力電

源喪失を想定した訓練により，直流非常灯下で対応操作ができ

ることを確認しているとともに，中央制御室内の非常用照明が

使用できない場合にも必要な照度を確保できるよう，可搬型蓄

電池内蔵型照明を配備する。仮にこれら照明が活用できない場

合のため，ランタンタイプLED ライト，ヘッドライト等の乾電

池内蔵型照明を中央制御室に備えており，それらも活用した訓

練を実施している。 

   空調については， ガスタービン発電機が起動するまでの

間は起動しないが，被ばく評価において， 必要な居住性が確保

されていることを確認している。 

  

：ＳＡ範囲 

 

2.5 重大事故等時の電源設備について 

中央制御室には，重大事故等が発生した場合においても運転

員がとどまるために必要な設備（第 2.5－1 図に示す換気設備

及び第 2.5－2 図に示す照明設備）を設置している。これらの

設備については，重大事故等時においても，第 2.5－3 図に示

すとおり，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

からの給電を可能とする。 

 

常設代替高圧電源装置の容量は，中央制御室の居住性（重大

事故等）に係る被ばく評価で想定する格納容器破損モードのう

ち，中央制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しく

なる事故収束に成功した事故シーケンスである「大破断ＬＯＣ

Ａ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗」に全交流動力電源

喪失の重畳を考慮した場合に対して，第 2.5－1 表に示すとお

り，十分な電源供給容量を確保する。 

照明については，全交流動力電源喪失発生から常設代替高圧

電源装置による給電が開始されるまでの間，第 2.5－4 図に示

す直流非常灯に加え，12 時間以上無充電で点灯する可搬型照

明（ＳＡ）を配備しており，常設代替高圧電源装置から給電を

再開するまでの間（事故発生後 95分以内）の照明を確保する。 

常設代替高圧電源装置による給電が開始された後について

は，中央制御室内の非常用照明にて照明は確保できる。一方，

中央制御室の全照明が消灯した場合には，常設代替高圧電源装

置から給電する可搬型照明（ＳＡ）により，必要な照度を確保

する。 

また，中央制御室内の非常用照明が使用できない場合にも必

要な照度を確保できるように，可搬型照明（ＳＡ）を配備する。

仮に，これらの照明が活用できない場合のため，ランタン，ヘ

ッドライト等の乾電池内蔵型照明を中央制御室に保管する。 

換気設備は，常設代替高圧電源装置が起動するまでの間は起

動しないが，居住性に係る被ばく評価においては，中央制御室

換気系及び原子炉建屋ガス処理系の起動操作時間を考慮し，全

交流動力電源喪失後，2時間後に起動することを条件として評

価しており，居住性を確保できることを確認している。 
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 2.5 重大事故等時の電源設備について 

   中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても運転員がとどまるために必要な設備（図 2.5－1に示す空

調及び図 2.5－2に示す照明）を設置している。これらの設備

については，重大事故等が発生した場合にも，図 2.5－3に示

すとおり常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機か

らの給電を可能とする。 

   ガスタービン発電機の容量は，中央制御室の居住性（炉心

の著しい損傷）に係る被ばく評価で想定する格納容器破損モ

ードのうち，中央制御室の運転員の被ばくの観点から結果が

最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンスである

「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋

全交流動力電源喪失」に対して，表 2.5－1に示すとおり十分

な電源供給容量を確保している。 

   照明については，全交流動力電源喪失発生からガスタービ

ン発電機による給電が開始されるまでの間，図 2.5－4に示す

直流非常灯に加え，満充電から 4.5 時間無充電で点灯するＬ

ＥＤライト（三脚タイプ）を配備しており，ガスタービン発

電機から給電を再開するまでの間（事故発生後 70分以内）の

照明は確保できる。 

   ガスタービン発電機による給電が開始された後について

は，非常用照明にて照明は確保できる。一方，中央制御室の

全照明が消灯した場合には，ガスタービン発電機から給電す

るＬＥＤライト（三脚タイプ）により必要な照度を確保する。 

   また，中央制御室内の非常用照明及び直流非常灯が使用で

きない場合にも必要な照度を確保できるよう，ＬＥＤライト

（三脚タイプ）を配備する。仮にこれら照明が活用できない

場合のため，ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドラ

イトを中央制御室に備えており，それらも活用した訓練を実

施している。 

   換気設備は，ガスタービン発電機が起動するまでの間は起

動しないが，居住性に係る被ばく評価においては，中央制御

室換気系の起動時間を考慮し，全交流動力電源喪失後２時間

後に起動することを条件として評価しており，居住性を確保

できることを確認している。 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉は直流非常

灯，電源内蔵型照明，LED

ライト（三脚タイプ）に

より停電中の必要な照

度を確保可能。また，LED

ライト（三脚タイプ）は

常設代替電源設備から

受電可能である 

119



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

  
 

 

図 2.5-1 中央制御室空調設備の概要（重大事故等時） 
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第 2.5－1図 重大事故等時に運転員がとどまるために必要な換

気設備 
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図 2.5－1 中央制御室換気系の概要（重大事故発生時，プルーム

通過前後） 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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図 2.5-2 中央制御室照明設備の概要 

：

：ＳＡ範囲 

第 2.5－2図 中央制御室照明設備の概要 

：ＳＡ範囲 

図 2.5－2 中央制御室照明設備の概要 

：ＳＡ範囲 
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図 2.5-3 ６号炉中央制御室 給電系統概要図（重大事故等時） 
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第 2.5－3図 中央制御室 給電系統概要図（重大事故等時） 
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図 2.5－3 常設代替交流電源構成図 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】  
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図 2.5-4 ７号炉中央制御室 給電系統概要図（重大事故等時） 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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表 2.5-1 ガスタービン発電機(連続定格容量 2,950kW)の最大所

要負荷 

 

 

 

 ※「大LOCA＋注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」において不

要であるが,保守的に容量としては見込む。なお，電源車からの

給電時は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-5 非常灯照明下で中央制御室の状況 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

第 2.5－1表 常設代替高圧電源装置（連続定格容量 5,520kW）の

所要負荷 

 

 

 

 

 

 

第 2.5－4図 非常灯照明下での中央制御室の状況 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

表 2.5－1 ガスタービン発電機（4,800kW（6,000kVA））の最大

所要負荷 

 

起

動

順

序 

主要機器 
負荷容量 

(kW) 

① ガスタービン発電機付帯設備 約 111 

② 代替所内電気設備負荷（自動投入負荷） 約 18 

③ 低圧原子炉代替注水ポンプ 約 210 

④ 低圧原子炉代替注水設備非常用送風機 約 15 

⑤ 
充電器，非常用照明，非常用ガス処理系他

（D系高圧母線自動投入負荷） 
約 512 

⑥ 
格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素

濃度（ＳＡ）監視設備 
約 20 

⑦ A-中央制御室送風機 約 180 

⑧ A-中央制御室非常用再循環送風機 約 30 

⑨ A-中央制御室冷凍機 約 300 

⑩ 
充電器，非常用照明，非常用ガス処理系他

（C系高圧母線自動投入負荷） 
約 329 

⑪ A-淡水ポンプ（移動式代替熱交換設備） 約 110 

⑫ B-淡水ポンプ（移動式代替熱交換設備） 約 110 

⑬ B-燃料プール冷却水ポンプ 約 110 

計 約 2,055 

  

 

 

 

 

  

（通常点灯状態）    （直流非常灯点灯状態） 

 

図 2.5－4 直流非常灯照明下での中央制御室のイメージ（シミュ

レータの点灯例） 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根 2 号炉の最も厳

しい事故シーケンスに

対する電源供給量を適

用 
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  (1) 可搬型蓄電池内蔵型照明を用いた場合の監視操作につい

て 

    中央制御室の照明が全て消灯した場合に使用する可搬型

蓄電池内蔵型照明は,６号及び7号炉にて3台使用する設計

とする。数量はシミュレーション施設を用いて，監視操作

に必要な照度を確保できることを確認のうえ決定してい

る。可搬型蓄電池内蔵型照明を操作箇所に応じて向きを変

更することにより，さらに照度を確保できることを確認し

ている。 

    仮に可搬型蓄電池内蔵型照明が活用できない場合のた

め，乾電池内蔵型照明を中央制御室に備えており，それら

も活用した訓練を実施している。 

    表2.5-2に中央制御室に配備している可搬型蓄電池内蔵

型照明及び乾電池内蔵型照明の概要を示す。 

 

 

表 2.5-2 中央制御室に配備している可搬型蓄電池内蔵型照明及

び乾電池内蔵型照明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：

：ＳＡ範囲 

 

(1) 可搬型照明（ＳＡ）を用いた場合の監視操作について 

 

中央制御室の照明が全て消灯した場合に使用する可搬型照

明（ＳＡ）は，3個使用する。個数は，シミュレーション施設

を用いて監視操作に必要な照度を確保できることを確認して

いる。操作箇所に応じて可搬型照明（ＳＡ）の向きを変更す

ることにより，更に照度を確保できることを確認している。 

 

仮に可搬型照明（ＳＡ）が活用できない場合のため，乾電

池内蔵型照明を中央制御室に保管する。 

 

 

第2.5－2表に中央制御室に配備している可搬型照明（ＳＡ）

及び乾電池内蔵型照明の概要を示す。 

 

 

第2.5－2表  中央制御室に配備している可搬型照明（ＳＡ）及び

乾電池内蔵型照明の概要 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 (1)  ＬＥＤライト（三脚タイプ）を用いた場合の監視操作につ

いて 

   中央制御室の照明が全て消灯した場合に使用するＬＥＤラ

イト（三脚タイプ）は，２個使用する。個数はシミュレーシ

ョン施設を用いて監視操作に必要な照度を確保できることを

確認している。ＬＥＤライト（三脚タイプ）を操作箇所に応

じて向きを変更することにより，さらに照度を確保できるこ

とを確認している。 

   仮にＬＥＤライト（三脚タイプ）が活用できない場合のた

め，ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを中

央制御室に備えており，それらも活用した訓練を実施してい

る。 

   表 2.5－2に中央制御室に配備しているＬＥＤライト（三脚

タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライ

トの概要を示す。 

 

表 2.5－2 中央制御室に配備しているＬＥＤライト（三脚タイ

プ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドラ

イト 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

・申請号炉数及び資機材

の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉は仮に LED

ライト（三脚タイプ）が

活用できない場合のた

め LEDライト（ランタン

タイプ）及びヘッドライ

トを配備し活用訓練を

行っている 
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    可搬型蓄電池内蔵型照明の照度は，図2.5-6 に示すとお

り大型表示盤から約15mの机位置に設置した場合で，直流照

明の設計値である照度（１ルクス）に対し，大型表示盤表

面で約20ルクスの照度を確認し，監視操作が可能なことを

確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※貼付画像については，印刷仕上がり時に照明確認時点と同様

の雰囲気となるよう補正を施してあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-6 シミュレーション施設における可搬型蓄電池内蔵型照

明確認状況 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

可搬型照明（ＳＡ）の照度は，第 2.5－5図に示すとおり，

主制御盤から約 6m の位置に設置した場合で，直流照明の実

測値である照度（20ルクス以上）に対し，室内照明全消灯状

態にて主制御盤垂直部平均で約 20 ルクス以上の照度を確認

し，監視操作が可能なことを確認している。 

 

画像については，印刷仕上がり時に照明確認時点と同様の雰囲気となるよう

補正を施してあります。 

 

 

 

 

 

 

第 2.5－5図 シミュレーション施設における可搬型照明（ＳＡ）

確認状況 

 

 

：ＳＡ範囲 

   ＬＥＤライト（三脚タイプ）の照度は，図 2.5－5に示すと

おり，制御盤から約２ｍの位置に設置した場合で，直流非常

灯の設計値である照度（ベンチ盤操作部エリア：50ルクス）

に対し，室内照明全消灯状態にて操作を行う盤面で 50ルクス

以上の照度を確認し，監視操作が可能なことを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5－5 シミュレーション施設におけるＬＥＤライト（三脚タ

イプ）確認状況 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉ではシミ

ュレーション施設に

より監視操作が可能

なことを確認してい

る 
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    同様に，重大事故等対処のための追加安全対策設備等を

配置した裏盤について，図2.5-7に示すとおり可搬型蓄電池

内蔵型照明の照度は盤から約１mの位置に設置した場合で，

制御盤表面で約10 ルクスの照度を確認し，監視操作が可能

なことを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※貼付画像については，印刷仕上がり時に照明確認時点と同様

の雰囲気となるよう補正を施してあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-7 裏盤における可搬型蓄電池内蔵型照明確認状況 

 

：ＳＡ範囲 

 

中央制御室の照明が全て消灯した場合，裏盤についての監

視操作は，乾電池内蔵型照明を運転員が装着して行う。（第

2.5－6図 参照） 

乾電池内蔵型照明の照度は，室内照明全消灯時に運転員が

装着した状態で，直流照明の実測値である照度（20ルクス以

上）に対し，監視計器及び操作部で 600ルクス以上の照度を

確保し，監視操作が可能なことを確認している。 

 

 

（シミュレーション施設におけるヘッドライト使用状況） 

 

第 2.5－6図  乾電池内蔵型照明使用イメージ 
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   重大事故等対処のための追加安全対策設備の制御盤は，中

央制御室内の制御盤エリアに配置されており，制御盤と同程

度の照度が確保される。図 2.5－6に示すとおりＬＥＤライト

（三脚タイプ）の照度は盤から約１ｍの位置に設置した場合

で盤表面で 330 ルクスの照度を確保し監視操作が可能なこと

を確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＬＥＤライト（三脚タイプ）使用状況） 

 

図 2.5－6 ＬＥＤライト（三脚タイプ）使用イメージ 
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・制御盤配置の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉では SA 操

作盤は制御盤エリア

に配置され制御盤エ

リアと同等の照度が

確保されている 
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3. 添付資料 

 3.1 中央制御室待避室の運用について 

原子炉格納容器圧力逃がし装置作動前から作動後にわたっ

ての，中央制御室待避室の運用を以下にまとめる。図3.1-1に

原子炉格納容器圧力逃がし装置作動と中央制御室及び中央制

御室待避室換気空調設備の運用の概要を示す。 

 

  (1) 原子炉格納容器圧力逃がし装置作動前（待避前） 

    運転員等は炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器圧力逃がし装置を作動させる必要があると

判断された場合，中央制御室待避室を使用するため，以下

設備，資機材の運用準備を行う。 

 

表 3.1-1 中央制御室待避室の運用準備 
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3. 添付資料 

3.1 中央制御室待避室の運用について 

格納容器圧力逃がし装置作動前から作動後にわたる中央制御

室待避室の運用を以下にまとめる。第 3.1－1 図に格納容器圧力

逃がし装置作動並びに中央制御室及び中央制御室待避室におけ

る換気設備の運用の概要を示す。 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置作動前（待避前） 

発電長等は，重大事故等時において，格納容器圧力逃がし装置

を作動させる必要があると判断された場合，中央制御室待避室を

使用するため，第 3.1－1 表に示す設備及び資機材の運用準備を

行う。 

 

第3.1－1表 中央制御室待避室の運用準備 

居住性対策設備 

・中央制御室待避室空気ボンベユニットに

よる中央制御室待避室の加圧 

・酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬

型照明（ＳＡ）の配置及び電源入 

監視設備 
・ データ表示装置（待避室）の配置及び電

源入 

通信連絡設備 ・通信連絡設備の切替及び通話確認 
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3.添付資料 

 3.1 中央制御室待避室の運用について 

格納容器フィルタベント系作動前から作動後にわたっての

中央制御室待避室の運用を以下にまとめる。図 3.1－1に格納

容器フィルタベント系作動と中央制御室換気系及び中央制御

室待避室正圧化装置の運用の概要を示す。 

 

 (1) 格納容器フィルタベント系作動前（待避前） 

   運転員等は炉心の著しい損傷が発生した場合において，格

納容器フィルタベント系を作動させる必要があると判断され

た場合，中央制御室待避室を使用するため，表 3.1－1に示す

設備，資機材の運用準備を行う。 

 

表 3.1－1 中央制御室換気系運転モード切替操作及び中央制御室

待避室の運用準備 

居住性対策設

備 

・中央制御室換気系運転モードの加圧運転から

系統隔離運転への切替 

・中央制御室待避室の酸素濃度計，二酸化炭素

濃度計，電離箱サーベイ・メータの配置，準

備 

・中央制御室待避室正圧化装置による中央制御

室待避室の加圧 

監視設備 
・プラントパラメータ監視装置（中央制御室待

避室）の電源入 

通信連絡設備 

・現場運転員や緊急時対策要員との通信連絡の

ための無線通信設備（固定型）の準備（通話

確認） 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，ベント

に伴うプルーム通過中

は加圧運転から系統隔

離運転に切り替える 
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 (2) 原子炉格納容器圧力逃がし装置作動中（待避中） 

運転員等は，原子炉格納容器圧力逃がし装置作動開始後，

速やかに中央制御室待避室に移動し，出入口扉を閉めるとと

もに，中央制御室待避室に施設する中央制御室待避室内外差

圧計器を確認し，中央制御室待避室へ適切に空気が供給され，

中央制御室待避室内が陽圧化されていることを確認する。ま

た酸素濃度・二酸化炭素濃度計により酸素濃度及び二酸化炭

素濃度（酸素濃度が18％ 以上であること，二酸化炭素濃度が

0.5%以下であること）を確認するとともに，中央制御室待避

室の放射線量率を可搬型エリアモニタにて監視する。 

中央制御室待避室にとどまっている間にも，6号及び7号炉

のデータ表示装置（待避室）を用いることで，原子炉格納容

器圧力逃がし装置作動状況はじめとしたプラントの監視が可

能な設計とする。また中央制御室待避室に通信連絡設備を設

置し，緊急時対策所本部等との連絡が常時可能な設計とする。

中央制御室待避室にこれら設備を設置することで，中央制御

室制御盤エリアに居るとき同様，タイムリーな監視操作が可

能な設計とする。 

 

なお，中央制御室待避室にとどまっている間に中央制御室

制御盤エリアに出る際には，中央制御室制御盤エリアの放射

線量率を可搬型エリアモニタで確認した上で，必要な放射線

防護装備，個人線量管理措置を施した上で，中央制御室制御

盤エリアに出ることになる。そのために必要な資機材等を中

央制御室待避室に備える設計とする。 

 

 

  (3) 原子炉格納容器圧力逃がし装置作動後（待避解除） 

    運転員等は，原子炉格納容器圧力逃がし装置作動に伴う

プルーム通過後は，中央制御室制御盤エリアの放射線量率

を可搬型エリアモニタで確認した上で，緊急時対策所本部

との協議の上，中央制御室制御盤エリアでの対応を再開す

る。 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

(2) 格納容器圧力逃がし装置作動中（待避中） 

発電長等は，格納容器圧力逃がし装置作動開始後，速やかに中

央制御室待避室に移動し，出入口扉を閉める。 

中央制御室待避室に施設する中央制御室待避室差圧計を確認し，

中央制御室待避室へ適切に空気が供給され，正圧化されているこ

とを確認する。また，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により酸

素濃度及び二酸化炭素濃度（酸素濃度が 19％以上であること，

二酸化炭素濃度が 0.5％以下であること）を確認するとともに，

中央制御室待避室の放射線量率を電離箱サーベイメータにて監

視する。 

発電長等は，中央制御室待避室に待避している間にも，データ

表示装置（待避室）を用いることで，格納容器圧力逃がし装置の

作動状況等のプラント状態の監視を行う。また，中央制御室待避

室には通信連絡設備を設置し，緊急時対策所との連絡が常時可能

とする。 

 

 

 

 

なお，中央制御室待避室に待避している間の運転操作は不要で

あるが，万一，中央制御室での運転操作が必要となった場合には，

中央制御室の放射線量率を電離箱サーベイメータで確認した上

で，災害対策本部の指示の下，必要な放射線防護装備及び個人線

量計管理措置を施した上で，中央制御室に出て，運転操作を行い，

速やかに中央制御室待避室に移動する。そのために必要な資機材

は，中央制御室待避室に配備する。 

 

(3) 格納容器圧力逃がし装置作動後（待避解除） 

発電長等は，格納容器圧力逃がし装置作動に伴うプルーム放出

後，中央制御室の放射線量率を電離箱サーベイメータで確認した

上で，災害対策本部との協議の上，必要な防護装備を着用し，中

央制御室待避室における待避を解除し，中央制御室での対応を再

開する。 
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 (2) 格納容器フィルタベント系作動中（待避中） 

運転員等は，格納容器フィルタベント系作動開始後，速や

かに中央制御室待避室に移動し，出入口扉を閉めるとともに，

中央制御室待避室に施設する差圧計を確認し，中央制御室待

避室へ適切に空気が供給され，中央制御室待避室内が正圧化

されていることを確認する。また，酸素濃度計，二酸化炭素

濃度計により酸素濃度及び二酸化炭素濃度（酸素濃度が 19％

以上であること，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であること）を

確認するとともに，中央制御室待避室の放射線量率を電離箱

サーベイ・メータにて監視する。 

   中央制御室待避室にとどまっている間にも，プラントパラ

メータ監視装置（中央制御室待避室）を用いることで，格納

容器フィルタベント系作動状況をはじめとしたプラントの監

視が可能な設計とする。また，中央制御室待避室内に通信連

絡設備を設置し，緊急時対策本部等との連絡が常時可能な設

計とする。中央制御室待避室にこれら設備を設置することで，

中央制御室制御盤エリアに居るとき同様，タイムリーな監視

操作が可能な設計とする。 

 

   なお，中央制御室待避室にとどまっている間に中央制御室

制御盤エリアに出る際には，必要な放射線防護装備，個人線

量管理措置を施した上で，中央制御室制御盤エリアに出るこ

とになる。そのために必要な資機材等を中央制御室待避室に

備える設計とする。 

 

 

 

 (3) 格納容器フィルタベント系作動後（待避解除） 

   運転員等は，格納容器フィルタベント系作動に伴うプルー

ム放出後は，中央制御室制御盤エリアの放射線量率を電離箱

サーベイ・メータで確認した上で，緊急時対策本部との協議

の上，中央制御室制御盤エリアでの対応を再開する。 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑦の相違 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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図 3.1-1 原子炉格納容器圧力逃がし装置作動と中央制御室及び

中央制御室待避室換気空調設備の運用の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

：

：ＳＡ範囲 

 

 

 

第 3.1－1図 格納容器圧力逃がし装置作動並びに中央制御室及

び中央制御室待避室における換気設備の運用の概

要 
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図 3.1－1 格納容器フィルタベント系作動と中央制御室及び中央

制御室待避室正圧化装置の運用の概要 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ②，⑥の相違 
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 3.2 配備する資機材の数量について 

  (1) 放射線防護資機材等 

    中央制御室に配備する放射線防護資機材等の内訳を表

3.2-1及び表3.2-2に示す。なお，放射線防護資機材等は，

汚染が付着しないようビニール袋等であらかじめ養生し，

配備する。 

表 3.2-1 防護具 
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3.2 配備する資機材の数量について 

(1) 放射線防護資機材等 

中央制御室に配備する放射線防護資機材等の内訳を第3.2

－1表及び第3.2－2表に示す。なお，放射線防護資機材等は，

汚染が付着しないようにビニール袋等であらかじめ養生し，

配備する。 

第3.2－1表 放射線防護具類 
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 3.2 配備する資機材の数量について 

 (1) 放射線防護資機材等 

   中央制御室に配備する放射線防護資機材等の内訳を表 3.2

－1及び表 3.2－2に示す。なお，放射線防護資機材等は，汚

染が付着しないようビニール袋等であらかじめ養生し，配備

する。 

 

表 3.2－1 放射線防護資機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資機材の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉は考え方に

示す人数と積上げ方法

により必要な資器材配

備する 
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 ・1.5倍の妥当性の確認について 

 【5号炉原子炉建屋内緊急時対策所】 

   第２次緊急態勢時（1日目），１～7号炉対応の要員は緊急

時対策要員 164 名＋自衛消防隊 10 名であり，機能班要員 84

名，現場要員 80 名及び自衛消防隊 10 名で構成されている。

このうち，本部要員は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所を

陽圧化することにより，防護具類を着用する必要がないが，

全要員は 12時間に１回交替するため，2回の交替分を考慮す

る。また，現場要員 80名は，1日に 6回現場に行くことを想

定する。自衛消防隊は火災現場には消防服で出向し，防護具

類を着用する必要がないため考慮しない。 

   プルーム通過以降（2日目以降），１～7号炉対応の要員は

緊急時対策要員111名＋5号炉運転員8名であり，機能班要員54

名，現場要員57名及び5号炉運転員8名で構成されている。こ

のうち，本部要員は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所を陽圧

化することにより，防護具類を着用する必要がないが，全要

員は7日目以降に1回交替するため，1回の交替分を考慮する。

また，現場要員は1日に2回現場に行くことを想定する。自衛

消防隊は火災現場には消防服で出向し，防護具類を着用する

必要がないため考慮しない。 

   174名×2交替＋80名×6回＋119名＋65名×2回×6日 

   ＝1,727着＜1,890着 

 【中央制御室】 

   要員数18名は，運転員（中央制御室）7名と運転員（現場）

11名で構成されている。運転員は2交替を考慮し，交替時の1

回着用を想定する。また，運転員（現場）は，1回現場に行く

ことを想定している。 

   18名×1回×２交代×７日＋11名×1回×２交代×７日＝ 

406 着＜420着 

   上記想定により，重大事故等発生時に，交替等で中央制御

室に複数の班がいる場合を考慮しても，初動対応として十分

な数量を確保している。 

   なお，いずれの場合も防護具類が不足する場合は，構内よ

り適宜運搬することにより補充する。 

 

：ＳＡ範囲 

 

 ・1.5倍の妥当性の確認について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【中央制御室】 

   要員数９名は，運転員（中央制御室）５名と運転員（現場）

４名で構成されている。このうち，運転員（中央制御室）は，

中央制御室内を正圧化することにより，防護具類を着用する

必要がない。ただし，運転員は２交替を考慮し，交替時の１

回着用を想定する。また，運転員（現場）は，１回現場に行

くことを想定している。 

   ９名×１回×２交替×７日＋４名×１回×２交替×７日 

   ＝182着＜210着 

   上記想定により，重大事故等発生時に，交替等で中央制御

室に複数の班がいる場合を考慮しても，初動対応として十分

な数量を確保している。 

   なお，いずれの場合も防護具類が不足する場合は，構内よ

り適宜運搬することにより補充する。 

 ： ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根の自衛消防隊は，火

災発生時以外は復旧班

として活動を行うため，

防護具類が必要となる

現場要員に含める。 
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表 3.2-2 計測器（被ばく管理，汚染管理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 飲食料等 

中央制御室に配備する飲食料等の内訳を表 3.2-3 に示す。

なお，飲食料等は，汚染が付着しないようビニール袋等であ

らかじめ養生し，配備する。 

 

表 3.2-3 飲食料等 
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第 3.2－2表 放射線計測器（被ばく管理・汚染管理）の配備数 

 

 

 

 

(2) 飲食料等 

中央制御室に配備する飲食料等の内訳を第3.2－3表に示

す。なお，飲食料等は，汚染が付着しないようビニール袋等

であらかじめ養生し，配備する。 

 

第 3.2－3表 飲食料等 

品 名 配備数※１ 

飲食料等 

・食料 

・飲料水（1.5リットル） 

 

231食※２ 

154本※３ 

簡易トイレ 1式 

安定ヨウ素剤 154錠※４ 

※1 今後，訓練等で見直しを行う。 

※2 11名（中央制御室運転員 7名＋情報連絡要員 1名＋運転対応要員 3名）

×7日×3食＝231食 

※3 11名（中央制御室運転員 7名＋情報連絡要員 1名＋運転対応要員 3名）

×7日×2本＝154本 

※4 11名（中央制御室運転員 7名＋情報連絡要員 1名＋運転対応要員 3名）

×（初日 2錠＋2日目以降 1錠／1日×2交替）＝154錠 
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表 3.2－2 放射線計測器 

品名 
配備台数※６ 

中央制御室 

個人線量計 
電子式線量計 10台※１ 

ガラスバッジ 10個※１ 

ＧＭ汚染サーベイ・メータ ３台※２ 

電離箱サーベイ・メータ ２台※３ 

可搬式エリア放射線モニタ ３台※４ 

ダストサンプラ ２台※５ 

※１：10 名（１，２号炉運転員９名＋余裕） 

※２：中央制御室内外モニタリング用１台＋チェンジングエリア用１台＋予備１台 

※３：中央制御室内外モニタリング用１台＋予備１台 

※４：中央制御室内用１台＋チェンジングエリア用１台＋予備１台（設置のタイミングは，チ

ェンジングエリア設営判断と同時（原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象）） 

※５：室内のモニタリング用１台＋予備１台 

※６：今後，訓練等で見直しを行う。 

 

 (2) 飲食料等 

   中央制御室に配備する飲食料等の内訳を表 3.2－3に示す。

なお，飲食料等は，汚染が付着しないようビニール袋等であ

らかじめ養生し，配備する。 

 

表 3.2－3 飲食料等 

品名 
配備数※4 

中央制御室 

飲食料  

・食料 210食※1 

・飲料水（1.5リットル） 140本※2 

簡易トイレ １式 

安定よう素剤 160錠※3 

※１：10名（１，２号炉運転員９名＋余裕，以下同様）×７日×３食 

※２：10名×７日×２本 

※３：10名×８錠（初日２錠＋２日目以降１錠／日×６日）×２交替 

※４：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う。） 
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・資機材の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は※に示

す想定人数及び使用方

法により必要な台数を

配備する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・配備数の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】

島根２号炉は※に示す

想定人数及び使用方法

により必要な数を配備

する 
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 3.3 チェンジングエリアについて 

 (1) チェンジングエリアの基本的な考え方 

チェンジングエリアの設営に当たっては，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈」第59条第１項（運転員が原子炉制御室にとどま

るための設備）並びに「実用発電用原子炉及びその附属設備

の技術基準に関する規則の解釈」第74条第１項（運転員が原

子炉制御室にとどまるための設備）に基づき，原子炉制御室

の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，

原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリ

ング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けることを

基本的な考え方とする。 

   なお，チェンジングエリアは６号及び７号炉共用とする。 

（実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則の

解釈第74条第１項（運転員が原子炉制御室にとどまるための設

備）抜粋） 
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3.3 チェンジングエリアについて 

(1) チェンジングエリアの基本的な考え方 

チェンジングエリアの設営に当たっては，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則の解釈」第 59条第１項（運転員が原子炉制御室

にとどまるための設備）及び「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則の解釈」第 74条第１項

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）に基づ

き，中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，中央制御室への汚染の持ち込みを防止す

るため，身体の汚染検査及び防護具の脱衣等を行うための

区画を設けることを基本的な考え方とする。 
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 3.3 チェンジングエリアについて 

 (1) チェンジングエリアの基本的な考え方 

   チェンジングエリアの設営にあたっては，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈」第 59条第１項（運転員が原子炉制御室にとどま

るための設備）並びに「実用発電用原子炉及びその附属設備

の技術基準に関する規則の解釈」第 74条第１項（運転員が原

子炉制御室にとどまるための設備）に基づき，原子炉制御室

の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，

原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリ

ング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けることを

基本的な考えとする。 

 

（実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則の

解釈第74条第１項（運転員が原子炉制御室にとどまるための設

備）抜粋） 
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・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止す

るため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための

区画を設けること。 

原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を

設けること。 
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(2) チェンジングエリアの概要 

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，除

染エリアからなり， 中央制御室陽圧化バウンダリに隣接する

とともに，要員の被ばく低減の観点からコントロール建屋内

に設営する。概要は表3.3-1のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3-1 チェンジングエリアの概要 
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(2) チェンジングエリアの概要 

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，

除染エリア及びクリーンエリアからなり，原子炉建屋付属

棟内かつ中央制御室バウンダリに隣接した場所に設営す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3－1表にチェンジングエリアの概要を示す。 
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(2) チェンジングエリアの概要 

   チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア及び

除染エリアからなり，要員の被ばく低減の観点からタービン

建物内，かつ中央制御室正圧化バウンダリに隣接した場所に

設営する。概要は，表 3.3－1のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3－1 チェンジングエリアの概要 
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・運用及び設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬式

空気浄化装置によるエ

リア内の浄化及び定期

定期なエリア内の環境

測定により汚染流入を

防止 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のタービ

ン建物内は中央制御室

バウンダリに隣接する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネル

取付ユニット方式を採

用 
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 (3) チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルート 

    チェンジングエリアは，中央制御室陽圧化バウンダリに

隣接した場所に設置する。チェンジングエリアの設営場所

及び屋内のアクセスルートは，図3.3-1のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.3-1 中央制御室チェンジングエリアの設営場所及び屋内の

アクセスルート 
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(3) チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート 

チェンジングエリアは，中央制御室バウンダリに隣接した場

所に設置する。チェンジングエリアの設営場所及びアクセスル

ートは，第 3.3－1図及び第 3.3－2図のとおり。なお，通常時

のルートであるサービス建屋側へアクセスするルートは使用

せず，耐震性が確保された原子炉建屋内のルートを設定する。

作業員は，放射線防護具を着用し，チェンジングエリアから中

央制御室へのアクセスする。原子炉建屋付属棟における中央制

御室へのアクセスルートの設定図を第 3.3－3 図に示す。作業

員が携行する資機材（携行型有線通話装置，電離箱サーベイメ

ータ，電動ドライバ等）については，バックパックに入れて携

行することで，携行時の負担を軽減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3－1図 中央制御室チェンジングエリアの設営場所 
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 (3) チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート 

   チェンジングエリアは，中央制御室正圧化バウンダリに隣

接した場所に設置する。チェンジングエリアの設営場所及び

アクセスルートは，図 3.3－1のとおり。 

 

 

図 3.3－1 チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート 
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第 3.3－2図 中央制御室へのアクセスルートの概要図 

 
第 3.3－3図 中央制御室へのアクセスルート設定図 
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  (4) チェンジングエリアの設営（考え方，資機材） 

   ａ．考え方 

     中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するた

め，図3.3-2の設営フローに従い，図3.3-3のとおりチェ

ンジングエリアを設営する。チェンジングエリアの設営

は，保安班員2名で，約60分を想定する。なお，チェンジ

ングエリアが速やかに設営できるよう定期的に訓練を行

い，設営時間の短縮及び更なる改善を図ることとしてい

る。 

     チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の緊急

時対策要員（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外））

の保安班2名，又は参集要員（10時間後までに参集）のう

ち，チェンジングエリアの設営に割り当てることができ

る要員で行う。設営の着手は，保安班長が，原子力災害

対策特別措置法第10条特定事象が発生した後，事象進展

の状況（格納容器雰囲気放射線レベル計（CAMS）等によ

り炉心損傷を判断した場合等）， 参集済みの要員数及び

保安班が実施する作業の優先順位を考慮して判断し，速

やかに実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-2 チェンジングエリア設営フロー 
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(4) チェンジングエリアの設営（考え方，資機材） 

ａ．考え方 

中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するため，

第 3.3－4図の設営フローに従い，第 3.3－5図のとおり，

チェンジングエリアを設営する。チェンジングエリアの設

営は，放射線管理班員 2名で，初期運用開始に必要なサー

ベイエリア及び除染エリアの設営に約 60分，さらに脱衣エ

リアの設営に約 80分の合計 140分を想定している。なお，

チェンジングエリアが速やかに設営できるように定期的に

訓練を行い，設営時間の短縮及び更なる改善を図ることと

している。夜間・休日に事故が発生した場合の参集までの

時間を考慮しても，約 3時間後にはチェンジングエリアの

初期運用を開始することが可能である。 

チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の要員の

放射線管理班における重大事故等対応要員 4名のうち，チ

ェンジングエリアの設営に割り当てることができる要員で

行う。設営の着手は，原子力災害対策特別措置法第 10条特

定事象が発生し，災害対策本部長の指示があった場合に実

施する。 

 

第 3.3－4図 チェンジングエリアの設営フロー 
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 (4) チェンジングエリアの設営（考え方，資機材） 

  ａ．考え方 

     中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するた

め，図3.3－2の設営フローに従い，図3.3－3のとおりチ

ェンジングエリアを設営する。チェンジングエリアの設

営は，放射線管理班員２名で，２時間以内を想定する。

チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定期的に

訓練を行い，設営時間の短縮及び更なる改善を図ること

としている。 

チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の緊急

時対策要員の放射線管理班員２名をチェンジングエリア

の設営に割り当て行う。設営の着手は，当直長が，原子

力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生したと判断

した後，事象進展の状況（格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）等により炉心損傷を判断した場合等），参

集済みの要員数及び放射線管理班が実施する作業の優先

順位を考慮して判断し，速やかに実施する。 

 

 
 

 

図 3.3－2 チェンジングエリア設営フロー 

 

：

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

・想定時間及び体制の相

違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は設営時

間を２時間としている

が訓練等により速やか

な設営を行う 

【東海第二】 

島根２号炉は，夜間・

休日に設営が必要な場

合，常駐する放射線管理

班が設営を行う（(11) 

放射線管理班の緊急時

対応のケーススタディ

に示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネル

取付ユニット方式を採

用 

 

①チェンジングエリア用資機材の移動，設置

（チェンジングエリア用照明の設置） 
↓ 

②床，壁等の養生を実施 

↓ 

③装備回収箱，バリア，粘着マット等の設置 

↓ 

④除染用資機材，可搬式空気浄化装置，ＧＭ汚

染サーベイ・メータの配備 
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図 3.3-3 中央制御室チェンジングエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．チェンジングエリア用資機材 

チェンジングエリア用資機材については，運用開始後の

チェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も

考慮して，表3.3-2のとおりとする。チェンジングエリア用

資機材は，チェンジングエリア付近に保管する。 

 

：ＳＡ範囲 

 

第 3.3－5図 中央制御室チェンジングエリア 

 

ｂ．チェンジングエリア用資機材 

 チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチェ

ンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も考慮し，

第 3.3－2表のとおりとする。チェンジングエリア用資機材は，

チェンジングエリア付近に保管する。 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3－3 中央制御室チェンジングエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．チェンジングエリア用資機材 

    チェンジングエリア用資機材については，運用開始後の

チェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も

考慮して，表 3.3－2のとおりとする。チェンジングエリア

用資機材は，チェンジングエリア付近に保管する。 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネル

取付ユニット方式を採

用 
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表 3.3-2 中央制御室チェンジングエリア用資機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) チェンジングエリアの運用 

   （出入管理，脱衣，汚染検査，除染，着衣，要員に汚染が

確認された場合の対応，廃棄物管理，チェンジングエリア

の維持管理） 

  ａ．出入管理 

チェンジングエリアは，中央制御室の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，中央制御室に待機

していた要員が，中央制御室外で作業を行った後，再度，

中央制御室に入室する際等に利用する。中央制御室外は，

放射性物質により汚染しているおそれがあることから，中

央制御室外で活動する要員は防護具を着用し活動する。 

チェンジングエリアのレイアウトは図3.3-3のとおりで

あり，チェンジングエリアには下記の①から③のエリアを

設けることで中央制御室内への放射性物質の持ち込みを防

止する。 

：ＳＡ範囲 

 

第3.3－2表 チェンジングエリア用資機材 

 

 

(5) チェンジングエリアの運用（出入管理，脱衣，汚染検査，

除染，着衣，廃棄物管理，チェンジングエリアの維持管理） 

ａ．出入管理 

チェンジングエリアは，中央制御室の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，中央制御室外で作業を

行った要員が，中央制御室に入室する際に利用する。中央制

御室外は，放射性物質により汚染しているおそれがあること

から，中央制御室外で活動する要員は，防護具を着用し活動

する。 

チェンジングエリアのレイアウトは，第 3.3－5図のとおり

であり，チェンジングエリアには，下記の①から④のエリア

を設けることで，中央制御室内への放射性物質の持ち込みを

防止する。 

 

 

：ＳＡ範囲 

表 3.3－2 中央制御室チェンジングエリア用資機材 

 

※１ 今後，訓練等で見直しを行う。 

※２ 約 35m2（床，壁の養生面積）×３（エリア全面張替え１回分＋補修張替え等） 

÷90m2／巻×1.5 倍≒２巻（養生シート損傷，汚染時等） 

※３ ４個（各エリア間設置箇所数） 

※４ ２枚(設置箇所数)×２（汚染時の交換用）＝４枚 

※５ ６個（設置箇所数） 

※６ ６枚（設置箇所）×３枚／日（１日交換回数）×７日×1.5 倍＝189 枚→200 枚 

※７ 約 80m（養生エリアの外周距離）×３（エリア全面張替え１回分＋補修張替え等） 

÷30m／巻×1.5 倍＝12 巻（養生シート損傷，汚染時等） 

※８ 1,200 枚／箱（除染等） 

※９ 120 枚／個（除染等） 

※10 960mm×960mm×1,600mm（除染エリア設置） 

(5) チェンジングエリアの運用（出入管理，脱衣，汚染検査，除

染，着衣，要員に汚染が確認された場合の対応，廃棄物管理，

チェンジングエリアの維持管理） 

  ａ．出入管理 

     チェンジングエリアは，中央制御室の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，中央制御室に

待機していた要員が，中央制御室外で作業を行った後，

再度，中央制御室に入室する際等に利用する。中央制御

室外は，放射性物質により汚染しているおそれがあるこ

とから，中央制御室外で活動する要員は防護具を着用し

活動する。 

チェンジングエリアのレイアウトは図3.3－3のとおり

であり，チェンジングエリアには，下記①から③のエリ

アを設けることで，中央制御室内への放射性物質の持ち

込みを防止する。 

：ＳＡ範囲 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 チェンジングエリア

設営に必要な資機材の

相違 
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     ① 脱衣エリア 

       防護具を適切な順番で脱衣するエリア。 

     ② サーベイエリア 

       防護具を脱衣した要員の身体や物品のサーベイを

行うエリア。汚染が確認されなければ中央制御室

内へ移動する。 

     ③ 除染エリア 

       サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を

行うエリア。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ．脱衣 

     チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下

のとおり。 

     ・脱衣エリアの靴脱ぎ場で，汚染区域用靴，ヘルメッ

ト，ゴム手袋外側，アノラック等を脱衣する。 

     ・脱衣エリアで，不織布カバーオール，ゴム手袋内側，

マスク，帽子，靴下，綿手袋を脱衣する。 

 

 

 

 

     なお，チェンジングエリアでは，保安班員が要員の脱

衣状況を適宜確認し，指導，助言，防護具の脱衣の補助

を行う。 

 

   ｃ．汚染検査 

     チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のと

おり。 

 

：ＳＡ範囲 

 ① 脱衣エリア 

 ・防護具を適切な順番で脱衣するエリア 

 ② サーベイエリア 

 ・防護具を脱衣した要員の身体や物品の汚染検査を行う

エリア 

 ・汚染が確認されなければ中央制御室内へ移動する。 

 ③ 除染エリア 

 ・サーベイエリアにて汚染が確認された際に，除染を行

うエリア 

 ④ クリーンエリア 

 ・扉付シート壁により区画することで，サーベイエリア

等からの汚染の流入を防止するエリア 

 

 

 

 

 

ｂ．脱衣 

 チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は，以下

のとおり。 

 ・脱衣エリアの靴脱ぎ場で，安全靴，ヘルメット及びア

ノラック，靴下（外側）を脱衣する。 

 ・脱衣エリア前室で，ゴム手袋（外側），タイベック等

を脱衣する。 

 ・脱衣エリア後室で，ゴム手袋（内側），綿手袋及び靴

下（内側）を脱衣する。 

 ・マスク及び帽子を着用したまま，サーベイエリアへ移

動する。 

 なお，チェンジングエリアでは，放射線管理班員は，要

員の脱衣状況について適宜確認し，指導，助言及び防護具

の脱衣の補助を行う。 

 

ｃ．汚染検査 

 チェンジングエリアにおける汚染検査等の手順は，以下

のとおり。 
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    ①脱衣エリア 

     防護具を適切な順番で脱衣するエリア。 

    ②サーベイエリア 

    防護具を脱衣した要員の身体や物品のサーベイを行うエ

リア。 

汚染が確認されなければ中央制御室側へ移動する。 

    ③除染エリア 

    サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行うエ

リア。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．脱衣 

チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下の

とおり。 

    ・脱衣エリア入口で，安全靴，ヘルメット，被水防護服

及びゴム手袋外側を脱衣する。 

    ・脱衣エリアで汚染防護服，ゴム手袋内側，マスク，帽

子，靴下及び綿手袋を脱衣する。 

 

 

 

 

    なお，チェンジングエリアでは，放射線管理班員が要員

の脱衣状況を適宜確認し，指導，助言及び防護具の脱衣

の補助を行う。 

 

  ｃ．汚染検査 

チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のとお

り。 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬式

空気浄化装置によるエ

リア内の浄化及び定期

定期なエリア内の環境

測定により汚染流入を

防止する 
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     ・脱衣後，サーベイエリアに移動する。 

     ・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。 

 

     ・汚染基準を満足する場合は，中央制御室へ入室する。

汚染基準を超える場合は，除染エリアに移動する。 

     

 

 

 

 

     なお，保安班員でなくても汚染検査ができるように汚

染検査の手順について図示等を行う。また，保安班員は

汚染検査の状況について，適宜確認し，指導，助言をす

る。 

 

   ｄ．除染 

 

 

 

 

 

 

 

    チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。 

    ・汚染検査にて汚染基準を超える場合は， 除染エリアに

移動する。 

    ・汚染箇所をウェットティッシュで拭き取りする。 

    ・再度汚染箇所について汚染検査する。 

    ・汚染基準を超える場合は，簡易シャワーで除染する。

（簡易シャワーでも汚染基準を超える場合は，汚染

箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動する。） 
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 ① サーベイエリアにて，マスク及び帽子を着用した状

態の頭部の汚染検査を受ける。 

 ② 汚染基準を満足する場合には，マスク及び帽子を脱

衣し，全身の汚染検査を受ける。 

 ③ 汚染基準を満足する場合には，脱衣後のマスクを持

参し，クリーンエリアを通過して中央制御室へ入室する。 

 ④ ②又は③の汚染検査において，汚染基準を満足しな

い場合には，除染エリアに移動する。 

 

 なお，放射線管理班員は，放射線管理班員でなくても汚

染検査ができるように，汚染検査の手順について図示等を

行う。また，放射線管理班員は，汚染検査の状況について

適宜確認し，指導及び助言を行う。 

 

ｄ．除染 

サーベイエリア内で重大事故等に対処する要員の汚染

が確認された場合は，サーベイエリアに隣接した除染エ

リアで重大事故等に対処する要員の除染を行う。 

重大事故等に対処する要員の除染については，クリー

ンウエスでの拭き取りによる除染を基本とするが，拭き

取りにて除染ができない場合も想定し，汚染箇所への水

洗によって除染が行えるよう簡易シャワーを設ける。 

 チェンジングエリアにおける除染手順は，以下のとおり。 

 ・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合には，除染エ

リアに移動する。 

 ・汚染箇所をクリーンウエスで拭き取りする。 

 ・再度汚染箇所について汚染検査する。 

 ・汚染基準を満足しない場合には，簡易シャワーで除染

する。（マスク及び帽子を除く） 

 ・簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合には，汚

染箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動する。 
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・脱衣後，サーベイエリアに移動する。 

    ・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。 

 

    ・汚染基準を満足する場合は，中央制御室へ入室する。

汚染基準を満足しない場合は，除染エリアに移動する。 

 

     

 

 

 

なお，放射線管理班員でなくても汚染検査ができるよう

に汚染検査の手順について図示等を行う。また，放射線管

理班員は汚染検査の状況について，適宜確認し，指導，助

言をする。 

 

  ｄ．除染 

 

 

 

 

 

 

 

    チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。 

    ・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は，除染エリ

アに移動する。 

    ・汚染箇所をウェットティッシュで拭き取りする。 

    ・再度汚染箇所について汚染検査する。 

    ・汚染基準を満足しない場合は，簡易シャワーで除染す

る。 

・簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は，汚染

箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動する。 
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・体制の相違 

【柏崎 6/7】 
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第 3.3－6図 除染及び汚染水処理イメージ図 
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   ｅ．着衣 

     防護具の着衣手順は以下のとおり。 

     ・中央制御室内で，綿手袋，靴下，帽子，不織布カバ

ーオール，マスク，ゴム手袋内側，ゴム手袋外側等

を着衣する。 

     ・チェンジングエリアの靴脱ぎ場で，ヘルメット，汚

染区域用靴等を着用する。 

     ・保安班員は，要員の作業に応じて，アノラック等の

着用を指示する。 

 

   ｆ．要員に汚染が確認された場合の対応 

 

     サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，

サーベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行

う。 

     要員の除染については，ウェットティッシュでの拭き

取りによる除染を基本とするが，拭き取りにて除染でき

ない場合も想定し，汚染箇所への水洗によって除染が行

えるよう簡易シャワーを設ける。 

     簡易シャワーで発生した汚染水は，図3.3-4 のとおり

必要に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物

として処理する。 

 

図 3.3-4 除染及び汚染水処理イメージ図 
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ｅ．着 衣 

 防護具の着衣手順は，以下のとおり。 

 ・中央制御室内で，綿手袋，靴下内側，靴下外側，帽子，

タイベック，マスク，ゴム手袋内側，ゴム手袋外側等

を着衣する。 

 ・チェンジングエリアの靴脱ぎ場で，ヘルメット及び靴

を着用する。 

 ・放射線管理班は，要員の作業に応じて，アノラック等

の着用を指示する。 

 

ｆ．重大事故等に対処する要員に汚染が確認された場合の対

応 

 

 

 

 

 

 

 

簡易シャワーで発生した汚染水は，第 3.3－6図のとおり，

必要に応じて吸水シートへ染み込ませる等により固体廃棄

物として処理する。 
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  ｅ．着衣 

    防護具の着衣手順は以下のとおり。 

    ・中央制御室内で，綿手袋，靴下，帽子，汚染防護服，

全面マスク，ゴム手袋内側及びゴム手袋外側等を着衣

する。 

    ・脱衣エリア出口でヘルメット，安全靴等を着用する。 

 

    ・放射線管理班員は，要員の作業に応じて，被水防護服

等の着用を指示する。 

 

  ｆ．要員に汚染が確認された場合の対応 

 

    サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サ

ーベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行う。 

    要員の除染については，ウェットティッシュでの拭き取

りによる除染を基本とするが，拭き取りにて除染できない

場合も想定し，汚染箇所への水洗によって除染が行えるよ

う簡易シャワーを設ける。 

 

    簡易シャワーで発生した汚染水は，図 3.3－4のとおり必

要に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物とし

て処理する。 

 

 

図 3.3－4 除染及び汚染水処理イメージ図 
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・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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   ｇ．廃棄物管理 

     中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具につい

ては，チェンジングエリア内に留め置くとチェンジング

エリア内の線量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因と

なることから，適宜チェンジングエリア外に持ち出しチ

ェンジングエリア内の線量率の上昇及び汚染拡大防止を

図る。 

 

   ｈ．チェンジングエリアの維持管理 

     保安班員は，チェンジングエリア内の表面汚染密度，

線量率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1回/日以上）

に測定し，放射性物質の異常な流入や拡大がないことを

確認する。 

プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を

再開する際には，表面汚染密度，線量率及び空気中放

射性物質濃度の測定を実施し，必要に応じチェンジン

グエリアの除染を実施する。なお，測定及び除染を行

った要員は，脱衣エリアにて脱衣を行う。 
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ｇ．廃棄物管理 

中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具について

は，チェンジングエリア内にとどめて置くとチェンジング

エリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大につながる要因

となることから，適宜チェンジングエリア外に持ち出し，

チェンジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防

止を図る。 

 

ｈ．チェンジングエリアの維持管理 

放射線管理班員は，チェンジングエリア内の表面汚染密

度，線量当量率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1回

／日以上）に測定し，放射性物質の異常な流入や拡大がな

いことを確認する。 
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  ｇ．廃棄物管理 

    中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具について

は，チェンジングエリア内にとどめておくとチェンジング

エリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因

となることから，適宜チェンジングエリア外に持ち出し，

チェンジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防

止を図る。 

 

  ｈ．チェンジングエリアの維持管理 

    放射線管理班員は，床･壁等の養生の確認を実施し，養生

シート等に損傷が生じている場合は，補修を行う。 

チェンジングエリア内の表面汚染密度，線量当量率及び

空気中放射性物質濃度を定期的（１回／日以上）に測定し，

放射性物質の異常な流入や拡大がないことを確認する。 

プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再開

する際には，表面汚染密度，線量当量率及び空気中放射性

物質濃度の測定を実施し，必要に応じチェンジングエリア

の除染を実施する。なお，測定及び除染を行った要員は，

脱衣エリアにて脱衣を行う。 
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  (6) チェンジングエリアに係る補足事項 

   ａ．可搬型空気浄化装置 

     チェンジングエリアには，更なる被ばく低減のため，

可搬型空気浄化装置を1台設置する。可搬型空気浄化装置

は，最も汚染が拡大するおそれのある脱衣エリアの空気

を吸い込み浄化するよう配置し，脱衣エリアを換気する

ことで，中央制御室外で活動した要員の脱衣による汚染

拡大を防止する。 

中央制御室内への汚染持込防止を目的とした可搬型空

気浄化装置による換気ができていることの確認は，チェ

ンジングエリアのエアーテント生地がしぼむ状態になっ

ているかどうかを目視する等により確認する。可搬型空

気浄化装置は，脱衣エリアを換気できる風量とし，仕様

等を図3.3-5に示す。 

     なお，中央制御室はプルーム通過時には，原則出入り

しない運用とすることから，チェンジングエリアについ

ても，プルーム通過時は，原則利用しないこととする。

したがって，チェンジングエリア用の可搬型空気浄化装

置についてもプルーム通過時には運用しないことから，

可搬型空気浄化装置のフィルタが高線量化することでの

居住性への影響はない。 

     ただし，可搬型空気浄化装置は長期的に運用する可能

性があることから，フィルタの線量が高くなることも想

定し，本体（フィルタ含む）の予備を1台設ける。なお，

交換したフィルタ等は，線源とならないようチェンジン

グエリアから遠ざけて保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-5 可搬型空気浄化装置の仕様等 

：ＳＡ範囲 

 

(6) チェンジングエリアの汚染拡大防止について 

ｃ．可搬型空気浄化装置 

    更なる汚染拡大防止対策として，チェンジングエリアに

設置する可搬型空気浄化装置の仕様等を第 3.3－10図に示

す。 

 

 

    可搬型空気浄化装置による送気が正常に行われているこ

との確認は，可搬型空気浄化装置に取り付ける吹き流しの

動きを目視で確認することで行う。 

 

 

 

 

    なお，中央制御室は，原子炉格納容器圧力逃がし装置の

操作直後には，原則出入りしない運用とすることから，チ

ェンジングエリアについても，原則利用しないこととする。

したがって，チェンジングエリア用の可搬型空気浄化装置

についてもこの間は運用しないことから，可搬型空気浄化

装置のフィルタが高線量化することによる居住性への影響

はない。 

    ただし，可搬型空気浄化装置は，長期的に運用する可能

性があることから，フィルタの線量が高くなることを想定

し，本体（フィルタ含む）の予備を 1台設ける。なお，交

換したフィルタ等は，線源とならないようにチェンジング

エリアから遠ざけて保管する。 

 

第 3.3－10図 可搬型空気浄化装置の仕様等 

：ＳＡ範囲 

  (6) チェンジングエリアに係る補足事項 

  ａ．可搬式空気浄化装置 

チェンジングエリアには，更なる被ばく低減のため，可

搬式空気浄化装置を１台設置する。可搬式空気浄化装置は，

放射性物質を取り除いた外気をチェンジングエリア内に供

給することで正圧化し，放射性物質の流入を防止する。 

 

可搬式空気浄化装置による送気が正常に行われているこ

との確認は，可搬式空気浄化装置に取り付ける吹き流しの

動きを目視により行う。可搬式空気浄化装置の仕様等を図

3.3－5に示す。 

 

 

 

なお，中央制御室はプルーム通過時には，原則出入りし

ない運用とすることから，チェンジングエリアについても，

プルーム通過時は，原則利用しないこととする。したがっ

て，チェンジングエリア用の可搬式空気浄化装置について

もプルーム通過時には運用しないことから，可搬式空気浄

化装置のフィルタが高線量化することでの居住性への影響

はない。 

ただし，可搬式空気浄化装置は長期的に運用する可能性

があることから，フィルタの線量が高くなることも想定し，

本体（フィルタ含む）の予備を１台設ける。なお，交換し

たフィルタ等は，線源とならないようチェンジングエリア

から遠ざけて保管する。 

 

図 3.3－5 可搬式空気浄化装置の仕様等 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，可搬式

空気浄化装置により放

射性物質を取り除いた

外気をチェンジングエ

リア内に連続して供給

（加圧）することで，放

射性物質流入を防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

147



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   ｂ．チェンジングエリアの設営状況 

     チェンジングエリアは，靴脱ぎ場及び脱衣エリアの空

間をエアーテントにより区画する。エアーテントの外観

は図3.3-6のとおりであり，高圧ボンベにより約3分間送

風することで，展張することが可能である。なお，展張

は手動及びブロワによる送風も可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     チェンジングエリア内面は，必要に応じて汚染の除去

の容易さの観点から養生シートを貼ることとし，一時閉

鎖となる時間を短縮している。 

 

 

また，エアーテントに損傷が生じた際は，速やかに補

修が行えるよう補修用の資機材を準備する。 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

ａ．汚染拡大防止の考え方 

テントハウスは，各テントハウスの接続部等をテープ養

生することで，テントハウス外からの汚染の持ち込みを防

止する設計とする。また，テントハウスの出入口等を扉付

シート壁で区画することで，中央制御室への汚染の持ち込

みを防止する。 

チェンジングエリアには，更なる汚染拡大防止対策とし

て，可搬型空気浄化装置を 1台設置する。 

 

ｂ．チェンジングエリアの区画 

チェンジングエリアは，テントハウスの出入口，サーベ

イエリア及びクリーンエリア，除染エリアは扉付のシート

壁により区画し，テントの接続部は放射性物質の外部から

の流入を防止する設計とする。テントハウスの外観及び設

置状況（イメージ）は，第 3.3－7図のとおりであり，テ

ントハウスの仕様は，第 3.3－3表のとおりである。また，

第 3.3－8図は，テントハウスの設置状況（イメージ）で

あり，図中①～⑦の各テントハウス間は，ファスナーを用

いて接続する。なお，各テントハウス間の接続は，第 3.3

－9図のとおりに行う。 

    中央制御室へアクセスする階段の周囲（階段室及び前後

室）は，扉付のシート壁により二重に区画した上で，二重

のシート扉は同時に開けない運用とし，テント床面開口部

周囲を難燃テープでシールすることで，中央制御室側への

空気の流入を防止する。 

チェンジングエリア内面には，汚染除去の容易さの観点

から，必要に応じて養生シートを貼ることとし，一時閉鎖

となる時間を短縮する。 

    さらに，チェンジングエリア内には，靴等に付着した放

射性物質を持ち込まないように粘着マットを設置する。 
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  ｂ．チェンジングエリアの設営状況 

    チェンジングエリアは，区画資材により区画する。チェ

ンジングエリアの外観は，図 3.3－6のとおりであり，チェ

ンジングエリア区画資材の仕様は表 3.3－3 のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェンジングエリア内面は，汚染の除去の容易さの観点

から，必要に応じて養生シートを貼ることとし，一時閉鎖

となる時間を短縮している。 

更に，チェンジングエリア内には，靴等に付着した放射

性物質を持ち込まないように粘着マットを設置する。 

    また，チェンジングエリア区画資材に損傷が生じた際は，

速やかに補修が行えるよう補修用の資機材を準備する。 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネル

取付ユニット方式を採

用 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネル

取付ユニット方式を採

用 
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図 3.3-6 エアーテントの外観 
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図 3.3－6 チェンジングエリアの外観 

 

 

 

表 3.3－3 チェンジングエリア区画資材の仕様 

 

サイズ（設営時） 

幅 1.5m×奥行 3.5m×高さ 2.0m 程度（脱衣エリア） 

幅 2.0m×奥行 3.0m×高さ 2.0m 程度（サーベイエ

リア） 

幅 1.5m×奥行 1.5m×高さ 2.0m 程度（除染エリア） 

サイズ（保管時） 幅 1.0m×奥行 1.5m×高さ 2.0m 程度 

本体重量 約 200kg（総重量） 

材質 
軽量アルミフレーム，中空ポリカーボネートボー

ド 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネル

取付ユニット方式を採

用 
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第 3.3－8図 テントハウスの設置状況（イメージ） 

 

第 3.3－9図 各テントハウス間の接続（イメージ） 
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   ｃ．チェンジングエリアへの空気の流れ 

     中央制御室チェンジングエリアは，一定の気密性が確

保されたコントロール建屋内に設置し，図3.3-7のよう

に，汚染の区分ごとにエリアを区画し，汚染を管理する。 

     また，更なる被ばく低減のため，可搬型空気浄化装置

を1台設置する。可搬型空気浄化装置は，脱衣を行うホッ

トエリアの空気を吸い込み浄化し，ホットエリアを換気

することで脱衣による汚染拡大を防止するとともに，チ

ェンジングエリア周辺を循環運転することによりチェン

ジングエリア周辺の放射性物質を低減する。 

     図3.3-7のようにチェンジングエリア内に空気の流れ

をつくることで脱衣による汚染拡大を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

ｄ．チェンジングエリアへの空気の流れ 

    チェンジングエリアは，第 3.3－11図のように，汚染の

区分ごとに空間を区画し，汚染を管理する。 

 

    また，更なる汚染拡大防止のために設置する可搬型空気

浄化装置により，中央制御室へアクセスする階段室及びそ

の前後室に浄化された空気を送り込むことで，中央制御室

へ放射性物質が流入することを防止する。 

 

 

    第 3.3－11図及び第 3.3－12図のとおり，チェンジング

エリア内に空気の流れを作ることで，中央制御室への汚染

の持ち込みを防止する。なお，テントハウス出入口は，カ

ーテンシートとすることで，外部への空気の流れを確保す

る。 
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  ｃ．チェンジングエリアへの空気の流れ 

    中央制御室チェンジングエリアは，一定の気密性が確保

されたタービン建物内に設置し，図 3.3－7のように，汚染

の区分ごとにエリアを区画し，汚染を管理する。 

    また，更なる被ばく低減のため，可搬式空気浄化装置を

１台設置する。 

    可搬式空気浄化装置は，放射性物質を取り除いた外気を

チェンジングエリア内に供給することで正圧化し，放射性

物質の流入を防止する。 

 

    図 3.3－7 のように脱衣エリア及び除染エリアの空気が

サーベイエリアへ流入しないよう，可搬式空気浄化装置か

ら各エリアに供給する風量を調整し，チェンジングエリア

内に空気の流れをつくることで，中央制御室内に汚染を持

ち込まないよう管理する。 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設置場所の相違 
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図 3.3-7 中央制御室チェンジングエリアの空気の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

第 3.3－11図 中央制御室チェンジングエリアの空気の流れ 

 

第 3.3－12図 中央制御室へアクセスする階段の周囲の区画 
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図 3.3－7 チェンジングエリアの空気の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

概要図の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室側
可搬式空気浄化装置

除染エリア サーベイエリア 脱衣エリア
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   ｄ．チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

     中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染

が，他の要員に伝播することがないようサーベイエリア

において要員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を養

生するとともに，サーベイエリア内に汚染が移行してい

ないことを確認する。 

サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，一時

的にチェンジングエリアを閉鎖するが，速やかに養生

シートを張り替える等により，要員の出入りに大きな

影響は与えないようにする。 

ただし，中央制御室から緊急に現場に行く必要があ

る場合は，張り替え途中であっても，退室する要員は

防護具を着用していることから，退室することは可能

である。 

     また，中央制御室への入室の動線と退室の動線を分離

することで，脱衣時の接触を防止する。なお，中央制御

室から退室する要員は，防護具を着用しているため，中

央制御室に入室しようとする要員と接触したとしても，

汚染が身体に付着することはない。 
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ｅ．チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

    中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染が他

の要員に伝播することがないように，サーベイエリアにお

いて要員の汚染が確認された場合には，汚染箇所を養生す

るとともにサーベイエリア内に汚染が拡大していないこと

を確認する。 

サーベイエリア内に汚染が確認された場合には，速やか

に養生シートを張り替える等により，要員の出入りに極力

影響を与えないようにする。 

 

 

 

 

 

    また，チェンジングエリア内は一方通行とし，扉付シー

ト壁により，入域ルート側の汚染が退域エリアに伝播する

ことを防止する。さらに脱衣エリアでは一人ずつ脱衣を行

う運用とすることで，脱衣する要員同士の接触を防止する。 
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  ｄチェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

    中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染が，

他の要員に伝播することがないようサーベイエリアにおい

て要員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を養生すると

ともに，サーベイエリア内に汚染が移行していないことを

確認する。 

サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，一時的に

チェンジングエリアを閉鎖するが，速やかに養生シートを

張り替える等により，要員の出入りに大きな影響を与えな

いようにする。 

ただし，中央制御室から緊急に現場に行く必要がある場

合は，張り替え途中であっても，退室する要員は防護具を

着用していることから，退室することは可能である。 

 

    また，脱衣エリアでは一人ずつ脱衣を行う運用とするこ

とで，脱衣する要員同士の接触を防止する。なお，中央制

御室から退室する要員は，防護具を着用しているため，中

央制御室に入室しようとする要員と接触したとしても，汚

染が身体に付着することはない。 
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・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，動線は分

離せず要員１人ずつ脱

衣を実施 
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(7) 汚染の管理基準 

   表 3.3-3のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用す

る。 

    ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，

表3.3-3の管理基準での運用が困難となった場合は，バック

グラウンドと識別できる値を設定する。 

表 3.3-3 汚染の管理基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 中央制御室におけるマスク着用の要否について 

炉心損傷の判断後に運転員が中央制御室に滞在する場合，

又は現場作業を実施する際に全面マスク等を着用する。 
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(7) 汚染の管理基準 

   第 3.3－4表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用

する。ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，

第 3.3－4表の管理基準での運用が困難となった場合は，バッ

クグラウンドと識別できる値を設定する。 

 

第 3.3－4表 汚染の管理基準 
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 (7) 汚染の管理基準 

   表 3.3－4のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用す

る。ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，

表 3.3－4の管理基準での運用が困難となった場合は，バック

グラウンドと識別できる値を設定する。 

 

表 3.3－4 汚染の管理基準 

 

※１：計測器の仕様や構成により係数率が異なる場合は，計測器毎の数値を

確認しておく。また，測定する場所のバックグラウンドに留意する必

要がある。 

※２：４Bq/cm2相当。 

※３：120Bq/cm2相当。バックグラウンドが高い状況化に適用。バックグラウ

ンドの影響が相対的に小さくなる数値のうち，最低の水準（バックグ

ラウンドのノイズに信号が埋まらないレベルとして３倍程度の余裕を

見込む水準）として設定（13,000×３≒40,000cpm）。 

※４：40Bq/cm2 相当（放射性よう素の吸入により小児の甲状腺等価線量が

100mSvに相当する内部被ばくをもたらすと想定される体表面密度）。 

 

 (8) 中央制御室におけるマスク着用の要否について 

中央制御室内は，中央制御室換気系により正圧化するこ

とで希ガス以外の放射性物質の流入防止対策は行っている

が，表3.3－5のとおりよう素の一部を除去しきれないため，

全面マスク等の着用が必要となる。 

 

表 3.3－5 中央制御室換気系のフィルタ除去効率 
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・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はよう素

の一部を除去しきれな

いことから全面マスク

等を着用する 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は設計条件

を記載 
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 (9) 乾電池内蔵型照明 

    チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場

合に乾電池内蔵型照明を使用する。乾電池内蔵型照明は，

脱衣，汚染検査，除染時に必要な照度を確保するために表

3.3-4に示す数量及び仕様とする。 

 

 

表 3.3-4 チェンジングエリアの乾電池内蔵型照明 
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(8) 可搬型照明（ＳＡ） 

   チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合

に使用する可搬型照明（ＳＡ）は，チェンジングエリアの設

置，脱衣，汚染検査及び除染時に必要な照度を確保するため

に，3個（予備 1個）を使用する。可搬型照明（ＳＡ）の仕

様を第 3.3－5表に示す。 

 

第 3.3－5表 チェンジングエリアの可搬型照明（ＳＡ） 

 

 チェンジングエリア内は，第 3.3－13図に示すように,設

置する可搬型照明（ＳＡ）により 5ルクス以上の照度が確保

可能であり，問題なく設営，運用等が行えることを確認して

いる。 

 

 
第 3.3－13 図 チェンジングエリア設置場所における可搬

型照明（ＳＡ）確認状況 
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 (9) チェンジングエリア用照明 

チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合

に使用するチェンジングエリア用照明は，チェンジングエリア

の設置，脱衣，汚染検査，除染時に必要な照度を確保するため

に表3.3－6に示す数量及び仕様とする。 

 

 

表 3.3－6 チェンジングエリア用照明 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉はＬＥＤ

照明を使用する 
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(10) チェンジングエリアのスペースについて 

中央制御室における現場作業を行う運転員は，2名1組で4組

を想定し，同時に8 名の運転員がチェンジングエリア内に収

容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に8名の要員

が来た場合，全ての要員が中央制御室に入りきるまで約21分

であり，全ての要員が汚染している場合でも約36分であるこ

とを確認している。 

 

 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリ

アに来た場合でも，チェンジングエリアは建屋内に設置して

おり，屋外での待機はなく不要な被ばくを防止することがで

きる。 

 

(11) 保安班の緊急時対応のケーススタディー 

保安班は，チェンジングエリアの設置以外に，緊急時対策

所の可搬型陽圧化空調機運転(60分)，可搬型エリアモニタの

設置（20分），可搬型モニタリングポストの設置(最大435分)，

可搬型気象観測装置の設置(90分)を行うことを想定してい

る。これら対応項目の優先順位については，保安班長が状況

に応じ判断する。以下にタイムチャートの例を示す。なお，

緊急時対策所のチェンジングエリアは，北東側ルートを設営

した場合(90分)を想定する。 

例えば，平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース

①）には，全ての対応を並行して実施することになる。 

 

 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に事故が発

生した場合で，原子力災害対策特別措置法第10条発生直後か

ら周辺環境が汚染してしまうような事象が発生した場合（ケ

ース②）は，原子力防災組織の緊急時対策要員の保安班2名で，

チェンジングエリアの設営を優先し，次に可搬型モニタリン

グポスト等の設置を行うことになる。 
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(9) チェンジングエリアのスペースについて 

 中央制御室における現場作業を行う運転員等は，2名 1組で 2

組を想定し，同時に 4名の運転員等がチェンジングエリア内に収

容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に 4名の要員が

来た場合，全ての要員が中央制御室に入りきるまで約 14分（1

人目の脱衣に 6分＋その後，順次汚染検査 2分×4名）と設定し，

全ての要員が汚染している場合でも，除染が完了し中央制御室に

入りきるまで約 22分と設定しており，訓練によりこれを下回る

時間で退域できることを確認している。 

 また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリアに

来た場合でも，チェンジングエリアは，建屋内に設置しているた

め，屋外での待機はなく，不要な被ばくを防止することができる。 

 

 

(10) 放射線管理班の緊急時対応のケーススタディ 

放射線管理班は，チェンジングエリアの設置以外に，緊急時対

策所可搬型エリアモニタの設置（10分），可搬型モニタリング・

ポストの設置（最大475分）及び可搬型気象観測設備の設置（80

分）を行うことを技術的能力にて説明している。これら対応項目

の優先順位については，放射線管理班長が状況に応じて判断す

る。 

 

 

例えば，平日昼間に事故が発生した場合（ケース①）には，放

射線管理班員4名にて緊急時対策所可搬型エリアモニタ，可搬型

モニタリング・ポスト及び可搬型気象観測設備の設置を優先し，

その後にチェンジングエリアの設置作業を行う。 

夜間・休祭日に事故が発生した場合（ケース②）には，放射線

管理班員2名にて緊急時対策所可搬型エリアモニタ，可搬型モニ

タリング・ポスト（緊急時対策所加圧判断用）及び可搬型気象観

測設備の設置を行い，その後，参集した要員がチェンジングエリ

アの設置を行う。要員参集後（発災から2時間後），参集した放

射線管理班員にてチェンジングエリアの設置作業を行うことで，

平日昼間のケースと同等の時間で設置を行える。なお，チェンジ

ングエリアの運用については，エリア使用の都度，放射線管理班 
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(10) チェンジングエリアのスペースについて 

中央制御室における現場作業を行う運転員は，２名１組で

２組を想定し，同時に４名の運転員がチェンジングエリア内

に収容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に４名

の要員が来た場合，全ての要員が中央制御室に入りきるまで

16 分（脱衣２分，汚染検査２分×４人）であり，全ての要員

が汚染している場合でも除染が完了し中央制御室に入りきる

まで 36分（脱衣２分，汚染検査２分，除染３分，汚染検査２

分×４人）であることを確認している。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリ

アに来た場合でも，チェンジングエリアは建物内に設置して

おり，屋外での待機はなく，不要な被ばくを防止することが

できる。 

 

(11) 放射線管理班の緊急時対応のケーススタディ 

放射線管理班は，中央制御室チェンジングエリアの設置以外

に，緊急時対策所の可搬式エリア放射線モニタの設置（20分以

内），可搬式モニタリング・ポストの設置（最大６時間30分以

内），可搬式気象観測装置の設置（３時間10分以内），緊急時

対策所チェンジングエリアの設営（20分以内）を行うことを想

定している。これら対応項目の優先順位については，放射線管

理班長が状況に応じ判断する。以下にタイムチャートの例を示

す。 

例えば，平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース①）

には，全ての対応を並行して実施することになる。 

 

 

また，夜間及び休日昼間（平日の勤務時間帯以外）に事故が

発生した場合で，原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発

生直後から周辺環境が汚染してしまうような事象が発生した

場合（ケース②）は，原子力防災組織の緊急時対策要員の放射

線管理班２名で，チェンジングエリアの設営を優先し，次に可

搬式モニタリング・ポスト等の設置を行うことになる。 
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・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急時

対策所入口にチェンジ

ングエリアを常時設置 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，周辺環境

が汚染してしまうよう

な事象が発生した場合，

中央制御室のチェンジ

ングエリアの設営を優

先 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 
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・ケース①（平日の勤務時間帯に事故が発生した場合） 

 

 

・ケース②（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に事故が発

生した場合） 

 

※可搬型モニタリングポストの設置の前に，保安班長の判断によ

りチェンジングエリアの設営を優先。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：

：ＳＡ範囲 

員がチェンジングエリアまで移動して対応するが，チェンジング

エリアが使用されるのは直交代時及び作業終了後に運転員が中

央制御室に戻る際であり，多くとも1日数回程度のため，十分対

応が行える。 

 

・ケース①（平日昼間の場合） 

 

・ケース②（夜間・休祭日に大規模損壊事象が発生した場合） 

 

 

※ 可搬型モニタリング・ポストは，放射線管理班長の判断によ

り，緊急時対策所加圧判断用モニタを優先して設置する。 
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図 3.3－8 平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース①） 

 

 

 

※可搬式モニタリング・ポストの設置の前に，放射線管理班

長の判断によりチェンジングエリアの設営を優先する。 

図 3.3－9 夜間及び休日昼間（平日の勤務時間帯以外）に事故が

発生した場合（ケース②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，周辺環

境が汚染してしまうよ

うな事象が発生した場

合，チェンジングエリア

の設営を優先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況把握（モニタリング・ポストなど） 放射線管理班（現場）

可搬式エリア放射線モニタの設置 放射線管理班（現場）

緊急時対策所への移動 放射線管理班（現場）

可搬式モニタリング・ポストの設置 放射線管理班（現場）

可搬式気象観測装置の設置 放射線管理班（現場）

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 放射線管理班（現場）

中央制御室チェンジングエリアの設営 放射線管理班（現場）

対応項目 要員

要
員
数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

1

1

2

2

2

1

2

事故発生

▼

参集済
▼

10条

▼

3 4

状況把握（モニタリング・ポストなど） 放射線管理班（現場） 1

可搬式エリア放射線モニタの設置 放射線管理班（現場） 1

緊急時対策所への移動 放射線管理班（現場） 2

可搬式モニタリング・ポストの設置 放射線管理班（現場） 2

可搬式気象観測装置の設置 放射線管理班（現場） 2

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 放射線管理班（現場） 1

中央制御室チェンジングエリアの設営 放射線管理班（現場） 2

対応項目 要員

参
集
前

参
集
後

0 1 2 11 12 133 4 5 6 7 8

※

9 10

事故発生

▼

10条

▼

参集完了

▼
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(11) チェンジングエリア設置前の汚染の持ち込み防止につい 

て 

夜間・休祭日は，参集要員によりチェンジングエリアの設

置を行う可能性があるが，事象発生からチェンジングエリア

の初期運用の開始※１まで３時間程度※２要する場合が考えら

れる。その場合において，チェンジングエリアの初期運用開

始までは，下記の対応により中央制御室への過度な汚染の持

ち込みを防止する。 

 運転員等は，自ら汚染検査を実施し，必要に応じ除染

（クリーンウエスによる拭取り）を行った上で，中央

制御室に入室する。 

 放射線管理班員は，チェンジングエリアの初期運用開

始に必要なサーベイエリア及び除染エリアを設営後，

運転員等の再検査を実施し，必要に応じて除染（クリ

ーンウエスでの拭き取り又は簡易シャワーによる水

洗）を行う。また，放射線管理班員は，中央制御室内

の環境測定を行う。 

 中央制御室とチェンジングエリアの間に設置する気

密扉により中央制御室バウンダリを区画する。 

 

 仮に中央制御室に汚染が持ち込まれた場合でも，中央

制御室換気系により中央制御室内を浄化することで，

中央制御室の居住性を確保する。 

 

詳細な手順は（5） チェンジングエリアの運用に従う。 

 

※1 サーベイエリア，除染エリア及びクリーンエリアの設

営 

※2 2時間（参集時間）＋1時間（サーベイエリア及び除染

エリアの設営） 
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(12) チェンジングエリア設置前の汚染の持ち込み防止につい 

  て 

チェンジングエリアの運用開始までに，事象発生から２時

間程度要するため，チェンジングエリアの運用開始までは，

下記の対応により中央制御室への過度な汚染の持ち込みを防

止する。 

 

 

 運転員は，自ら汚染検査を実施し，必要に応じ除染（ウ

ェットティッシュによる拭取り）を行った上で，中央制

御室に入室する。 

 放射線管理班員は，チェンジングエリアの運用開始に必

要な脱衣エリア，サーベイエリア及び除染エリアを設営

後，運転員の再検査を実施し，必要に応じ除染（ウェッ

トティッシュでの拭き取り又は簡易シャワーによる水

洗）を行う。また，中央制御室内の環境測定を行う。 

 

 

 

 

 なお，仮に中央制御室に汚染が持ち込まれた場合でも，

中央制御室換気系により中央制御室内を浄化すること

で，中央制御室の居住性を確保する。 

 

詳細な手順は「(5) チェンジングエリアの運用」に従う。 
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・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，気密扉

を設置しない 
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 3.4 中央制御室への地震及び火災等の影響 

   地震，津波，自然災害（竜巻等），及び火災，溢水につい

て，中央制御室に影響を与える事象を抽出し，対応について

整理した。 

   中央制御室に影響を与える可能性のある事象として，表

3.4-1に示す起因事象（内部火災，内部溢水，地震等）と同時

にもたらされる環境条件が考えられるが，いずれの場合でも

中央制御室での運転操作に影響を与えることはない。 

   中央制御室における主な対応を以下に示す。 

 

   ○ 地震 

     6号炉及び7号炉中央制御室の大型表示盤付近で被災し

た場合，運転員は制御盤への誤接触，運転員自身の転倒

を防止するため，制御盤の手摺にて安全を確保するとと

もに警報発信状況等の把握に努める。また地震時におい

ても運転員が必要な監視操作を行うことができるよう，

中央制御室は基準地震動Ssに対し耐震性を有するコント

ロール建屋2階に設置するとともに，制御盤は必要な耐震

性を有する設計とする。 

 

   ○ 津波 

     6号炉及び7号炉中央制御室を設置する敷地における基

準津波の最高水位はT.M.S.L.+8.3m程度である。6号炉及

び7号炉中央制御室を設置しているコントロール建屋は

敷地高さT.M.S.L.+12mに施設されており，また6号炉及び

7号炉中央制御室はコントロール建屋 2 階フロア

（T.M.S.L.+17.3m）に設置している。このことより，6

号炉及び7号炉中央制御室及びアクセスルートは基準津

波の影響を受けない設計とする。 
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3.4 中央制御室への地震及び火災等の影響 

地震，自然災害（竜巻等），火災及び溢水について，中央制

御室に影響を与える事象を抽出し，対応について整理した。 

 

中央制御室に影響を与える可能性のある事象として，第 3.4

－1表に示す起因事象（内部火災，内部溢水，地震等）と同時

にもたらされる環境条件が考えられるが，いずれの場合でも中

央制御室での運転操作に影響を与えることはない。 

中央制御室における主な対応を以下に示す。 

 

(1) 地震 

中央制御室及び制御盤は，耐震Ｓクラスの原子炉建屋付属棟

内に設置し，基準地震動による地震力に対し必要となる機能が

喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固定することに

より，地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計と

する。さらに，制御盤に手すりを設置するとともに，天井照明

設備には落下防止措置を講じることにより，地震発生時におけ

る運転員の安全確保及び制御盤上の操作器への誤接触防止が

可能な設計とする。 
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 3.4 中央制御室への地震及び火災等の影響 

   地震，津波，自然災害（竜巻等），及び火災，溢水につい

て，中央制御室に影響を与える事象を抽出し，対応について

整理した。 

   中央制御室に影響を与える可能性のある事象として，表 3.4

－1 に示す起因事象（内部火災，内部溢水，地震等）と同時

にもたらされる環境条件が考えられるが，いずれの場合でも

中央制御室での運転操作に影響を与えることはない。 

   中央制御室における主な対応を以下に示す。 

 

   ○地震 

中央制御室の制御盤エリア付近で被災した場合，運転員

は制御盤への誤接触，自身の転倒を防止するため，制御盤

の手摺にて安全を確保するとともに警報発信状況等の把

握に努める。また，地震時においても運転員が必要な監視

操作を行うことができるよう，中央制御室は耐震Ｓクラス

の制御室建物４階に設置するとともに，制御盤は必要な耐

震性を有する設計としている。 

 

 

   ○津波 

中央制御室を設置する敷地に対して基準津波の最高水

位は EL11.8ｍ程度である。中央制御室を設置している制

御室建物は敷地高さ EL15ｍに施設されており，また，中

央制御室は制御室建物４階（EL16.9ｍ）に設置している。

このことにより，中央制御室及びアクセスルートは基準津

波の影響を受けない設計としている。 
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・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

・施設の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は津波の影

響について記載 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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   ○ 火災 

     中央制御室にて火災が発生した場合は運転員が火災状

況を確認できる設計とし，初期消火を行うことができる

よう消火器を設置している。 

     また，中央制御室外で発生した火災に対しても，中央

制御室の機能に影響を与えることがない設計とする。 

 

   ○ 溢水 

     中央制御室には溢水源は存在しないことを確認してい

る。 

     万が一，火災が発生したとしても，運転員が火災状況

を確認し，消火器にて初期消火を行うこととしているた

め，消火活動に伴う内部溢水による影響はない。 

     また，中央制御室外で発生した溢水に対しても，中央

制御室の機能に影響を与えることがない設計とする。 
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(2) 火災 

中央制御室にて火災が発生した場合は運転員が火災状況を確

認できる設計とし，初期消火を行うことができるように，消火

器を設置する。 

また，中央制御室外で発生した火災に対しても，中央制御室の

機能に影響を与えることがない設計とする。 

 

(3) 溢水 

中央制御室内には溢水源がない設計とする。 

 

万が一，火災が発生したとしても，運転員が火災状況を確認し，

消火器にて初期消火を行うこととしているため，消火活動に伴

う内部溢水による影響はない。 

また，中央制御室外で発生した溢水に対しても，中央制御室の

機能に影響を与えることがない設計とする。 
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   ○火災 

中央制御室にて火災が発生したした場合は，運転員が火

災状況を確認できる設計とし，初期消火を行うことができ

るよう消火器を設置している。 

また，中央制御室外で発生した火災に対しても，中央制

御室の機能に影響を与えることがない設計としている。 

 

   ○溢水 

中央制御室には溢水源は存在しないことを確認してい

る。 

万一，火災が発生したとしても，運転員が火災状況を確

認し，消火器にて初期消火を行うこととしているため，消

火活動に伴う内部溢水による影響はない。 

また，中央制御室外で発生した溢水に対しても，中央制

御室の機能に影響を与えることがない設計としている。 
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表 3.4-1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応

(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        ：ＤＢ範囲 

 

第 3.4－1表 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対

応（1／3） 

 

第 3.4－1表 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対

応（2／3） 
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表 3.4－1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応 

（１／２） 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室の環境条件 

中央制御室での操作性（操作の容易性）を 

確保するための設計方針 

内部火災 

（地震起因含

む） 

火災による中央制御室

内設備の機能喪失 

中央制御室にて火災が発生しても速やかに消火できるよう，「運

転員が火災状況を確認し，ハロン消火器又は二酸化炭素消火器

にて初期消火を行う」ことを社内規定類で定めることとし，中

央制御室の機能を維持する。（詳細については，設置許可基準

規則第８条「火災による損傷の防止」に関する適合状況説明資

料を参照） 

内部溢水 

（地震起因含

む） 

溢水による中央制御室

内設備の機能喪失 

中央制御室には溢水源がない設計とする。 

火災が発生したとしても，「運転員が火災状況を確認し，ハロ

ン消火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を行う」ことを社

内規定類に定めることとし，消火水による溢水の影響がない設

計とする。 

蒸気配管破断が発生した場合も，漏えいした蒸気の影響がない

設計とする。（詳細については，設置許可基準規則第９条「溢

水による損傷の防止等」に関する適合状況説明資料を参照） 

地震 

余震 

地震発生時の対応として「運転員は地震が発生した場合，制御

盤から離れて操作器への誤接触を防止するとともに，制御盤の

手摺にて身体の安全確保に努める」ことを社内規定類に定める。 

外部電源喪失（全交流動

力電源喪失含む） 

外部電源喪失においても，中央制御室の照明は，ディーゼル発

電機から給電され※１，蓄電池からの給電により点灯する非常用

直流照明も備え，機能が喪失しない設計とする。（詳細につい

ては，設置許可基準規則第11条「安全避難通路等」に関する適

合状況説明資料を参照） 

※１ ディーゼル発電機は各自然現象に対して健全性が確保さ

れる設計とする。 

 

地震：設計基準地震動に対して，耐震Sクラス設計とする。 

竜巻：設計基準の竜巻風速による複合荷重（風圧力による荷重，

気圧差による荷重，飛来物による衝撃荷重）に対して，

外殻その他による防護で健全性を確保する。 

風（台風）：設計基準の風速による風圧に対して，外殻その他

による防護で健全性を確保する。 

積雪：設計基準の積雪による堆積荷重に対して，外殻その他に

よる防護で健全性を確保する。 

落雷：設計基準の雷撃電流値に対して，避雷針や保安器等によ

る防護で健全性を確保する。 

森林火災：防火帯の内側に設置することにより延焼を防止し，

熱影響に対して健全性を確保する。また，ばい煙に

対してもフィルタにより健全性を確保する。図3.4-1

に運転モード毎の中央制御室換気系の系統概要図を

示す。 

火山：設計基準の火山灰の堆積荷重に対して，外殻その他によ

る防護で健全性を確保する。また，給気系はフィルタ交

換等により閉塞せず健全性を確保する。 

竜巻・風（台風） 

積雪 

落雷 

外部火災 

（森林火災） 

火山 

外部火災 

（森林火災） 

ばい煙や有毒ガスの発

生による中央制御室内

環境への影響 

中央制御室の空調換気設備について，中央制御室給排気隔離弁

を閉止し，系統隔離運転を行うことで外気を遮断することから，

中央制御室内環境への影響はない。 

（詳細については，設置許可基準規則第６条「外部からの衝撃

による損傷の防止（外部火災）」，設置許可基準規則第６条「外

部からの衝撃による損傷の防止（火山）」に関する適合状況説

明資料を参照） 
火山 

降下火砕物による中央

制御室内環境への影響 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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表 3.4-1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応

(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：
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第 3.4－1表 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対

応（3／3） 
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表 3.4－1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応

（２／２） 

 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室の環境条件 

中央制御室での操作性（操作の容易性）を 

確保するための設計方針 

火山 
降下火砕物による中央

制御室内環境への影響 

 

低温 
低温による中央制御室

内への影響 

中央制御室の空調換気設備により環境温度が維持されるた

め，中央制御室内環境への影響はない。 

（詳細については，設置許可基準規則第６条「外部からの

衝撃による損傷の防止（低温）」に関する適合状況説明資

料を参照） 
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・設備の相違 
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図 3.4-1 運転モード毎の中央制御室換気空調系 系統概略図 
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図 3.4－1 運転モード毎の中央制御室換気系 系統概要図 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は図 2.4-2 に

同様の系統概要図を記

載 

163



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

【補足 1】外気隔離時の中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の評価について 

（設計基準事故時） 

 

 １．概要 

   「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則の解釈」第38条，第13項に規定する「換気設備の隔離そ

の他の適切な防護措置」として，中央制御室換気空調設備は，

隔離ダンパを閉操作することにより外気から遮断し再循環運

転とすることができる。 

   設計基準事故が発生時において，隔離ダンパを閉操作し，

外気から隔離した場合の中央制御室の居住性について，以下

の通り評価した。 

 

 ２．評価 

   外気隔離時の中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の

悪化防止のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度について評価

を行った。 

  (1) 酸素濃度 

    「空気調和・衛生工学便覧 空気設備篇」に基づき，酸素

濃度について評価した。 

   ａ．評価条件 

     ・滞在人員 18名 

     ・中央制御室バウンダリ容積 20,800m3 

     ・空気流入率：0.1回/h 

      （2010 年 3 月 16 日～17 日に実施した中央制御室空

気流入率測定試験結果 A系：0.30±0.006 回/h，B

系：0.25±0.006 回/hも基に保守的に設定） 

     ・初期酸素濃度：20.95％ 

 

     ・１人当りの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，

歩行時の呼吸量を適用し，24l/minとする。 

     ・一人当りの酸素消費量は呼気の酸素濃度を 16.4％と

して，65.52L/hとする。 

 

：ＤＢ範囲 

 

【補足 1】外気隔離時の中央制御室の酸素及び二酸化炭素濃度の

評価について 

（設計基準事故時） 

 

1. 概 要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈」第38条第13項に規定する「換気設備の隔離その他の

適切な防護措置」として，中央制御室換気系は，隔離弁を閉操

作することにより外気から遮断し閉回路循環方式とすることが

できる。 

設計基準事故時において，隔離弁を閉操作し，外気から隔離

した場合の中央制御室の居住性について，以下のとおり評価し

た。 

  

2. 評 価 

外気隔離時の中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の悪

化防止のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度について評価を行

った。 

(1) 酸素濃度 

ａ．評価条件 

「空気調和・衛生工学便覧 第 14版 3空気調和設備編」

及び「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関

する規程（ＪＥＡＣ4622－2009）」に基づき評価した。 

・滞在人員：7名 

    ・中央制御室バウンダリ容積：2,700m３ 

    ・初期酸素濃度：20.95％ 

    ・空気流入率：0.4回／h（平成 27 年 2月 25日～26日に

実施した中央制御室空気流入率測定試験結果 Ａ系：

0.468回／h（±0.015），Ｂ系：0.435回／h（±0.015）

を基に設定） 

・1人当たりの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩

行時の呼吸量を適用して，24L／min／人とする。 

    ・1人当たりの酸素消費量は，呼気酸素濃度を 16.40％と

して，1.092L／min／人（＝0.06552m３／h／人） 

 

：ＤＢ範囲 

 

【補足１】系統隔離運転時の中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度の評価について 

（設計基準事故時） 

 

1. 概要 

  「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」第 38条第５項二に規定する「換気設備の隔離その他の適切

な防護措置」として，中央制御室換気系は，中央制御室給排気

隔離弁を閉操作することにより外気から遮断し，系統隔離運転

とすることができる。 

  設計基準事故の発生時において，中央制御室給排気隔離弁を

閉操作し，外気から隔離した場合の中央制御室の居住性につい

て，以下のとおり評価した。 

 

2. 評価 

  外気隔離時の中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の悪

化防止のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度について評価を行

った。 

 (1) 酸素濃度 

   「空気調和・衛生工学便覧 空気調和設備編」に基づき，

酸素濃度について評価した。 

  ａ．評価条件 

    ・滞在人員 ９名 

    ・中央制御室バウンダリ容積 17,150m3 

    ・空気流入率 0.01回/h 

      (2017 年 8 月 2 日に実施した中央制御室空気流入率

測定試験結果 

      0.082+0.003 回/hを基に保守的に設定) 

    ・初期酸素濃度 20.95％（標準大気の酸素濃度） 

 

    ・１人当たりの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，

歩行時の呼吸量を適用し，24L/minとする。 

    ・１人当たりの酸素消費量は，呼気の酸素濃度を 16.4％

として 65.52L/h とする。 
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・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉の中央制御

室に滞在する人数を基

に評価 
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     ・許容酸素濃度は 18％以上（労働安全衛生法から） 

 

 

   ｂ．評価結果 

     上記評価条件から求めた酸素濃度は表1のとおりであ

り，720時間外気隔離した場合においても，中央制御室内

に滞在する運転員の操作環境に影響を与えない。 

 

表１ 外気隔離時の酸素濃度（設計基準事故時） 
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    ・1時間当たりの酸素消費量は， 

0.45864［m３／h］＝0.06552［m３／h／人］×7［名］ 

    ・許容酸素濃度：19％以上（「鉱山保安法施行規則」よ

り） 

 

ｂ．酸素濃度の計算式 

    中央制御室の平衡状態における酸素濃度の計算式を以下

に示す。 

     Ｃ∞＝Ｃ０－｛Ｍ／（Ｎ・Ｖ）｝ 

        Ｍ ：室内酸素消費量［m３／h］ 

        Ｖ ：中央制御室バウンダリ体積［m３］ 

        Ｃ∞：平衡状態における室内の酸素濃度［－］ 

        Ｃ０：外気の酸素濃度［－］ 

        Ｎ ：空気流入率［回／h］ 

ｃ．酸素濃度評価結果 

     Ｃ∞＝0.2095－｛0.45864／（0.4×2,700）｝ 

       ＝0.209075 ≒ 20.90％ 

以上のとおり，閉回路循環方式の中央制御室の酸素濃度は，

19％以上を満足しているため，中央制御室での作業環境に影

響を与えない。 
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    ・許容酸素濃度は 18％以上（労働安全衛生法酸素欠乏症

等防止規則から） 

 

  ｂ．評価結果 

    上記評価条件から求めた酸素濃度は表１のとおりであ

り，720 時間外気隔離した場合においても，中央制御室内

に滞在する運転員の操作環境に影響を与えない。 

 

表１ 系統隔離時の酸素濃度（設計基準事故時） 

時間 
12時

間 

24 時

間 

36時

間 

96時

間 

168時

間 

720時

間 

酸素濃度 
20.91

% 

20.87

% 

20.84

% 

20.73

% 

20.67

% 

20.60

% 
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・適用基準の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は酸素欠乏

症等防止規定から許容

酸素濃度を規定してい

る 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  (2) 二酸化炭素濃度 

    「空気調和・衛生工学便覧 空気設備篇」に基づき，二

酸化炭素濃度について評価した。 

   ａ．評価条件 

     ・滞在人員 18名 

     ・中央制御室バウンダリ容積 20,800m3 

     ・空気流入率：0.1回/h 

      （2010 年 3 月 16 日～17 日に実施した中央制御室空

気流入率測定試験結果 A系：0.30±0.006 回/h，B

系：0.25±0.006 回/hも基に保守的に設定） 

     ・初期二酸化炭素濃度：0.039％ 

     ・１人当りの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作

を想定し，中等作業時の吐出量を適用して 0.046m3/h

とする。 

     ・許容二酸化炭素濃度は 0.5％以下（労働安全衛生法

から） 

 

 

   ｂ．評価結果 

     上記評価条件から求めた二酸化炭素濃度は表２の通り

であり，720 時間外気隔離した場合においても，中央制

御室内に滞在する運転員の操作環境に影響を与えない。 

 

表２ 外気隔離時の二酸化炭素濃度（設計基準事故時） 
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（2） 二酸化炭素濃度 

ａ．評価条件 

「空気調和・衛生工学便覧 第 14版 3空気調和設備編」

及び「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関

する規程（ＪＥＡＣ4622－2009）」に基づき評価した。 

    ・滞在人員：7名 

    ・中央制御室バウンダリ容積：2,700m３ 

    ・初期二酸化炭素濃度：0.03％ 

・空気流入率：0.4回／h（平成 27年 2月 25日～26日に

実施した中央制御室空気流入率測定試験結果 Ａ系：

0.468回／h（±0.015），Ｂ系：0.435回／h（±0.015）

を基に設定） 

    ・1人当たりの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作

を想定し，中等作業での吐出量を適用して，0.046［m

３／h／人］とする。 

    ・1時間当たりの二酸化炭素吐出量は， 

0.322［m３／h］＝0.046［m３／h／人］×7［名］ 

    ・許容二酸化炭素濃度は，0.5％以下 

ｂ．二酸化炭素の計算式 

    中央制御室の平衡状態における二酸化炭素の計算式を以

下に示す。 

     Ｃ∞＝Ｃ０＋｛Ｍ／（Ｎ・Ｖ）｝ 

        Ｍ ：室内二酸化炭素発生量［m３／h］ 

        Ｖ ：中央制御室バウンダリ体積［m３］ 

        Ｃ∞：平衡状態における室内の二酸化炭素濃度

［－］ 

        Ｃ０：外気の二酸化炭素濃度［－］ 

        Ｎ ：空気流入率［回／h］ 

ｃ．評価結果 

     Ｃ∞＝0.0003＋｛0.322／（0.4×2,700）｝ 

       ＝0.000599 ≒ 0.06％ 

以上のとおり，閉回路循環方式の中央制御室の二酸化炭素

濃度は，0.5％以下を満足しているため，中央制御室での作業

環境に影響を与えない。 

 

：ＤＢ範囲 

 

(2) 二酸化炭素濃度 

   「空気調和・衛生工学便覧 空気調和設備編」に基づき，

二酸化炭素濃度について評価した。 

  ａ．評価条件 

    ・滞在人員 ９名 

    ・中央制御室バウンダリ容積 17,150m3 

    ・空気流入率 0.01回/h 

（2017年 8月 2日に実施した中央制御室空気流入率測

定試験結果 

       0.082+0.003 回/hを基に保守的に設定） 

・初期二酸化炭素濃度 0.03％（標準大気の二酸化炭素

濃度） 

    ・１人当たりの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作

を想定し，中等作業時の吐出量を適用して 0.046m3/h

とする。 

    ・許容二酸化炭素濃度は 0.5％以下（JEAC4622-2009から） 

 

  ｂ．評価結果 

    上記評価条件から求めた二酸化炭素濃度は表２のとおり

であり，720 時間系統隔離した場合においても，中央制御

室内に滞在する運転員の操作環境に影響を与えない。 

 

表２ 系統隔離時の二酸化炭素濃度（設計基準事故時） 

時間 12時間 24時間 36時間 96時間 168時間 720時間 

二酸化

炭素濃

度 

0.06% 0.09% 0.11% 0.18% 0.23% 0.28% 
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・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉の中央制御
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【補足 2】外気隔離時の中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の評価について 

（重大事故時） 

 １．概要 

   「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則の解釈」第38条，第13項に規定する「換気設備の隔離そ

の他の適切な防護措置」として，重大事故発生時において中

央制御室換気空調設備は全停止及び隔離ダンパを閉操作し，

中央制御室陽圧化空調機により外気を浄化した空気により中

央制御室バウンダリを陽圧化する設計としている。 

 

   重大事故が発生時において，空調全停し中央制御室バウン

ダリを陽圧化した場合の中央制御室の居住性について，以下

のとおり評価した。 

 

 ２．評価 

   外気隔離時の中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の

悪化防止のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度について評価

を行った。 

(1) 酸素濃度 

 

  「空気調和・衛生工学便覧 空気設備篇」に基づき，酸素濃度

について評価した。 

 ａ．評価条件 

   ・滞在人員 20名 

   ・中央制御室バウンダリ容積 20,800m3 

 

   ・換気量：4,500m3/h 

    （中央制御室可搬型陽圧化空調機の設計風量4,500～

6,000m3/hより保守的に4,500m3/hと設定） 

 

   ・初期酸素濃度：20.95％ 

   ・１人当りの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩行

時の呼吸量を適用し，24l/minとする。 

 

：ＳＡ範囲 

 

【補足2】外気隔離時の中央制御室の酸素及び二酸化炭素濃度の評

価について 

（重大事故時） 

1. 概 要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈」第38条第13項に規定する「換気設備の隔離その他の

適切な防護措置」として，中央制御室換気系は，隔離弁を閉操

作することにより外気から遮断し，閉回路循環方式とすること

ができる。 

 

 

重大事故時において，隔離弁を閉操作し，外気から隔離した

場合の中央制御室の居住性について，以下のとおり評価した。 

 

 

2. 評 価 

外気隔離時の中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の悪

化防止のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度について評価を行

った。 

(1) 酸素濃度 

ａ．評価条件 

「空気調和・衛生工学便覧 第 14版 3空気調和設備編」

及び「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関

する規程（ＪＥＡＣ4622－2009）」に基づき評価した。 

・滞在人員：11名 

    ・中央制御室バウンダリ容積：2,700m３ 

    ・初期酸素濃度：20.95％ 

    ・空気流入率：0.4回／h（平成 27 年 2月 25日～26日に

実施した中央制御室空気流入率測定試験結果 Ａ系：

0.468回／h（±0.015），Ｂ系：0.435回／h（±0.015）

を基に設定） 

 

    ・1人当たりの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩

行時の呼吸量を適用して，24L／min／人とする。 

 

：ＳＡ範囲 

 

【補足 2】加圧運転時の中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の評価について 

（重大事故時） 

 １．概要 

   「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則」第 38条第５項二に規定する「換気設備の隔離その他の

適切な防護措置」として，重大事故発生時において，中央制

御室換気系の中央制御室排気隔離弁を閉操作及び中央制御室

給気隔離弁を開操作し，チャコール・フィルタ・ブースタ・

ファン及び再循環用ファンにより外気を浄化した空気によっ

て中央制御室バウンダリを正圧化する設計としている。 

   重大事故が発生時において，加圧運転を実施し中央制御室

バウンダリを正圧化した場合の中央制御室の居住性につい

て，以下のとおり評価した。 

 

 ２．評価 

   加圧運転時の中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の

悪化防止のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度について評価

を行った。 

  (1) 酸素濃度 

 

   「空気調和・衛生工学便覧 空気調和設備編」に基づき，酸

素濃度について評価した。 

  ａ．評価条件 

    ・滞在人員 ９名 

    ・中央制御室バウンダリ容積: 17,150m3 

 

    ・換気量：  m3/h 

    （中央制御室換気系の設計風量17,500m3より保守的に，

中央制御室内を外気より＋20Pa以上で正圧化する必要

風量  m3/hと設定） 

    ・初期酸素濃度：20.95％（空気調和・衛生工学便覧から） 

    ・１人当りの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩

行時の呼吸量を適用し，24L/minとする。 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

 

 

 

 

 

・手順の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は外気を給

気して正圧化を実施す

るため，閉回路循環方式

とは異なる 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根 2 号炉の中央制御

室に滞在する人数・バウ

ンダリ容積，換気量を基

に評価。東海第二は循環

運転のためインリーク

による空気流入を仮定。 
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    ・一人当りの酸素消費量は呼気の酸素濃度を 16.4％とし

て，65.52L/hとする。 

   ・許容酸素濃度は 18％以上（労働安全衛生法から） 

 

 ｂ．評価結果 

上記評価条件から求めた酸素濃度は表１の通りであり，168時間

外気隔離した場合においても，中央制御室内に滞在する運転員

の操作環境に影響を与えない。 

 

表１ 外気隔離時の酸素濃度（重大事故時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

    ・1人当たりの酸素消費量は，呼気酸素濃度を 16.40％と

して，1.092L／min／人（＝0.06552m３／h／人） 

    ・1時間当たりの酸素消費量は， 

0.72072［m３／h］＝0.06552［m３／h／人］×11［名］ 

    ・許容酸素濃度：19％以上（「鉱山保安法施行規則」よ

り） 

ｂ．酸素濃度の計算式 

    中央制御室の平衡状態における酸素濃度の計算式を以下

に示す。 

     Ｃ∞＝Ｃ０－｛Ｍ／（Ｎ・Ｖ）｝ 

        Ｍ ：室内酸素消費量［m３／h］ 

        Ｖ ：中央制御室バウンダリ体積［m３］ 

        Ｃ∞：平衡状態における室内の酸素濃度［－］ 

        Ｃ０：外気の酸素濃度［－］ 

        Ｎ ：空気流入率［回／h］ 

ｃ．酸素濃度評価結果 

     Ｃ∞＝0.2095－｛0.72072／（0.4×2,700）｝ 

       ＝0.208166 ≒ 20.81％ 

以上のとおり，閉回路循環方式の中央制御室の酸素濃度は，

19％以上を満足しているため，中央制御室での作業環境に影

響を与えない。 
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    ・１人当りの酸素消費量は呼気の酸素濃度を 16.4％とし

て，65.52L/hとする。 

    ・許容酸素濃度は 18％（労働安全衛生法酸素欠乏症等防

止規則から） 

   ｂ．評価結果 

     上記評価条件から求めた酸素濃度は表１の通りであ

り，168 時間加圧運転した場合においても，中央制御室

内に滞在する運転員の操作環境に影響を与えない。 

 

表１ 隔離運転時の酸素（加圧運転時） 

時間 12時間 24 時間 36時間 96時間 168時間 

酸 素 濃

度 
20.94% 20.94% 20.94% 20.94% 20.94% 
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  (2) 二酸化炭素濃度 

 

    「空気調和・衛生工学便覧 空気設備篇」に基づき，二酸

化炭素濃度について評価した。 

  ａ．評価条件 

    ・滞在人員 20名 

    ・中央制御室バウンダリ容積 20,800m3 

 

    ・換気量：4,500m3/h 

     （中央制御室可搬型陽圧化空調機の設計風量4,500～

6,000m3/hより保守的に4,500m3/hと設定） 

    ・初期二酸化炭素濃度：0.039％ 

 

    ・１人当りの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作を

想定し，中等作業時の吐出量を適用して 0.046m3/h と

する。 

    ・許容二酸化炭素濃度は 0.5％以下（労働安全衛生法か

ら） 

 

   ｂ．評価結果 

     上記評価条件から求めた二酸化炭素濃度は表２の通り

であり，168 時間外気隔離した場合においても，中央制

御室内に滞在する運転員の操作環境に影響を与えない。 

 

表２ 外気隔離時の二酸化炭素濃度（重大事故時） 
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 (2) 二酸化炭素濃度 

ａ．評価条件 

「空気調和・衛生工学便覧 第 14版 3 空気調和設備

編」及び「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばく

に関する規程（ＪＥＡＣ4622－2009）」に基づき評価した。 

    ・滞在人員：11名 

    ・中央制御室バウンダリ容積：2,700m３ 

    ・初期二酸化炭素濃度：0.03％ 

    ・空気流入率：0.4回／h（平成 27 年 2月 25日～26日に

実施した中央 

制御室空気流入率測定試験結果 Ａ系：0.468回／h

（±0.015），Ｂ系：0.435回／h（±0.015）を基に設定） 

 

    ・1人当りの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作を

想定し，中等作業での吐出量を適用して，0.046［m３

／h／人］とする。 

    ・1時間当たりの二酸化炭素吐出量は， 

0.506［m３／h］＝0.046［m３／h／人］×11［名］ 

    ・許容二酸化炭素濃度は，0.5％以下 

ｂ．二酸化炭素の計算式 

    中央制御室の平衡状態における二酸化炭素の計算式を以

下に示す。 

     Ｃ∞＝Ｃ０＋｛Ｍ／（Ｎ・Ｖ）｝ 

        Ｍ ：室内二酸化炭素発生量［m３／h］ 

        Ｖ ：中央制御室バウンダリ体積［m３］ 

        Ｃ∞：平衡状態における室内の二酸化炭素濃度［－］ 

        Ｃ０：外気の二酸化炭素濃度［－］ 

        Ｎ ：空気流入率［回／h］ 

ｃ．評価結果 

     Ｃ∞＝0.0003＋｛0.506／（0.4×2700）｝ 

      ＝0.000769 ≒ 0.08％ 

以上のとおり，閉回路循環方式の中央制御室の二酸化炭素

濃度は，0.5％以下を満足しているため，中央制御室での作業

環境に影響を与えない。 

 

：ＳＡ範囲 

 

  (2) 二酸化炭素濃度 

 

    「空気調和・衛生工学便覧 空気調和設備編」に基づき，

二酸化炭素濃度について評価した。 

  ａ．評価条件 

    ・滞在人員 ９名 

    ・中央制御室バウンダリ容積： 17,150m3 

 

    ・換気量：  m3/h 

    （中央制御室換気系の設計風量17,500m3より保守的に，

中央制御室内を外気より＋20Pa以上で正圧化する必

要風量  m3/hと設定） 

    ・初期二酸化炭素濃度：0.03％（空気調和・衛生工学便

覧から） 

    ・１人当りの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作を

想定し，中等作業時の吐出量を適用して 0.046m3/h と

する。 

    ・許容二酸化炭素濃度は 0.5％以下（JEAC4622-2009から） 

 

   ｂ．評価結果 

     上記評価条件から求めた二酸化炭素濃度は表２の通り

であり，168 時間加圧運転した場合においても，中央制

御室内に滞在する運転員の操作環境に影響を与えない。 

 

表２ 隔離運転時の二酸化炭素濃度（加圧運転時） 

 

時間 12時間 24 時間 36時間 96時間 168時間 

二酸化 

炭素濃度 
0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 
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運転のためインリーク

による空気流入を仮定。 
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  【補足３】系統隔離運転から加圧運転への切替え操作のうち，中

央制御室給気隔離弁を現場にて全開操作する必要性について（重

大事故時） 

１．概要 

ＳＡ時の中央制御室換気系の運用にあたっては，給気隔離弁

を全開状態に維持する必要があるが，換気系隔離信号の発生に

より給気隔離弁が自動で全閉し系統構成を阻害することがない

よう，現場にて手動ハンドルにより中央制御室給気隔離弁を強

制的に全開状態としたうえで，中央制御室外気取入調節弁を中

央制御室から手動操作し，調整開にして加圧運転へ，また，全

閉にして系統隔離運転へ切り替えることが可能な設計としてい

る。 

２．中央制御室給気隔離弁及び中央制御室外気取入調節弁の設計

及び運用について 

（１）中央制御室給気隔離弁（図１の①） 

中央制御室給気隔離弁は空気作動式で通常時全開（フェイルク

ローズ設計）としており，放射線異常高等の換気系隔離信号が発

生した場合，自動で全閉し，通常運転（外気取入運転）から系統

隔離運転に切り替わる設計としている。 

駆動源喪失が想定されるＳＡ時は，フェイルクローズ設計のた

め給気隔離弁は全閉となっており，中央制御室からの開操作がで

きず，系統構成を系統隔離運転から加圧運転へ切り替えるために

は，現場にて給気隔離弁を全開操作する必要がある。駆動部に設

けている手動ハンドルによる給気隔離弁の強制開操作は，アクチ

ュエータによる動作より優先されるため，確実に当該弁の全開状

態を維持し，加圧運転を継続することが可能である。 

（２）中央制御室外気取入調節弁（図１の②） 

中央制御室外気取入調節弁は，電気作動式で通常時全開として

おり，中央制御室からの手動操作により開閉可能な設計としてい

る。 

中央制御室外気取入調節弁は，常設代替交流電源設備からの給

電が可能な設計としているため，SA時に，中央制御室からの手動

操作により，流量調整のため調整開にして加圧運転へ，又は，全

閉にして系統隔離運転へ切り替えることが可能である。 

 

：ＳＡ範囲 

 

・運用の相違 

[柏崎 6/7,東海第二] 

島根２号炉は SA 時に現

場にて弁操作を行う。 
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図１ 中央制御室換気系（給気ライン）加圧運転時の系統概要図 
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給気 

中央制御室 

外気処理装置 

非常用チャコール・ 

フィルタ・ユニット ブースタ・ファン 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

 H 

C 
  

 H 

C 
  

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

・フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

AO AO MO 

AO AO 

AO 

中央制御室他へ 
中央制御室他からの戻りライン 

（再循環ライン） 

：全開 

：調整開 

① 

② 
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 3.5 中央制御室待避室のデータ表示装置（待避室）で確認でき

るパラメータ 

 

表 3.5-1 データ表示装置（待避室）で確認できるパラメータ  

６号炉（１／７） 
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3.5 中央制御室待避室のデータ表示装置で確認できるパラメータ 

第 3.5－1表 データ表示装置（待避室）で確認できるパラメータ

（1／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 3.5 中央制御室待避室内のプラントパラメータ監視装置（中央

制御室待避室）で確認できるパラメータ 

表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で

確認できるパラメータ(１/６) 

 

 

 

 

 

 

：

：ＳＡ範囲 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 目的 対象パラメータ 

炉心反応度の状態確認 

ＡＰＲＭ（平均値） 

平均出力領域計装 ＣＨ１ 

平均出力領域計装 ＣＨ２ 

平均出力領域計装 ＣＨ３ 

平均出力領域計装 ＣＨ４ 

平均出力領域計装 ＣＨ５ 

平均出力領域計装 ＣＨ６ 

中性子源領域計装 ＣＨ21 

中性子源領域計装 ＣＨ22 

中性子源領域計装 ＣＨ23 

中性子源領域計装 ＣＨ24 

ＩＲＭレベル ＣＨ11 

ＩＲＭレベル ＣＨ12 

ＩＲＭレベル ＣＨ13 

ＩＲＭレベル ＣＨ14 

ＩＲＭレベル ＣＨ15 

ＩＲＭレベル ＣＨ16 

ＩＲＭレベル ＣＨ17 

ＩＲＭレベル ＣＨ18 

炉心冷却の状態確認 

原子炉圧力 

Ａ－原子炉圧力 

Ｂ－原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

Ａ－原子炉水位（広帯域） 

Ｂ－原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

Ａ－原子炉水位（燃料域） 

Ｂ－原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

Ａ ＳＲ弁 開 

Ｂ ＳＲ弁 開 

Ｃ ＳＲ弁 開 

Ｄ ＳＲ弁 開 

Ｅ ＳＲ弁 開 

Ｆ ＳＲ弁 開 

Ｇ ＳＲ弁 開 

Ｈ ＳＲ弁 開 

Ｊ ＳＲ弁 開 

Ｋ ＳＲ弁 開 

Ｌ ＳＲ弁 開 

Ｍ ＳＲ弁 開 
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第 3.5－1表 データ表示装置（待避室）で確認できるパラメータ

（2／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で

確認できるパラメータ(２/６) 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

目的 対象パラメータ 

炉心冷却の状態確認 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧原子炉代替注水流量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

6.9KV系統電圧（Ａ） 

6.9KV系統電圧（Ｂ） 

6.9KV系統電圧（Ｃ） 

6.9KV系統電圧（Ｄ） 

6.9KV系統電圧（ＨＰＣＳ） 

Ａ－Ｄ／Ｇ受電しゃ断器閉 

Ｂ－Ｄ／Ｇ受電しゃ断器閉 

Ａ－原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

Ｂ－原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水流量 

Ｂ－低圧原子炉代替注水流量 

Ａ－低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

Ｂ－低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ＨＰＣＳ－Ｄ／Ｇ受電しゃ断器閉 

緊急用Ｍ／Ｃ電圧 

ＳＡ－Ｌ／Ｃ電圧 

Ａ－再循環ポンプ入口温度 

Ｂ－再循環ポンプ入口温度 

原子炉格納容器内の状態

確認 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・

チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・

チェンバ） 
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：ＳＡ範囲 

第 3.5－1表 データ表示装置（待避室）で確認できるパラメータ

（3／6） 

：ＳＡ範囲 

表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で

確認できるパラメータ(３/６) 

：ＳＡ範囲 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

目的 対象パラメータ 

原子炉格納容器内の状態

確認 

ドライウェル圧力（広域） 

Ａ－ドライウェル圧力（ＳＡ） 

Ｂ－ドライウェル圧力（ＳＡ） 

Ａ－サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

Ｂ－サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッション・プール水位

サプレッション・プール水位（ＳＡ）

Ａ－サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

Ｂ－サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＭＡＸ)

Ａ－サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

Ｂ－サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

Ａ－ＣＡＭＳドライウェル選択 

Ｂ－ＣＡＭＳドライウェル選択 

ドライウェル温度（トップヘッド部） 

Ａ－ドライウェル温度（ＳＡ）（上部） 

Ｂ－ドライウェル温度（ＳＡ）（上部） 

Ａ－ドライウェル温度（ＳＡ）（中部） 

Ｂ－ドライウェル温度（ＳＡ）（中部） 

Ａ－ドライウェル温度（ＳＡ）（下部） 

Ｂ－ドライウェル温度（ＳＡ）（下部） 

ペデスタル水位（コリウムシールド上表面 ＋0.1ｍ） 

ペデスタル水位（コリウムシールド上表面 ＋1.2ｍ） 

Ａ－ペデスタル水位（コリウムシールド上表面 ＋2.4ｍ） 

Ｂ－ペデスタル水位（コリウムシールド上表面 ＋2.4ｍ） 

代替注水流量（常設） 

Ａ－格納容器代替スプレイ流量 

Ｂ－格納容器代替スプレイ流量 

Ａ－ペデスタル代替注水流量 

Ｂ－ペデスタル代替注水流量 

Ａ－ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

Ｂ－ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

Ａ－ペデスタル温度（ＳＡ） 

Ｂ－ペデスタル温度（ＳＡ） 

Ａ－ペデスタル水温度（ＳＡ） 

Ｂ－ペデスタル水温度（ＳＡ） 

Ａ－残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

ドライウェル水位（格納容器底面 －３ｍ） 

ドライウェル水位（格納容器底面 －１ｍ） 

ドライウェル水位（格納容器底面 ＋１ｍ） 
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第 3.5－1表 データ表示装置（待避室）で確認できるパラメータ

（4／6） 
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表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で

確認できるパラメータ(４/６) 

 
 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

目的 対象パラメータ 

放射能隔離の状態確認 

排気筒高レンジモニタ 

排気筒低レンジモニタ（Ａｃｈ） 

排気筒低レンジモニタ（Ｂｃｈ） 

主蒸気管放射線異常高トリップＡ１ 

主蒸気管放射線異常高トリップＢ１ 

主蒸気管放射線異常高トリップＡ２ 

主蒸気管放射線異常高トリップＢ２ 

格納容器内側隔離 

格納容器外側隔離 

Ａ－主蒸気内側隔離弁全閉 

Ｂ－主蒸気内側隔離弁全閉 

Ｃ－主蒸気内側隔離弁全閉 

Ｄ－主蒸気内側隔離弁全閉 

Ａ－主蒸気外側隔離弁全閉 

Ｂ－主蒸気外側隔離弁全閉 

Ｃ－主蒸気外側隔離弁全閉 

Ｄ－主蒸気外側隔離弁全閉 

環境の 

状態確認 

Ａ-ＳＧＴ自動起動 

Ｂ-ＳＧＴ自動起動 

ＳＧＴＳ高レンジモニタ 

ＳＧＴＳ低レンジモニタ（Ａｃｈ） 

ＳＧＴＳ低レンジモニタ（Ｂｃｈ） 

Ａ－原子炉建物外気差圧 

Ｂ－原子炉建物外気差圧 

Ｃ－原子炉建物外気差圧 

Ｄ－原子炉建物外気差圧 

中央制御室外気差圧 

放水路水モニタ 

モニタリング・ポスト＃１Ｈ 

モニタリング・ポスト＃２Ｈ 

モニタリング・ポスト＃３Ｈ 

モニタリング・ポスト＃４Ｈ 

モニタリング・ポスト＃５Ｈ 

モニタリング・ポスト＃６Ｈ 

モニタリング・ポスト＃１Ｌ（10分間平均） 

モニタリング・ポスト＃２Ｌ（10分間平均） 

モニタリング・ポスト＃３Ｌ（10分間平均） 

モニタリング・ポスト＃４Ｌ（10分間平均） 

モニタリング・ポスト＃５Ｌ（10分間平均） 

モニタリング・ポスト＃６Ｌ（10分間平均） 

風向（28.5ｍ－Ｕ） 

風向（130Ｍ－Ｄ，10分間平均風向） 

風速（28.5ｍ－Ｕ） 

風速（130Ｍ－Ｄ，10分間平均風速) 

大気安定度（10分間平均） 
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第 3.5－1表 データ表示装置（待避室）で確認できるパラメータ

（5／6） 
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表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で

確認できるパラメータ(５/６) 

 

 

 

 

：

：ＳＡ範囲 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

目的 対象パラメータ 

環境の 

状態確認 

可搬式モニタリング・ポスト№１ 

可搬式モニタリング・ポスト№２ 

可搬型モニタリング・ポスト№３ 

可搬式モニタリング・ポスト№４ 

可搬式モニタリング・ポスト№５ 

可搬式モニタリング・ポスト№６ 

可搬式モニタリング・ポスト№７ 

可搬式モニタリング・ポスト№８ 

可搬式モニタリング・ポスト№９ 

可搬式モニタリング・ポスト№10 

可搬式モニタリング・ポスト№11 

可搬式モニタリング・ポスト№12 

風向（可搬） 

風速（可搬） 

大気安定度（可搬） 

非常用炉心冷却系（ＥＣ

ＣＳ）の状態等確認 

Ａ－ＡＤＳ作動 

Ｂ－ＡＤＳ作動 

ＲＣＩＣポンプ作動 

ＨＰＣＳポンプ作動 

Ａ－ＲＨＲポンプ作動 

Ｂ－ＲＨＲポンプ作動 

Ｃ－ＲＨＲポンプ作動 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－４Ａ 全閉 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－４Ｂ 全閉 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－５Ａ 全閉 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－５Ｂ 全閉 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－５Ｃ 全閉 

全制御棒全挿入 

Ａ－給水流量 

Ｂ－給水流量 

ＬＰＣＳポンプ作動 

モードＳＷ運転 

燃料プールの状態確認 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

（使用済燃料貯蔵ラック上端＋6710㎜） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

（使用済燃料貯蔵ラック上端＋5800㎜） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

（使用済燃料貯蔵ラック上端＋4500㎜） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

（使用済燃料貯蔵ラック上端＋2000㎜） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

（使用済燃料貯蔵ラック上端レベル） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

（使用済燃料貯蔵ラック上端－1000㎜） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）（燃料プール温度） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 
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第 3.5－1表 データ表示装置（待避室）で確認できるパラメータ

（6／6） 

：ＳＡ範囲 

表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で

確認できるパラメータ(６/６) 

：ＳＡ範囲 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

目的 対象パラメータ 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損防止確認 

Ａ－第１ベントフィルタ出口水素濃度 

Ｂ－第１ベントフィルタ出口水素濃度 

Ａ－第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

Ｂ－第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

Ａ－スクラバ容器圧力 

Ｂ－スクラバ容器圧力 

Ｃ－スクラバ容器圧力 

Ｄ－スクラバ容器圧力 

Ａ１－スクラバ容器水位 

Ａ２－スクラバ容器水位 

Ｂ１－スクラバ容器水位 

Ｂ２－スクラバ容器水位 

Ｃ１－スクラバ容器水位 

Ｃ２－スクラバ容器水位 

Ｄ１－スクラバ容器水位 

Ｄ２－スクラバ容器水位 

Ａ－スクラバ容器温度 

Ｂ－スクラバ容器温度 

Ｃ－スクラバ容器温度 

Ｄ－スクラバ容器温度 

水素爆発による原子炉建

物の損傷防止確認 

Ａ－原子炉建物水素濃度（燃料取替階） 

Ｂ－原子炉建物水素濃度（燃料取替階） 

原子炉建物水素濃度（非常用ガス処理系吸込口） 

原子炉建物水素濃度（所員用エアロック室） 

原子炉建物水素濃度（ＳＲＶ補修室） 

原子炉建物水素濃度（ＣＲＤ補修室） 

原子炉建物水素濃度（トーラス室） 

Ｄ－静的触媒式水素処理装置入口温度 

Ｄ－静的触媒式水素処理装置出口温度 

Ｓ－静的触媒式水素処理装置入口温度 

Ｓ－静的触媒式水素処理装置出口温度 
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：ＳＡ範囲 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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７号炉（１／７） 

：

：ＳＡ範囲 

・申請号炉数の相違 

（以下７ページにおい

て同じ） 

【柏崎 6/7】 
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 3.6 事故シーケンスの組み合わせと待避室の収容性 

重大事故等が発生した場合においても中央制御室に運転員

がとどまる居住性を確保するため，中央制御室待避室を設置

している。 

中央制御室待避室は，重大事故等に対応する要員がとどま

ることができなければならない。そのため，中央制御室待避

室の設計は収容可能人数を「20名」としている。その内訳を

表3.6-1に示す。 

表 3.6-1 中央制御室収容人数設計内訳 

：ＳＡ範囲 

3.6 中央制御室待避室の内部寸法について 

(1) 中央制御室待避室に待避する要員数の考え方 

中央制御室待避室には，3名の運転員が待避することと

している。この要員数を設定した考え方を以下に示す。 

① 待避前に中央制御室で行う以下の運転操作に必要

な要員数を確保する。 

 格納容器スプレイ停止，原子炉注水流量の

調整及び格納容器ベント操作を，ＳＡ操作

盤において，指揮者（発電長）1名及び操

作者（運転員Ａ）1名で実施する。

 中央制御室待避室の正圧化操作を操作者

（運転員Ｂ）1名で実施する。

したがって，待避前に中央制御室で行う運転操作に

必要な要員数は 3名である。 

② 運転員が中央制御室待避室に待避している間は，運

転員による運転操作を実施する必要はなく，データ表

示装置（待避室）によるプラントパラメータの監視及

び衛星電話設備又は携行型有線通話装置による通信

連絡を行うこととしており，①に必要な要員数に包含

される。 

③ 原子炉施設保安規定の定めにより，中央制御室には

3名の運転員が常駐する必要がある。 

   以上の条件から，中央制御室待避室の収容要員数を指揮

者（発電長）１名及び操作者（運転員Ａ及び運転員Ｂ）2

名の計 3名に設定する。 

：ＳＡ範囲 

3.6 中央制御室待避室の収容性 

(1) 中央制御室待避室に待避する要員数の考え方 

重大事故等が発生した場合においても中央制御室に運転員

がとどまる居住性を確保するため，中央制御室待避室を設置

している。 

中央制御室待避室は，重大事故時の格納容器ベント実施時

に，運転員がとどまることができなければならない。そのた

め，中央制御室待避室の設計は収容可能人数を「５名」とし

ている。内訳を表 3.6－1に示す。 

表 3.6－1 中央制御室待避室収容人数設計内訳 

当 直 長 １名 

当直副長 １名 

運転員（中央制御室） １名 

運転員（現場） ２名 

合計 ５名 

なお，運転員が中央制御室待避室に待避している間は，運

転員による運転操作を実施する必要はなく，プラントパラメ

ータ監視装置（中央制御室待避室）によるプラントパラメー

タの監視及び衛星電話設備（固定型），無線通信設備（固定

型）又は有線式通信設備による連絡を行うこととしており表

3.6－1の要員数に包含される。 

：ＳＡ範囲 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉では，当直

長，当直副長，中央制御

室運転員各１名の他，フ

ィルタベント操作を現

場で行った場合の現場

運転員２名の計５名を

収容できる設計とする。 
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また，複数号炉の同一中央制御室であるため，重大事故等

の事故シーケンスが組合わさった場合においても対応が可能

である必要がある。そのため，事故シーケンスの組み合わせ

による運転員の対応要員数を評価した。 

   評価条件として，6号炉において「雰囲気圧力・温度による

静的負荷(格納容器過圧・過温破損)（代替循環冷却を使用し

ない場合）」（以下，「大LOCA」とする）の発生を想定し，7

号炉側を事故シーケンス組合せとして，有効性評価における

他の事故シナリオを想定した。 

  なお，全交流動力電源喪失シナリオは4シナリオあるが，6

号炉の原子炉格納容器ベント操作時における対応要員数が変

わらないため「全交流動力電源喪失(外部電源喪失＋DG 喪

失)」で代表する。「格納容器雰囲気直接加熱(DCH)」「原子

炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用(FCI)」「 溶融炉

心・コンクリート相互作用(MCCI)」の3シナリオについては「雰

囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損) （代

替循環冷却を使用する場合）」で実施する代替循環冷却系を

使用した対応と同じであり，「停止中の反応度誤投入」シナ

リオは，事故の終息が短時間で終了するため対象外とした。 

事故シーケンスの組み合わせによる運転員の対応要員数を

表 3.6-2 に示す。 

事故シーケンスの組み合わせを考慮しても，運転員の対応

要員数は最大で「15名」であり，消火活動要員を含めても

「18名」であり，中央制御室待避室の設計「20名」により

十分対応可能である。 

6号炉の原子炉格納容器ベント操作時の7号炉側の作業への

影響について表3.6-3に整理した。 

また，図3.6-1～14 にて事故シーケンス組み合わせ毎の作

業時間抜粋を示す。 

：ＳＡ範囲 

また，重大事故等の事故シーケンス毎の運転員の対応要員

数を評価した。 

評価条件として，「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納

容器過圧・過温破損)（残留熱代替除去系を使用しない場合）」

（以下，「大 LOCA」とする）の事故シナリオを想定した。 

なお，全交流動力電源喪失シナリオは4シナリオあるが，対

応要員数が変わらないため「全交流動力電源喪失(外部電源喪

失＋DG失敗)」で代表する。「格納容器雰囲気直接加熱(DCH)」

「原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用(FCI)」「 溶

融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)」の3シナリオについて

は「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破

損)（残留熱代替除去系を使用する場合）」で実施する残留熱

代替除去系を使用した対応と同じであり，「停止中の反応度

誤投入」シナリオは，事故の終息が短時間で終了するため対

象外とした。 

事故シーケンス毎における運転員の対応要員数を表3.6－2

に示す。 

また，図 3.6－1，2 にて中央制御室待避室を使用する事故

シーケンスの作業時間抜粋を示す。 

：ＳＡ範囲 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載 
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表 3.6-2 事故シーケンス組合せによる運転員の対応要員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事故シーケンスの組み合わせを考慮しても，運転員の対応要員

数は最大で「15名」であり，消火活動要員を含めても「18名」と

なることから，中央制御室待避室の設計「20 名」により十分対応

可能である。 
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 表 3.6－2 各事故シーケンスにおける運転員の対応人数 

  

※( )内の数値はベント実施前までに，緊急時対策所へ移動する

人員数 
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・体制の相違 
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島根２号炉の各事故シ

ーケンスにおける対応

人数を記載 
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(2) 中央制御室待避室内の必要スペースの考え方 

中央制御室待避室内で行う作業は，データ表示装置によ

るプラントパラメータの監視，衛星電話等による通信連絡

のみであり，広い作業スペースは不要であることから，以

下の条件を考慮して中央制御室待避室の必要寸法を検討

する。 

 運転員 3名が着席して待機するために必要なスペ

ース 

 データ表示装置，衛星電話及び可搬型照明を配置

するためのスペース

 待避室内圧力調整用の配管・バルブの設置及び操

作スペース 

 携行型有線通話装置接続箱の設置スペース

運転員が椅子に座った姿勢で待機するために必要なス

ペースを 1名当たり 500mm×1,200mm とすると，中央制御

室待避室の必要寸法は 2,000mm×1,200mm となる。 

(3) 中央制御室待避室の居住性向上 

中央制御室待避室の必要寸法として 2,000mm×1,200mm

を設定するが，中央制御室待避室の居住性を向上させるた

め，以下を実施する。 

 外部との通信手段の確保（衛星電話設備／携行型

有線通話装置） 

 十分な照度の確保（可搬型照明（ＳＡ））

 天井高を高く設定することで，室内空間を広くす

る 

 鉛ガラスの窓の設置

これに加えて，更なる居住性向上のため，中央制御室待

避室の床面積を必要寸法における床面積の 2倍に拡大す

る。 

：ＳＡ範囲 

(2) 中央制御室待避室内の必要スペースの考え方 

中央制御室待避室内で行う作業は，プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室）によるプラントパラメータ

の監視，衛星電話設備（固定型）又は無線通信設備（固定

型）による通信連絡のみであり，広い作業スペースは不要

であることから，以下の条件を考慮して中央制御室待避室

の必要寸法を検討する。 

 運転員 5名が着席して待機するために必要なスペ

ース 

 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避

室），ＬＥＤ照明（ランタンタイプ），酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計及び有線式通信設備の専用接続端

子を配置するためのスペース 

 待避室内圧力調整用の配管・バルブの設置及び操

作スペース 

運転員が椅子に座った姿勢で待機するために必要なス

ペースを 1名当たり 500mm×1,200mm とすると，中央制御

室待避室の必要寸法は 3,000mm×1,200mm となる。 

(3) 中央制御室待避室の居住性向上 

中央制御室待避室の必要寸法として 3,000mm×1,200mm

を設定するが，中央制御室待避室の居住性を向上させるた

め，以下を実施する。 

 外部との通信手段の確保（衛星電話設備（固定型）

／無線通信設備（固定型）／有線式通信設備） 

 十分な照度の確保（ＬＥＤ照明（ランタンタイプ）） 

 天井高を高く設定することで，室内空間を広くす

る（2,000mm） 

これに加えて，更なる居住性向上のため，中央制御室待

避室の床面積を必要寸法における床面積の 2倍以上に拡大

する。 

：ＳＡ範囲 

・待避人員数の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，当直

長，当直副長，中央制御

室運転員各１名の他，フ

ィルタベント操作を現

場で行った場合の現場

運転員２名の計５名を

収容できる設計とする。 

・設備の相違 

【東海第二】 

収容人員数の相違によ

る寸法の相違 
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(4) 中央制御室待避室のレイアウト 

これまでの検討結果を反映した中央制御室待避室のレ

イアウト図を第 3.6－1 図に示す。中央制御室待避室は，

必要十分なスペースを確保する設計とする。 
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表 3.6-3 6号炉原子炉格納容器ベントによる影響（1/5） 

表 3.6-3 6号炉原子炉格納容器ベントによる影響（2/5） 

表 3.6-3 6号炉原子炉格納容器ベントによる影響（3/5） 

：ＳＡ範囲 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

191



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
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図 3.6-1 大ＬＯＣＡ＋高圧・低圧注水機能喪失 

：ＳＡ範囲 

図 3.6－1 「大ＬＯＣＡ＋高圧・低圧注水機能喪失＋全交流動力

電源喪失」シーケンス（中央制御室運転員） 

：ＳＡ範囲 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-2 大ＬＯＣＡ＋高圧注水・減圧機能喪失 

：ＳＡ範囲 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-3 大ＬＯＣＡ＋全交流動力電源喪失 

：ＳＡ範囲 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-4 大ＯＣＡ＋崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失） 

：ＳＡ範囲 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-5 大ＬＯＣＡ＋崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故

障した場合） 

：ＳＡ範囲 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-6 大ＬＯＣＡ＋原子炉停止機能喪失 

：ＳＡ範囲 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-7 大ＬＯＣＡ＋ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

：ＳＡ範囲 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-8 大ＬＯＣＡ＋格納容器バイパス（インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡ） 

：ＳＡ範囲 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-9 大ＬＯＣＡ＋大ＬＯＣＡ（代替循環冷却を使用する場

合） 

：ＳＡ範囲 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-10 大ＬＯＣＡ＋想定事故 1 

：ＳＡ範囲 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-11 大ＬＯＣＡ＋想定事故 2 

：ＳＡ範囲 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-12 大ＬＯＣＡ＋停止中の崩壊熱除去機能喪失 

：ＳＡ範囲 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-13 大ＬＯＣＡ＋停止中の全交流動力電源喪失 

：ＳＡ範囲 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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図 3.6-14 大ＬＯＣＡ＋停止中の原子炉冷却材の流出 

：ＳＡ範囲 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制御

室待避室を使用する事

故シーケンスのタイム

チャートを記載（図

3.6-1図 3.6-2） 
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 3.7 申請前号炉の中央制御室の居住性評価について 

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉において炉心の著しい

損傷が発生した場合における申請前号炉（1～5号炉）の中央

制御室の居住性評価について以下に示す。なお，6号及び7号

炉で炉心の著しい損傷が発生した場合において，5号炉の運転

員は自号炉の中央制御室から5号炉原子炉建屋内緊急時対策

所に移動し5号炉の監視業務等を行う設計としていることか

ら，5号炉に関しては中央制御室を居住性評価の対象とせず，

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の居住性について検討を行

った。 

居住性評価に当たっては，「実用発電用原子炉に係る重

大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく

評価に関する審査ガイド」（以下「審査ガイド」という。）

を参照した。 

図3.7-1に柏崎刈羽原子力発電所1～7号炉中央制御室の

配置図を示す。 

図 3.7-1 柏崎刈羽原子力発電所 1～7号炉中央制御室 配置図 

（1）居住性評価の前提条件 

想定事象は，6号及び7号炉中央制御室の居住性（炉心の著

しい損傷）に係る被ばく評価と同様に以下のとおりとした。 

 -6号又は7号炉のいずれかが「大破断LOCA 時に非常用炉心

冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシーケンス」で，

格納容器圧力逃がし装置を用いた格納容器ベントを実施す

る。 

-6号又は7号炉の残る１つが「大破断LOCA 時に非常用炉心

冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシーケンス」で，

代替循環冷却系により事象を収束する。 

：ＳＡ範囲 

 3.7 申請前号炉の中央制御室の居住性評価について 

島根原子力発電所２号炉において，炉心の著しい損傷が発

生した場合の格納容器ベント実施時における運転終了号炉

（１号炉）の運転員は，自号炉の中央制御室から緊急時対策

所に移動し１号炉の監視業務等を行う設計としていることか

ら，１号炉に関しては，２号炉の運転員の被ばく評価結果（補

足説明資料 59-11 参照）に包絡されるため，申請前号炉の中

央制御室の居住性評価の対象外とした。 

：ＳＡ範囲 

・申請号炉数及び申請前

号炉の運用の相違 

【柏崎 6/7】 

208



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

居住性評価においては，6 号及び7 号炉のうち1～4号炉の

中央制御室により近接している7号炉において，格納容器ベン

トを実施することを想定した。また，5号炉の中央制御室の運

転員は5号炉原子炉建屋内緊急時対策所に待避することを前

提に，上述の想定事象における5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所の居住性を検討対象とした。 

なお，被ばく評価に用いる大気中への放出放射能量及び放

射性物質の大気拡散の評価は，補足説明資料59-11「原子炉制

御室の居住性に係る被ばく評価について2.中央制御室の居住

性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価について」で示す

方法と同様の方法にて実施した。 

（2）1～4 号炉中央制御室の居住性について 

1～4号炉の中央制御室における居住性評価の評価結果を表

3.7-1に示す。1～4号炉の運転員は，各号炉の中央制御室内に

とどまることとする。また中央制御室内ではマスクを着用す

るものとし，着用時間は1時間当たり0.9時間と想定した。さ

らに運転員の交替は考慮しないものとして，評価を行った。

評価の結果，最も被ばく量が大きくなるのは4号炉中央制御室

の運転員であり，約54mSv／7日間となる。 

   なお，1～4 号炉の中央制御室に対しては，6 号及び7 号炉

で炉心の著しい損傷が発生した場合においても自号炉にとど

まることができるよう，以下の放射線防護資機材を配備する

設計とする。 

   ◯ 放射線防護資機材等の配備 

・チェンジングエリアの設置，マスク着脱時等に使用

するクリーンエリアの設置，マスク・着替え等放射

線防護資機材の配備，水・食料の配備 

・酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬型エリアモニ

タ，可搬型照明の配備 

：ＳＡ範囲 

・申請前号炉の運用の相

違【柏崎 6/7】 

209



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表3.7-1 1～4号炉中央制御室の居住性に係る被ばく評価結果※1 

     （7 号炉格納容器ベント実施時）（運転員の交替を考慮

しない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 評価手法は「補足資料59-1 原子炉制御室の居住性

に係る被ばく評価について2.中央制御室の居住性

（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価について」

で示す方法と同様の方法にて実施 

※2 中央制御室換気空調系は空調機停止及び隔離弁閉

止し，外気が0.5回/hで中央制御室内に流入するもの

と仮定 

※3 マスクの防護係数としてPF50，着用時間は1時間当

たり0.9時間と想定 

 

 

 

 

 

 

：ＳＡ範囲 
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（3）5号炉中央制御室の居住性について 

5号炉中央制御室は図3.7-1に示すとおり，6号及び7号炉に

近接しているため6号及び7号炉の発災時に環境の悪化の影響

を受けやすい。このため，6号及び7号炉で炉心の著しい損傷

が発生した場合においては，5号炉の運転員は中央制御室から

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所に待避する設計としている。 

   5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の居住性設備は，6号及び7

号炉中央制御室※1の遮蔽設備及び空調設備と同等以上の性能

を有する設計とし，福島第一原子力発電所事故と同等の事象

の発生を想定した場合においても，必要な居住性が確保され

る設計としている。※2 

   そのため，前述(1)の想定事象が発生した場合においても，

5号炉中央制御室の運転員が滞在する5号炉原子炉建屋内緊急

時対策所の居住性は確保される設計とする。 

※1 「補足説明資料59-11 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評

価について」において，6号及び7号炉中央制御室の居住性

が審査ガイドの判断基準である「運転員の実効線量が7日間

で100mSvを超えないこと」を満足することを確認している 

※2 「61条緊急時対策所の補足説明資料61-10 緊急時対策所の居

住性に係る被ばく評価について」を参照 

なお，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所においては，5号炉

運転員が業務を継続できるよう，プラント監視等のための設

備を配置し，また1～4号炉同様，放射線防護資機材を配備す

る設計とする。 

   〇 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所にてプラント監視，通

信連絡が実施できる設備の設置 

・デジタル記録計等を用いたプラントパラメータの遠

隔監視機器・手順整備 

・現場との通信連絡設備配備 

：ＳＡ範囲 

・申請前号炉の運用の相
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○ 放射線防護資機材等の配備

・チェンジングエリアの設置，マスク着脱時等に使用

するクリーンエリアの設置，マスク・着替え等放射

線防護資機材の配備，水・食料の配備 

・酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬型エリアモニ

タ，可搬型照明の配備 

4. まとめ

以上より，中央制御室の運転員の滞在場所（1～4号炉中央

制御室及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所）の設置や放射線防護

資機材配備等により，申請前各号炉においても，6号及び7号炉で

炉心の著しい損傷が発生した場合に必要な居住性（7日間100mSv

を超えない）が確保される設計であることを確認した。 

：ＳＡ範囲 
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 3.7 ブローアウトパネルに係る設計方針 

(1) ブローアウトパネル閉止装置 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開放状態で炉心損傷

した場合，各開口部に対応するブローアウトパネル閉止装置

を速やかに閉止し，原子炉建屋の気密性が確保できる設計と

する。気密性の高いＪＩＳ等級（Ａ４等級）の建具を用いる

ことで，閉止時には原子炉建屋の負圧を確保する。また，遠

隔及び手動による閉止機能を設置することにより，万一，電

源がない状態でも閉止機能を維持する設計とする。なお，閉

止機能は，以下のとおりである。詳細は，今後の詳細設計に

て決定する。 

・遠隔閉止：電動扉方式（ＳＡ電源負荷） 

・手動閉止：スライド扉にワイヤを取付け，これをウィン

チで牽引することで閉止 

ブローアウトパネル閉止装置の概要図を第3.7－1図に示

す。 

※1 Ａ４等級：ＪＩＳ A 1561に規定される気密性等級線に

合致する気密性能を有するもの 

 

第3.7－1図 ブローアウトパネル閉止装置 概要図 

 

 

 

 ・資料構成の相違 

島根２号炉は 59 条補足

説明資料にてブローア

ウトパネル閉止装置の

設計方針を記載。 
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(2) 竜巻飛来物防護対策 

ブローアウトパネル閉止装置の開閉機能及び原子炉建屋外

側ブローアウトパネルの開放機能に干渉しないように，防護

ネット（40㎜メッシュ）を設置する。防護ネットは，原子炉

建屋外側ブローアウトパネル正面のみならず，上下左右にも

設置し，極力，原子炉建屋外壁との間隙を防護する設計とす

る。なお，詳細は，今後の詳細設計にて決定する。 

(3) ブローアウトパネル強制開放装置 

原子炉建屋内側から，油圧ジャッキにより原子炉建屋外

側ブローアウトパネルを強制的に開放する装置を設置す

る。油圧配管は，屋内に敷設し，屋外に設置する油圧発生

装置と接続する。また，開放機構を原子炉建屋内に設置し，

ブローアウトパネル閉止装置及び竜巻飛来物防護対策の防

護ネットとの干渉を回避する設計とする。なお，作動液も

含め，詳細は，今後の詳細設計にて決定する。 

油圧ジャッキ設置イメージを第3.7－2図に，ブローアウ

トパネル開閉前後イメージを第3.7－3図に示す。 

第3.7－2図 油圧ジャッキ設置イメージ 
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第3.7－3図 ブローアウトパネル開閉前後イメージ 

 

(4) ブローアウトパネル開閉状態表示 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルの各パネルにはリミッ

トスイッチを設置し，開放したパネルを中央制御室にて特定

できる設計とする。なお，詳細は，今後の詳細設計にて決定

する。 

ブローアウトパネル開閉状態表示の概要図を第3.7－4図に

示す。 

 

第3.7－4図 ブローアウトパネル開閉状態表示 概要図 

 

(5) ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示 

ブローアウトパネル閉止装置についてもリミットスイッチ

を設置し，スライド扉の開閉状態を中央制御室にて特定でき

る設計とする。なお，詳細は，今後の設計により決定する。 

ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示の概要を第3.7

－5図に示す。 
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第3.7－5図 ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示 概要図 

【参考】原子炉建屋気密性確保の成立性について 

ブローアウトパネル閉止装置には，ＪＩＳ A 1516「建具の気

密性試験方法」の気密性等級線Ａ４等級に合致する扉を設置す

ることにより，原子炉建屋の気密性を確保する。なお，以下に

示すように，Ａ４等級の扉の許容漏えい量と原子炉建屋ガス処

理系の排気容量から，原子炉建屋気密性が確保できることを以

下に確認した。なお，詳細は，今後の詳細設計にて決定する。 

 設計上の気密要求である圧力差 63Pa［gage］ において，

Ａ４等級ドア 1m
２ 
当たりの通気量は，12.6m

３
／h

 ブローアウトパネル 12枚の開口面積合計は，186.51m
２

 ブローアウトパネル 12枚が全て開放し，当該パネル全てを

再閉止した後の 1h当たりの通気量は，2,350.02m
３
／h

 ＳＧＴＳの排風機の容量は，3,570m
３
／hであり，上記の通

気量を大きく上まわる。（十分に負圧達成が可能）

Ａ４等級扉イメージを第3.7－6図に，気密等級線図（Ａ４等

級）を第3.7－7図に示す。 
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